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混合機のモデル図
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については商業機密の観点から公開できません。
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PuO2粉末充てん済混合酸化物貯蔵容器を含む貯蔵ホールのモデル図 
（上記は PuO2粉末充てん済混合酸化物貯蔵容器 36 本の場合） 

  

 
H

 

MOX 燃料( gMOX/cm3) 

(単位：cm) 

PuO2+H2O 均質燃料( gPuO2/cm3) 

貯蔵ホールの評価に

おいては、４室の貯

蔵ホールのうち１室

の 貯 蔵 ホ ー ル に

MOX 粉末と PuO2粉

末が全て貯蔵されて

いるものとして、

PuO2 粉末が充てん

された混合酸化物貯

蔵容器の本数を変更

させ、実効増倍率が

0.95 を下回る本数を

算出する。

については商業機密の観点から公開できません。
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混合酸化物貯蔵容器のモデル詳細図

  

    

PuO2粉末充てん済 

混合酸化物貯蔵容器モデル図

MOX 粉末充てん済 

混合酸化物貯蔵容器モデル図

については商業機密の観点から公開できません。
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5.計算結果

保管ピット及び混合機を評価した結果、平均実効増倍率に 3σ を加えた値が

0.95 以下であるので、PuO2粉末を充てんした保管容器を収納した保管ピット及

び混合機は、臨界安全である。

貯蔵ホールを評価した結果、PuO2粉末が充てんされた混合酸化物貯蔵容器が

44 本以下であれば平均実効増倍率に 3σを加えた値が 0.95 以下であるので臨界

安全である。



MOX 粉末中の Pu の未臨界質量の評価 
共通資料⑤

補 3－13－添２-共⑤-1 

1.評価概要

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備にて製造される現実的な含水率を考慮し

た場合の MOX 粉末中の Pu の未臨界質量を算出する。 

2.計算条件

臨界安全解析に当たっては、以下の事項を考慮する。

（1）核燃料物質の組成：UO2と PuO2の混合物（重量比 Pu/U= ）

（2）ウランの同位体組成（235U：1.6wt%、238U：98.4wt%）

プルトニウムの同位体組成（239Pu：71wt%、240Pu：17wt%、241Pu：12wt%）

（3）MOX 粉末の含水率： wt%
（4）密度： gMOX/cm3

（5）核分裂生成物及びアクチニド（ウラン及びプルトニウムを除く）は考慮し

ない。

3.計算モデル

（1）核燃料物質の形状：球形状

（2）反射条件：水 300mm

4.計算コード：JACS コードシステム

5.モデル図

6.計算結果

MOX 粉末中の Pu の質量が 70kg 以下であれば臨界安全である。

については商業機密の観点から公開できません。
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共通資料⑥

よう素追出し槽及び中間ポットにおける未臨界性評価

1.解析の方法及び手順

よう素追出し槽及び中間ポットの臨界安全管理の方法は、濃度管理及び中性

子吸収材管理である。加熱能力の増大による濃縮時においても、機器の形状を

考慮することで核燃料物質濃度が未臨界濃度を超えても臨界事故が発生しない

ことを確認する。

燃料組成については燃焼計算コード PHOENIX-P を用いて評価する。臨界計

算は臨界計算コード JACS システムを使用する。 

2.解析条件

（１）臨界安全解析にあたっては、表１とする。

表１：よう素追出し槽及び中間ポットの解析条件

（２）よう素追出し槽の解析モデルを図１に、中間ポットの解析モデルを図２

に示す。

については商業機密の観点から公開できません。
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3.解析結果

については商業機密の観点から公開できません。
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図２：中間ポット評価モデル

については商業機密の観点から公開できません。
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図 3：よう素追出し槽評価結果（硝酸濃度 1.5N 時） 

図 4：よう素追出し槽評価結果（硝酸濃度 2.77N 時） 

については商業機密の観点から公開できません。
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図 6：よう素追出し槽評価結果（硝酸濃度 0N、0.7ｇGd/L 時） 

図 7：中間ポット評価結果（硝酸濃度 1.5N 時） 

については商業機密の観点から公開できません。
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図 8：中間ポット評価結果（硝酸濃度 2.77N 時） 

については商業機密の観点から公開できません。
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共通資料 7 
中性子吸収材の供給しなかった場合における臨界事故の評価

１.評価の方法及び手順

溶解槽は、制限濃度安全形状寸法管理、質量管理及び中性子吸収材管理並び

にこれらの組み合わせにより、単一ユニットとして臨界防止する設計としてい

る。中性子吸収材管理としては、使用済燃料集合体上端５０ｃｍの平均燃焼度

が初期濃縮度に応じた所定の燃焼度未満の使用済燃料集合体を溶解する場合は、

溶解槽に可溶性中性子吸収材である硝酸ガドリニウムを含有した硝酸溶液を供

給する設計としている。既認可の設工認では、溶解槽において PWR 燃料又は

BWR 燃料に対して燃焼度、初期濃縮度及び質量制限値に応じて、硝酸ガドリニ

ウムを使用する範囲が示されている。また、溶解槽の下流機器である第１よう

素追出し槽においても、PWR 燃料又は BWR 燃料に対して燃焼度及び初期濃縮

度に応じて、硝酸ガドリニウムを使用する範囲が示されている。

 異常の想定として、本来硝酸ガドリニウムを供給すべきであったのにもかか

わらず、硝酸ガドリニウムの供給しなかった場合の臨界事故の発生について検

討する。

 溶解液は、溶解槽から第１よう素追出し槽にオーバーフローし、さらに下流

に流出する。硝酸ガドリニウムを供給しなかった場合についての評価の方法は、

既認可されている溶解槽における硝酸ガドリニウムの使用領域と第１よう素追

出し槽における硝酸ガドリニウムの使用領域を比較することで、臨界事故の発

生しやすさを比較・評価する。

2.評価結果

PWR 燃料の場合と BWR 燃料の場合における溶解槽と第１よう素追出し槽の

硝酸ガドリニウムの使用領域の比較結果を図１及び図２に示す。

図１及び図２より同じ燃焼度の場合、第１よう素追出し槽のほうが Gd 非使用

領域が広い。溶解槽で硝酸ガドリニウムを必要とした領域であっても、第１よ

う素追出し槽では硝酸ガドリニウムを必要としない領域がある。そのため、硝

酸ガドリニウムの供給しなかった場合においては、第１よう素追出し槽よりも

溶解槽で先に臨界事故が発生することが予想される。
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図１：PWR 燃料における硝酸ガドリニウム使用領域の比較 

図２：BWR 燃料における硝酸ガドリニウム使用領域の比較 

については商業機密の観点から公開できません。
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図２：PuO2粉末の未臨界質量評価における実効増倍率

の変化（含水率 wt%） 

については商業機密の観点から公開できません。
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図 3：PuO2粉末の未臨界質量評価における実効増倍率

の変化（含水率 wt%） 

については商業機密の観点から公開できません。
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図 4：二酸化プルトニウム密度と未臨界質量 

については商業機密の観点から公開できません。



シール槽、UO3受槽および規格外製品受槽からのウラン粉末の漏えい時の

実効増倍率の評価

共通資料⑧

補 3－13－添２-共⑧-1 

1.評価概要

ウラン脱硝設備の平常運転時において、シール槽、UO3受槽、規格外製品受

槽が破損し内部のウラン粉末が床に堆積した場合を想定し、未臨界評価を行う。 
粉末の漏えいはそれぞれの機器の設置位置を考慮することとし、評価におい

ては、溢水も考慮する。

2.計算条件

臨界安全解析に当たっては、以下の事項を考慮する。

（1）核燃料物質の組成：UO3

（2）ウランの同位体組成（235U：1. 6wt%、238U：98 . 4wt%）

（3）密度： g/cm3

（4）最適減速条件 非均質系：減速比=  
(サーベイ計算結果) 均質系：H/U=  

（5）核分裂生成物及びアクチニド（ウランを除く）は考慮しない。

3.計算モデル

（1）核燃料物質の形状：円錐形状（安息角 °）

（2）頂点間距離： cm
（3）質量（平常時の内包量を考慮）

均質系粉末： kgU（シール槽及び UO3受槽）

非均質系粉末： kgU（規格外製品受槽） 
（4）溢水高さ： cm

4.計算コード：JACS コードシステム

については商業機密の観点から公開できません。
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5.モデル図

6.計算結果

いずれのモデルにおいても、平均実効増倍率に 3σ を加えた値が 0.95 以下で

あるため、シール槽、UO3 受槽及び規格外製品受槽からウラン粉末が漏えいし

たとしても臨界安全である。

燃料領域(均質 UO3) 燃料領域(非均質 UO3) 

水 コンクリート

については商業機密の観点から公開できません。



UO3粉末の未臨界質量の評価 
共通資料⑨

補 3－13－添 2－共⑨－1 

1.評価概要

ウラン脱硝設備にて製造される UO3粉末は減速比（H/U）が を超えないよ

うに管理している。UO3粉末の減速比 とした場合におけるウラン粉末の未臨

界質量を算出する。

2.計算条件

臨界安全解析に当たっては、以下の事項を考慮する。

（1）核燃料物質の組成：UO3

（2）ウランの同位体組成（235U：1.6wt%、238U：98.4wt%）

（3）UO3の減速比（H/U）：

（4）UO3の密度： gUO3/cm3（ウラン密度： ～ gU/cm3）

（5）核分裂生成物及びアクチニド（ウランを除く）は考慮しない。

3.計算モデル

（1）核燃料物質の形状：球形状

（2）反射条件：水 30cm

4.計算コード：JACS コードシステム

5.モデル図

6.計算結果

ウラン粉末が 2000kgU 以下であれば臨界安全である。

(UO3+H2O 均質) 

30 

については商業機密の観点から公開できません。



UO3粉末の取扱時における落下・転倒時の想定事象における 
ウラン酸化物貯蔵容器の健全性試験

共通資料⑩

補 3－13－添 2－共⑩－1 

ウラン酸化物貯蔵容器内には、UO3粉末の重量を模擬した模擬内容物（鉄粉）

を充てんし、落下試験を行った。

 落下試験では、ウラン酸化物貯蔵容器をクレーンにて所定の高さにつり上げ、

落下姿勢を調整し、落下させた。具体的には、以下の①～④の落下試験である。

①底部垂直落下

②頭部垂直落下

③水平落下

④頭部コーナー落下

図 1 に概要図を示す。また、試験の実施方法を図 2 に示す。

試験結果を図 3 に示す。いずれの試験の場合においても臨界安全である。
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図 1：ウラン酸化物貯蔵容器に関する落下試験 
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図 2：落下試験実施方法 
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図 3：落下試験結果 



UO3粉末の取扱時における落下・転倒時の想定事象における

貯蔵バスケットの健全性試験 

共通資料⑪

補 3－13－添 2－共⑩－1 

ウラン酸化物貯蔵容器内には、UO3粉末の重量を模擬した模擬内容物（鉄粉）

を充てんし、貯蔵バスケットに 4 本収納して落下試験を行った。

 落下試験では、貯蔵バスケットをクレーンにて所定の高さにつり上げ、落下

姿勢を調整し、落下させた。具体的には、以下の①～④の落下試験である。 

①底部垂直落下

②頭部垂直落下

③水平落下

④頭部コーナー落下

図 1 に概要図を示す。また、試験の実施方法を図 2 に示す。

試験結果を図 3 に示す。いずれの試験の場合においても臨界安全である。
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図 1：貯蔵バスケットに関する落下試験
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図 2：落下試験実施方法
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図 3：落下試験結果



少量の硝酸プルトニウム溶液における実効増倍率の評価 

共通資料⑫ 

補 3－13－添 2－共⑫－1 

1.評価概要

プルトニウム濃度を変化させて実効増倍率を算出し、硝酸プルトニウム溶液

量を L とした場合の未臨界評価を行う。

2.計算条件

臨界安全解析に当たっては、以下の事項を考慮する。

（1）核燃料物質の組成：Pu（NO3）4

（2） プルトニウムの同位体組成（239Pu：71wt%、240Pu：17wt%、241Pu：12wt%）

（3）遊離硝酸、核分裂生成物及びアクチニド（プルトニウムを除く）は考慮し

ない。 

3.計算モデル

（1）核燃料物質の形状：球形状

（2）反射条件：水 300mm

4.計算コード：JACS コードシステム

5.モデル図

6.計算結果

平均実効増倍率に 3σ を加えた値が 0.95 以下であるため、プルトニウムを扱

う容量が L 以下の場合は、いかなるプルトニウム濃度であっても臨界安全で

ある。 

については商業機密の観点から公開できません。



MOX 粉末の実効増倍率の評価 
共通資料⑬

補 3－13－添 2－共⑬－1 

1.評価概要

MOX 粉末のうち、プルトニウムの質量を 40.2kg とした単一ユニットの未臨

界評価を行う。

2.計算条件

臨界安全解析に当たっては、以下の事項を考慮する。

（1）核燃料物質の組成：UO2と PuO2の混合物（重量比 Pu/U= ）

（2）ウランの同位体組成（235U：1.6wt%、238U：98.4wt%）

プルトニウムの同位体組成（239Pu：71wt%、240Pu：17wt%、241Pu：12wt%）

（3）UO2と PuO2の含水率： wt%
（4）密度： gMOX/cm3

（5）核分裂生成物及びアクチニド（ウラン及びプルトニウムは除く）は考慮し

ない。

3.計算モデル

（1）核燃料物質の形状：球形状

（2）反射条件：水 300mm

4.計算コード：JACS コードシステム

5.モデル図

6.計算結果

平均実効増倍率に 3σ を加えた値が 0.95 以下であるため、MOX 粉末のうち、

プルトニウムの質量が 40.2kg 以下の場合は、臨界安全である。

については商業機密の観点から公開できません。



脱硝皿における硝酸プルトニウム溶液の実効増倍率の評価

共通資料⑭

補 3－13－添 2－共⑭－1 

1.評価概要

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備において、硝酸プルトニウム溶液を脱硝

装置（脱硝皿）に二重装荷し、脱硝した場合における未臨界評価を行う。

2.計算条件

臨界安全解析に当たっては、以下の事項を考慮する。

（1）核燃料物質の組成：Pu
（2）プルトニウムの同位体組成（239Pu：71wt%、240Pu：17wt%、241Pu：12wt%）

（3）濃度： gPu/L*
（4）容積： L*（二重装荷として通常の定量ポットの容積（ L）の約 2 倍）

（5）遊離硝酸、核分裂生成物及びアクチニド（プルトニウムは除く）は考慮し

ない。

*脱硝皿に収まる容積まで濃縮した時点の濃度を模擬して算出した。

3.計算モデル

（1）核燃料物質の形状：円柱形状

（2）反射条件：水 300mm

4.計算コード：JACS コードシステム

5.モデル図

6.計算結果

平均実効増倍率に 3σ を加えた値が 0.95 以下であるため、硝酸プルトニウム

溶液を脱硝皿に二重装荷し、脱硝した場合でも、臨界安全である。

単位：mm 【平面図】 
【立面図】 

真空条件

真空条件

真空条件
真空条件

真空

水
燃料+水 

については商業機密の観点から公開できません。



MOX 粉末の含水率を考慮した未臨界質量の評価 
共通資料⑮
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1.評価概要

MOX 粉末密度 g/cm3 における含水率の理論上限値 wt%の未臨界質量を

算出する。

2.計算条件

臨界安全解析に当たっては、以下の事項を考慮する。

（1）核燃料物質の組成：UO2と PuO2の混合物（重量比 Pu/U= ）

（2）ウランの同位体組成（235U：1.6wt%、238U：98.4wt%）

プルトニウムの同位体組成（239Pu：71wt%、240Pu：17wt%、241Pu：12wt%）

（3）MOX 粉末の含水率： wt%
（4）密度： gMOX/cm3

（5）核分裂生成物及びアクチニド（ウラン及びプルトニウムは除く）は考慮し

ない。

3.計算コード：JACS コードシステム

4.計算結果

MOX 粉末密度 g/cm3時の含水率の理論上限値 wt%において、プルトニ

ウムの質量が 14.9kg 以下であれば臨界安全である。

については商業機密の観点から公開できません。



MOX 粉末取り扱う機器の実効増倍率の評価 
共通資料⑯
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1.評価概要

MOX 粉末を過充てんした粉末缶を、ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設

備の貯蔵ホールに収納した場合において、未臨界を維持できる貯蔵容器の本数

を算出する。

2.計算条件

臨界安全解析に当たっては、以下の事項を考慮する。

（１）核燃料物質の組成：UO2と PuO2の混合物（重量比 Pu/U= ）

（２）ウランの同位体組成（235U：1.6wt%、238U：98.4wt%）

プルトニウムの同位体組成（239Pu：71wt%、240Pu：17wt%、241Pu：12wt%） 
（３）MOX 粉末の含水率： wt%
（４）密度： gMOX/cm3

（５）核分裂生成物及びアクチニド（ウラン及びプルトニウムを除く）は考慮

しない。

3.計算コード：JACS コードシステム

については商業機密の観点から公開できません。
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3.モデル図

・過充てん混合酸化物貯蔵容器を含む貯蔵ホールのモデル図

（過充てん混合酸化物貯蔵容器 36 本の場合）

 
 

  
 

通常充てん MOX 燃料( gMOX/cm3) 過充てん MOX 燃料( gMOX/cm3) 

コンクリート真空水
ステンレス鋼

(SUS304) 

(単位：cm) 

貯蔵ホールの評価においては、４

室の貯蔵ホールのうち１室の貯

蔵ホールに通常の運転において

充てんされた粉末缶と過充てん

された粉末缶が全て貯蔵されて

いるものとして、過充てんされた

混合酸化物貯蔵容器の本数を変

更させ、実効増倍率が を下

回る本数を算出する。

通常の運転において充てんさ

れた粉末缶の中のMOX粉末高さ

は、混合酸化物貯蔵容器内の燃

料物質質量（ kg（U+Pu））を

保存するように、燃料物質密度に

応じて設定する。

については商業機密の観点から公開できません。
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・過充てん混合酸化物貯蔵容器および通常の運転において充てんされた粉末缶

を収納する混合酸化物貯蔵容器のモデル図

4.計算結果

MOX 粉末が過充てんされた混合酸化物貯蔵容器が 36 本以下であれば平均実

効増倍率に 3σを加えた値が 0.95 以下であるため臨界安全である。 

通常充てん貯蔵容器モデル図過充てん貯蔵容器モデル図

【立面図】 【立面図】 

【平面図】 【平面図】

H：MOX 燃料かさ高さ（燃料密度に応じて設定） 

（単位：cm） 

については商業機密の観点から公開できません。



補 3－13－添 2－共 17－1 

共通資料⑰

分離設備においてプロセス変動（異常）が生じても補助抽出器内のプルトニ

ウム濃度が核的制限値を超えないこと、抽出塔からの抽出廃液中のプルトニ

ウム濃度が抽出廃液受槽の最大許容限度（未臨界濃度）を超えないことの根

拠について

１．はじめに

重大事故（臨界）における内部想定①（動的機器の機能喪失または誤操作）

では、単一の機能を担う動的機器のみの機能喪失（多重故障）に加えて、臨

界事故の起因となる異常の発生の防止機能および当該異常の進展防止機能

（両者をあわせて「臨界防止機能」と言う。）のうち主要な機能（以下、「主

要な臨界防止機能」と言う。）について、複数の動的機器の機能喪失（多重

故障）及び運転員が行う操作の誤操作（異常検知に係る認知・判断ミスを含

む）による機能喪失を想定する。機能喪失の結果、想定される異常な状態の

進展・継続により臨界に至る可能性のある事象について、プロセスの異常な

変動検知による生産運転の自動停止、その他の運転管理上の措置による異常

検知、事象進展の防止可否を検討する。

なお、関連性のない複数の起因事象の同時発生は想定しないとしている。

分離施設における重大事故（臨界）の内部想定①を検討するにあたり、以

下を検討条件とした。

（１）抽出工程の特徴から、上流機器の異常が下流機器への影響を考慮する。

（２）関連性のない複数の起因事象の同時発生は想定しないことから、異常

の想定は１パラメータの機能喪失となる。

 上記（１）及び（２）を考慮し、分離設備で異常を想定した場合の解析結果を以

降に示す。

分離設備の抽出塔の抽出廃液は、ＴＢＰ洗浄塔を経て抽出廃液受槽に移送

するものと、補助抽出器を経て補助抽出廃液受槽に移送するものがある。抽

出塔及びＴＢＰ洗浄塔は全濃度安全形状寸法であるが、抽出廃液受槽は形状

による臨界安全管理をする貯槽ではなく、プルトニウムの濃度が管理された

抽出廃液を受け入れる濃度管理（未臨界濃度：6.3 gPu/L）の貯槽である。ま

た、補助抽出器については、制限濃度安全形状寸法管理（未臨界濃度：13 gPu/L）
の機器であり、補助抽出廃液受槽は濃度管理（未臨界濃度：6.3 gPu/L）の機

器である。

分離設備の通常運転時は、抽出廃液受槽及び補助抽出廃液受槽中のプルト

ニウム濃度が未臨界濃度を超えることはないが、プロセス条件に異常が生じ

た場合には、これらの機器に流入する抽出廃液中のプルトニウム濃度が上昇

することがある。抽出廃液中のプルトニウム濃度の上昇に係る設計基準事象
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は以下のとおりである（図１参照）。

①分離設備の抽出塔での有機溶媒の流量低下

②分離設備の抽出塔での溶解液の流量増加

③分離設備の第１洗浄塔での洗浄用液の酸濃度低下

④分離設備の第２洗浄塔での洗浄用液の酸濃度低下

抽出廃液中のプルトニウム濃度が上昇する理由は、ウラン及びプルトニウ

ムの量とＴＢＰの量とのバランスが崩れることによる。図２は、上記の①及

び②のプロセス異常が発生した場合の抽出廃液中のプルトニウム濃度の上昇

する機構を模式的に示したものである。③のプロセス異常は、第１洗浄塔内

でウラン及びプルトニウムが逆抽出されて第２洗浄塔に移行するウラン及び

プルトニウムの量が少なくなり、その分が抽出塔に戻るため、図２に示すよ

うな機構と同様な現象として扱える。④の第２洗浄塔のプロセス条件の変動

は、補助抽出器に移送する洗浄廃液を介して補助抽出器のプロセス状態に影

響し、さらに、補助抽出器から抽出塔に移送する有機溶媒を介して抽出塔及

び第１洗浄塔のプロセス状態に影響する。したがって、④のプロセス条件の

異常も、図２に示すような機構と同様な現象を引き起こす。

 以上のプロセス条件の異常に起因する設計基準事象について、その事象が

発生した場合における抽出廃液中の最大プルトニウム濃度を解析により求め、

未臨界濃度以下となるかを評価した。
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図１ 分離設備の系統概要図（4.0 tU/d 処理運転時）1)

：商業機密上の観点から

公開できません。
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図２ プロセス異常によって抽出廃液中のプルトニウム濃度の上昇する機構

２．解析方法

２．１ 解析コード

抽出廃液中のプルトニウム濃度の解析は Revised MIXSET を使用した 2)。

図３に Revised MIXSET における計算モデルの概要図を示す。 
Revised MIXSET は、ミキサ・セトラ型の連続抽出器を用いた溶媒抽出工

程の動的状態（Transient State）及び定常状態（Steady State）計算と各種

供給液について流量と濃度の最適化計算が行えるコードである。

プログラムは、東海再処理工場の溶媒抽出工程の解析のために開発された

ものであり、六ヶ所再処理工場においても採用している PUREX プロセスの

第１洗浄等

（洗浄用硝酸） 第２洗浄塔へ

U, Pu

U飽和

U飽和

U濃度上昇
Pu濃度の
過渡的上昇

（溶解液）

補助抽出器から

（有機溶媒）

抽出塔

（抽出廃液）
ＴＢＰ洗浄塔へ

抽出塔の
高さ方向

0 100%（有機相U飽和度）

Uの濃度分布

Uの抽出端（Uの有機溶媒によ
る抽出の起こり始める位置）

水相

有機相

凡例

U, Pu

Pu

１．プロセス異常によって系（抽出塔及び第１洗
浄塔）へのU及びPuの供給量がTBP供給量に
対して過剰となる（起因事象）。

２．TBPに負荷するUが飽和（通常 %程度）し、抽
出され切れないUが抽出塔内で下降するため
に抽出端が下降する。

３．第１洗浄塔内では、U及びPuの平衡状態が変
化しU及びPuの分配係数が下がり、U及びPu
が水相に逆抽出される。このために第１洗浄
塔の洗浄廃液の密度が上昇する。また、抽出
塔上部でも同様にPuが逆抽出される。

４．Puは抽出塔下部では抽出され、抽出塔上部
にリサイクルし、溶解液からのPuの供給とに
よって抽出塔内にPuが蓄積する。

５．U抽出端が抽出塔下部に下がり、抽出廃液に
Puがリークし始め抽出塔内のPuの濃度が低
下する。

については商業機密の観点から公開できません。
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解析に主点が置かれている。

Revised MIXSET では、向流する水相と有機相が考慮され、有機相中に抽

出剤（PUREX 法の場合 TBP）が存在する。抽出成分としては、HNO3、U(VI)、
Pu(IV)、Pu(III)、U(IV)、HNO2、ヒドラジン、硝酸ヒドロキシルアミンの８

成分を取り扱うことが可能である。

計算は各段内のミキサ部とセトラ部の水相及び有機相濃度を１点で近似す

る集中定数化法で行われる。定常状態の濃度分布はこれら各段の濃度点の非

線型連立方程式を解くことで得られる。動的挙動は各段の成分濃度の微分方

程式によって表現され、これらの連立微分方程式は差分法によって解かれる。 

図３ Revised MIXSET コードの計算モデルの概要図 

２．２ 解析モデル

２．２．１ パルスカラムのモデル化

Revised MIXSET を用いた計算にあたっては、パルスカラムを以下の条件

でミキサ・セトラへモデル化した。

（１）段数

分離設備のパルスカラムのカラム有効長（シャフト部）は ｍである。ま

た、フランスのラ・アーグ再処理工場及びマルクールサイトにおける運転経

験を基に、分離設備のパルスカラムの１理論段相当高さは ｍ以下となるよ

うに設計している 3)。このため、パルスカラムの１理論段数相当高さは ｍ

とし、パルスカラム１基あたりの理論段数は 段に設定した。

（２）１段の体積

１段あたりの体積は、カラム有効長の体積を段数（ 段）で除したものと

した。表１に各パルスカラムの１段あたりの体積を示す。

表１ 各パルスカラムの１段あたりの体積（設計図書 3)を基に作成）

パルスカラム 有効長体積（Ｌ） １段あたり体積（Ｌ） ミキサ部体積（Ｌ） セトラ部体積（Ｌ） 

抽出塔

第１洗浄等

第２洗浄塔

：商業機密上の観点から公開できません。

1 2 3 4 1 2 3

バンク１ バンク２

段数

水相出口

有機相入口

有機相出口

水相入口

（セトラ部）

（ミキサ部）
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（３）セトラ部の界面位置

分離設備のパルスカラムはすべて有機相連続であり、界面は上部・下部セ

トラ部を含む全長 m のパルスカラムの下部セトラ部に位置しているため、

ミキサ・セトラへのモデル化にあたっての界面位置は に設定した。

２．２．２ ミキサ・セトラのモデル化

ミキサ・セトラの計算モデルは設計段数及び設計体積を入力条件とした。

補助抽出器の段数及び体積を表２に示す。セトラ部の界面位置は設計値 4)の

とおり とした。

表２補助抽出器の段数及び体積（設計図書 4)を基に作成）

ミキサ・セトラ 段数 ミキサ部体積（Ｌ） セトラ部体積（Ｌ）

補助抽出器

２．２．３ 標準フロー図及び解析モデル図

分離設備の Revised MIXSET による解析に用いた標準フロー図 1)及び解析

モデル図を以下の図４～９に示す。図４～図６が通常処理量 4.0 tU/d 運転時、

図７～図９が最大処理量 4.8 tU/d 運転時の標準フロー図及び解析モデル図で

ある。

図４ 抽出塔及び第１洗浄塔の標準フローと解析モデル図

（4.0 tU/d 処理運転時） 
：商業機密上の観点から公開できません。
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図５ 第２洗浄塔の標準フローと解析モデル図

（4.0 tU/d 処理運転時） 

図６ 補助抽出器の標準フローと解析モデル図

（4.0 tU/d 処理運転時） 

図７ 抽出塔及び第１洗浄塔の標準フローと解析モデル図

（4.8 tU/d 処理運転時） 
：商業機密上の観点から公開できません。



補 3－13－添 2－共 17－8 

図８ 第２洗浄塔の標準フローと解析モデル図

（4.8 tU/d 処理運転時） 

図９ 補助抽出器の標準フローと解析モデル図

（4.8 tU/d 処理運転時） 
：商業機密上の観点から公開できません。

２．２．４ その他入力値

有機溶媒は、分離設備に用いる 30vol%TBP に設定した。平衡定数、分配

係数、反応速度については、Revised MIXSET に組み込まれているものを使

用した。また、溶液の温度は 25℃に設定した。 

３．解析結果

３．１ 分離設備の抽出塔での有機溶媒の流量低下

図 10 及び図 11 に抽出塔へ供給する有機溶媒の流量が低下した場合の抽出

廃液中のプルトニウム濃度の経時変化を示す。図 10 が通常処理量の 4.0tU/d、
図 11 が最大処理量の 4.8tU/d の場合である。 

図 10 及び図 11 より、4.0tU/d、4.8tU/d いずれの場合でも、有機溶媒の流

量が－30％のケースでプルトニウム濃度が最大値 約 gPu/L を示すが、抽出

廃液受槽の未臨界濃度 6.3gPu/L を超えない。 
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３．２ 分離設備の抽出塔での溶解液の流量増加

図 12 及び図 13 に抽出塔へ供給する溶解液の流量が増加した場合の抽出廃

液中のプルトニウム濃度の経時変化を示す。図 12 が通常処理量の 4.0tU/d、
図 13 が最大処理量の 4.8tU/d の場合である。 

図 12 及び図 13 より、4.0tU/d、4.8tU/d いずれの場合でも、溶解液の流量

が＋30％～+40％のケースでプルトニウム濃度が最大値 約 gPu/L を示すが、

抽出廃液受槽の未臨界濃度 6.3gPu/L を超えない。 

３．３ 分離設備の第１洗浄塔での洗浄用液の酸濃度低下

図 14 及び図 15 に第１洗浄塔へ供給する洗浄用液の酸濃度が低下した場合

の抽出廃液中のプルトニウム濃度の経時変化を示す。図 14 が通常処理量の

4.0tU/d、図 15 が最大処理量の 4.8tU/d の場合である。 
図 14 及び図 15 より、4.0tU/d、4.8tU/d いずれの場合でも、酸濃度が 0mol/L

のケースでプルトニウム濃度が最大値 約 gPu/L を示すが、抽出廃液受槽

の未臨界濃度 6.3gPu/L を超えない。 

３．４ 分離設備の第２洗浄塔での洗浄用液の酸濃度低下

図 16 及び図 17 に第２洗浄塔へ供給する洗浄用液の酸濃度が低下した場合

（10mol/L 硝酸が 0mol/L に低下）の抽出廃液中のプルトニウム濃度の経時変

化を示す。図 16 が通常処理量の 4.0tU/d、図 17 が最大処理量の 4.8tU/d の

場合である。

図 14 及び図 15 より、4.0tU/d、4.8tU/d いずれの場合でも、プルトニウム

濃度が最大値 約 gPu/L を示すが、抽出廃液受槽の未臨界濃度

6.3gPu/L を超えない。 
図 18～図 19 に第２洗浄塔へ供給する洗浄用液の酸濃度が低下した場合

（10mol/L 硝酸が 0mol/L に低下）の第２洗浄塔から補助抽出器へ移送する洗

浄廃液中のプルトニウム濃度の経時変化を示す。また、図 20～図 23に第２

洗浄塔へ供給する洗浄用液の酸濃度が低下した場合（10mol/L 硝酸が 0mol/L
に低下）の補助抽出器内のプルトニウム濃度プロフィルの変化を示す。図 20
及び図 21が通常処理量の 4.0tU/d、図 22 及び図 23が最大処理量の 4.8tU/d
の場合である。

4.0tU/d、4.8tU/d いずれの場合でも、第２洗浄塔から補助抽出器へ移送す

る洗浄廃液中のプルトニウム濃度が最大値 約 g/L を示すが、補助抽出器

及びＴＢＰ洗浄器の未臨界濃度 13gPu/L並びに補助抽出廃液受槽の未臨界濃

度 6.3gPu/L を超えない。また、補助抽出器内の有機相中のプルトニウム濃度

についても最大値 約 gPu/L を示すが、補助抽出器及びＴＢＰ洗浄器の未

臨界濃度 13gPu/L 並びに補助抽出廃液受槽の未臨界濃度 6.3gPu/L を超えな

い。

については商業機密の観点から公開できません。
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図 10 抽出廃液中の Pu 濃度変化 図 11 抽出廃液中の Pu 濃度変化 
（分離設備の抽出塔での有機溶媒の流量低下） （分離設備の抽出塔での有機溶媒の流量低下）

（4.0tU/d 処理時） （4.8tU/d 処理時） 
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図 12 抽出廃液中の Pu 濃度変化 図 13 抽出廃液中の Pu 濃度変化 
（分離設備の抽出塔での溶解液の流量増加） （分離設備の抽出塔での溶解液の流量増加）

（4.0tU/d 処理時） （4.8tU/d 処理時） 
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については商業機密の観点から公開できません。
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図 14 抽出廃液中の Pu 濃度変化 図 15 抽出廃液中の Pu 濃度変化 
（分離設備の第１洗浄塔での洗浄用液の酸濃度低下） （分離設備の第１洗浄塔での洗浄用液の酸濃度低下）

（4.0tU/d 処理時） （4.8tU/d 処理時） 
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については商業機密の観点から公開できません。
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図 16 抽出廃液中の Pu 濃度変化 図 17 抽出廃液中の Pu 濃度変化 
（分離設備の第２洗浄塔での洗浄用液の酸濃度低下） （分離設備の第２洗浄塔での洗浄用液の酸濃度低下）

[10mol/L 硝酸が 0mol/L に低下] [10mol/L 硝酸が 0mol/L に低下] 
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については商業機密の観点から公開できません。
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図 18 第２洗浄塔からの洗浄廃液中の Pu 濃度変化 図 19 第２洗浄塔からの洗浄廃液中の Pu 濃度変化 
（分離設備の第２洗浄塔での洗浄用液の酸濃度低下） （分離設備の第２洗浄塔での洗浄用液の酸濃度低下）

[10mol/L 硝酸が 0mol/L に低下] [10mol/L 硝酸が 0mol/L に低下] 
（4.0tU/d 処理時） （4.8tU/d 処理時） 
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図 20 補助抽出器内の有機相 Pu 濃度のプロフィル変化 図 21 補助抽出器内の水相 Pu 濃度のプロフィル変化 
（分離設備の第２洗浄塔での洗浄用液の酸濃度低下） （分離設備の第２洗浄塔での洗浄用液の酸濃度低下）

[10mol/L 硝酸が 0mol/L に低下] [10mol/L 硝酸が 0mol/L に低下] 
（4.0tU/d 処理時） （4.0tU/d 処理時）
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図 22 補助抽出器内の有機相 Pu 濃度のプロフィル変化 図 23 補助抽出器内の水相 Pu 濃度のプロフィル変化 
（分離設備の第２洗浄塔での洗浄用液の酸濃度低下） （分離設備の第２洗浄塔での洗浄用液の酸濃度低下）

[10mol/L 硝酸が 0mol/L に低下] [10mol/L 硝酸が 0mol/L に低下] 
（4.8tU/d 処理時） （4.8tU/d 処理時） 
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UO3粉末を取り扱う機器の実効増倍率の評価 
共通資料⑱

補 3－13－添 2－共⑱－1 

1.評価概要

ウラン脱硝設備の単一ユニット及び複数ユニットの未臨界評価を行う。

2.計算条件

臨界安全解析に当たっては、以下の事項を考慮する。

（1）核燃料物質の組成：UO3

（2）ウランの同位体組成（235U：1.6wt%、238U：98.4wt%）

（3）最適減速条件 非均質系：減速比=
(サーベイ計算結果) 均質系：H/U= （脱硝塔上部は 以下）

（4）核分裂生成物及びアクチニド（ウランは除く）は考慮しない。

3.計算モデル

（1）核燃料物質の形状：円柱形状

（2）反射条件：水 300mm

4.計算コード：JACS コードシステム

5.モデル図

・ウラン脱硝設備の単一ユニットの計算モデル

機器名 化学形態 φ（単位：ｍｍ） 

脱硝塔の下部、規格外製品受槽、 

規格外製品容器、UO3溶解槽

UO3－水非均質

シード供給槽、溶解用 UO3供給

槽、シール槽、UO3受槽

UO3－水均質

脱硝塔の上部 

UO3－水均質

（H/U≦ ）

300 300 φ

については商業機密の観点から公開できません。
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・UO３溶解槽の複数ユニットの計算モデル

・シール槽、UO3受槽及び規格外製品受槽の複数ユニットの計算モデル

300 

300 

300 

300 

300 300 

300 

300 

300 330 

(UO3－水均質) (UO3－水非均質) 

300 

300 

については商業機密の観点から公開できません。
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6.計算結果

いずれのモデルにおいても、平均実効増倍率に 3σ を加えた値が 0.95 以下で

あるため、UO3粉末を取り扱う機器は、臨界安全である。 



脱硝塔からの漏えい時の実効増倍率の評価

共通資料⑲

補 3－13－添 2－共⑲－1 

1.評価概要

ウラン脱硝設備の脱硝塔が損傷し、内部のウラン粉末が床に堆積する場合を

想定し、未臨界評価を行う。評価においては、溢水も考慮する。

2.計算条件

臨界安全解析に当たっては、以下の事項を考慮する。

（1）核燃料物質の組成：UO3

（2）ウランの同位体組成（235U：1. 6wt%、238U：98 . 4wt%）

（3）密度： g/cm3

（4）最適減速条件 非均質系：減速比=
(サーベイ計算結果)  均質系：H/U=  

（5）核分裂生成物及びアクチニド（ウランを除く）は考慮しない。

3.計算モデル

（1）核燃料物質の形状：円錐形状（安息角 °）

（3）質量（通常時の内包量を考慮）

均質系： kgU（粉末状）

非均質系： kgU（塊状：運転実績） 
（4）溢水高さ： cm

4.計算コード：JACS コードシステム

5.モデル図

6.計算結果

平均実効増倍率に 3σ を加えた値が 0.95 以下であるため、脱硝塔からウラン

粉末が漏えいした場合でも、臨界安全である。

燃料領域(均質 UO3) 燃料領域(非均質 UO3) 

については商業機密の観点から公開できません。



MOX 粉末の取扱時における落下・転倒時の想定事象における 
混合酸化物貯蔵容器の健全性試験

共通資料⑳ 

補 3－13－添 2－共⑳－1 

混合酸化物貯蔵容器内には、MOX 粉末の重量を模擬した模擬内容物（鉄粉）

を充てんし、落下試験を行った。

 落下試験では、混合酸化物貯蔵容器をクレーンにて所定の高さにつり上げ、

落下姿勢を調整し、落下させた。具体的には、以下の①～③の落下試験である。

① 4ｍ垂直落下

② 4ｍ水平落下

③ 4ｍコーナー落下

図 1 に概要図及び試験結果を示す。

いずれの試験の場合においても塑性変形は認められたが、混合酸化物貯蔵容

器の MOX 粉末の取り扱い量は未臨界質量以下であるため臨界安全である。 
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図 1：混合酸化物貯蔵容器に関する落下試験と試験結果
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補足説明資料３－１７





重大事故選定表の記載方針 

(1) 安全機能の喪失又はその組合せの発生の判定

重大事故毎に、至る可能性がある主な機能喪失又はその組合せを参照し、

それぞれのフォールトツリーから、どの「設計上定める条件より厳しい条

件」で機能喪失に至るかを判定し、組合せの場合はそれらが同時に発生する

かを判定する。 

例として、水素爆発（機器内）は、掃気機能が喪失することで発生する可

能性がある。よって、掃気機能を担う安重施設である安全圧縮空気系の系統

図において整理した掃気対象機器と、安全圧縮空気系のフォールトツリーを

参照する。 

 掃気対象機器は、水素爆発（機器内）が発生する可能性がある機器である

ので、機器毎に安全圧縮空気系の可能性を判定する。つまり、整理表上は、

機器が縦軸となる。 

フォールトツリーを参照した結果、安全圧縮空気系の機能喪失は、「動的

機器の多重故障」「長時間の全交流動力電源の喪失」「地震による機能喪

失」及び「火山の影響による機能喪失」で発生する。整理表上では、それぞ

れの設計上定める条件より厳しい条件の列に、機能喪失を示す「○」を記載

する。水素爆発（機器内）は、掃気機能が単独で喪失して発生する可能性が

あることから、各機器においても、これらの設計上定める条件より厳しい条

件で水素爆発（機器内）の発生の可能性ある。一方、安全圧縮空気系の機能

喪失は「配管からの漏えい」では発生しないことから、整理表上は「－」を

記載し、水素爆発（機器内）は発生の可能性がないと整理できる。 

機能喪失の組合せで発生する可能性がある事故の例として、蒸発乾固（機

器外）は、「放射性物質の保持機能」と「ソースターム制限機能（回収



系）」が同時に機能喪失した場合に発生の可能性がある。 

 蒸発乾固（機器外）の対象となる機器は、安全冷却水系により崩壊熱除

去を行っている機器であるので、機器毎に「放射性物質の保持機能」と「ソ

ースターム制限機能（回収系）」の機能喪失の可能性を判定する。つまり、

整理表上は、機器が縦軸となる。 

対象となる機器の系統図と、対象となる機器の「放射性物質の保持機能」

及び「ソースターム制限機能（回収系）」のフォールトツリーを参照する。 

 蒸発乾固（機器外）の対象となる機器は、安全冷却水系により崩壊熱除去

を行っている機器であるので、機器毎に「放射性物質の保持機能」と「ソー

スターム制限機能（回収系）」の機能喪失の可能性を判定する。

「放射性物質の保持機能」のフォールトツリーを参照した結果、「放射性

物質の保持機能」の喪失は、「配管からの漏えい」で発生する。整理表上で

は、それぞれの設計上定める条件より厳しい条件の放射性物質の保持機能の

列に、機能喪失を示す「○」を記載する。「動的機器の多重故障」「長時間

の全交流動力電源の喪失」「地震による機能喪失」及び「火山の影響による

機能喪失」では機能喪失に至らないことから、「－」を記載する。 

また、「ソースターム制限機能（回収系）」のフォールトツリーを参照し

た結果、「ソースターム制限機能（回収系）」は「動的機器の多重故障」

「長時間の全交流動力電源の喪失」「地震による機能喪失」及び「火山の影

響による機能喪失」で発生する。整理表上では、それぞれの設計上定める条

件より厳しい条件のソースターム制限機能の列に、機能喪失を示す「○」を

記載する。「配管からの漏えい」では機能喪失に至らないことから、「－」

を記載する。 

設計上定める条件より厳しい条件毎に、「放射性物質の保持機能」及び

「ソースターム制限機能（回収系）」が同時に機能喪失するか、つまり、



「放射性物質の保持機能」及び「ソースターム制限機能（回収系）」の列に

「○」が記載されているかを判定する。 

両方に「○」が記載されている場合は、「左記の同時機能喪失」に○を記載し、

設計上定める条件より厳しい条件で蒸発乾固（機器外）の発生の可能性ある。両方

に「○」が記載されない場合は、「左記の同時機能喪失」に「－」を記載し、蒸発

乾固（機器外）は発生の可能性がないと整理できる。 

(2) 重大事故発生の判定

(1)において、安全機能が喪失する、又は安全機能が組合せで同時に喪失する場合

であっても、評価によって事故に至らないことを確認できれば、重大事故に至らな

いと判定できる。この場合、選定表においては、その根拠（評価結果）を示した上

で、設計基準の対応の範囲で対処が可能であるため設計基準として整理する。 

また、事故が発生するとしても、事故の収束手段、事象進展の早さ、公衆

への影響をそれぞれ評価し、重大事故として選定するかの判断をする。 

以上の整理の結果、重大事故の事象として選定されないものについては、選定表

に以下のとおり記載する。 

△ ：安全機能の喪失時の評価により事故に至らない事象

×１：設計基準の設備で事象の収束が可能であるため設計基準として整理

する事象 

×２：安全機能の喪失により事象が進展するまでの間に喪失した安全機能

の復旧が可能であるため設計基準として整理する事象 

×３：機能喪失時の公衆への影響が平常時と同程度であるため、設計基準

として整理する事象 



 １．１　「核的制限値の維持機能」の喪失による臨界事故（機器内）の事象選定結果

建屋 核的制限値の維持機能を有する機器 ※１  多重故障 ※２　配管漏えい ※３  長時間TBO
※４  地震による

機能喪失
※５　火山の影響
による機能喪失

△ Ｘ１ ×２ ×３
重大事故の
事象選定

F 燃焼度計測前燃料仮置きラック ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
F 燃焼度計測後燃料仮置きラック ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
F 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
F 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
F 高残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
F 高残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
F BWR燃料用バスケット ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
F PWR燃料用バスケット ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

F
隣接する低残留濃縮度BWR燃料貯蔵
ラックと低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラッ

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

F
上記以外の異なる種類のラック及びバス
ケット

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AA 溶解槽 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AB 抽出塔 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AB 第１洗浄塔 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AB 第２洗浄塔 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AB 補助抽出器 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AB TBP洗浄器 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AB TBP洗浄塔 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AB プルトニウム分配塔 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AB ウラン洗浄塔 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AB プルトニウム溶液TBP洗浄器 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AB プルトニウム洗浄器 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AB プルトニウム溶液受槽 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AB プルトニウム溶液中間貯槽 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AB 第１一時貯留処理槽 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AB 第２一時貯留処理槽 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AB 第５一時貯留処理槽 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AB 第７一時貯留処理槽 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AB 第８一時貯留処理槽 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AC プルトニウム溶液供給槽 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AC 第１酸化塔 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AC 第１脱ガス塔 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AC 抽出塔 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
AC 核分裂生成物洗浄塔 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
AC TBP洗浄塔 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AC 逆抽出塔 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
AC ウラン洗浄塔 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
AC 補助油水分離槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
AC TBP洗浄器 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
AC プルトニウム洗浄器 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AC 第２酸化塔 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
AC 第２脱ガス塔 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
AC 抽出廃液受槽 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AC 抽出廃液中間貯槽 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AC プルトニウム濃縮缶 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
AC プルトニウム溶液受槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
AC 油水分離槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
AC プルトニウム濃縮缶供給槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
AC 凝縮液受槽 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AC プルトニウム濃縮液受槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
AC プルトニウム濃縮液計量槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
AC プルトニウム濃縮液中間貯槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
AC プルトニウム濃縮液一時貯槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
AC リサイクル槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
AC 希釈槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
AC プルトニウム溶液一時貯槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
AC 第１一時貯留処理槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
AC 第２一時貯留処理槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
AC 第３一時貯留処理槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
AC 第４一時貯留処理槽 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
BA 脱硝塔 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
BA シール槽 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
BA UO3受槽 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
BA 規格外製品受槽 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
BA 規格外製品容器 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
BA UO3溶解槽 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
CA 硝酸プルトニウム貯槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
CA 混合槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
CA 一時貯槽 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
CA 定量ポット ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
CA 中間ポット ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
CA 凝縮廃液受槽 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
CA 脱硝装置 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
CA 凝縮廃液ろ過器 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
CA 焙焼炉 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
CA 還元炉 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
CA 固気分離器 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
CA 粉末ホッパ ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
CA 粉砕機 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
CA 保管容器 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
CA 保管ピット ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
CA 混合機 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
CA 粉末充填機 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
BB 貯蔵バスケット ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
BB ウラン酸化物貯蔵容器 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
CA 混合酸化物貯蔵容器 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
CA 貯蔵ホール ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
AH 分析済溶液受槽 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AH 分析済溶液供給槽 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AH 濃縮液受槽 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AH 濃縮液供給槽 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AH 抽出液受槽 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AH 抽出残液受槽 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AH 分析残液受槽 ― ― ― ○ ― △ ― ― ― ―

△： 評価により事故に至らない
×１： 設計基準対処
×２： 時間余裕1年超
×３： 影響が平常時程度



 １．２　「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（非安重）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」の同時喪失による臨界事故（機器内）の事象選定結果

火災、爆
発、臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能

（非安重）

熱的、化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災、爆
発、臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能

（非安重）

熱的、化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災、爆
発、臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能

（非安重）

熱的、化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災、爆
発、臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能

（非安重）

熱的、化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災、爆
発、臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能

（非安重）

熱的、化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

AA
燃料せん断長位置異常によるせん
断停止回路

溶解槽 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

AA
エンド ピースせん断位置異常による
せん断停止回路

エンド ピース酸洗浄槽 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

AA
溶解槽溶解液密度高によるせん断
停止回路

溶解槽 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

AA
第１よう素追出し槽及び第２よう素追
出し槽の溶解液密度高による警報

第１よう素追出し槽
第2よう素追出し槽

(○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

AA
エンド ピース酸洗浄槽洗浄液密度
高によるせん断停止回路

エンド ピース酸洗浄槽 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

AB
プルトニウム洗浄器アルファ線検出
器の計数率高による警報

プルトニウム洗浄器 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

AC
プルトニウム洗浄器アルファ線検出
器の計数率高による警報

プルトニウム洗浄器 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

CA
粉末缶ＭＯＸ粉末重量確認による粉
末缶払出装置の起動回路

粉末缶 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

AC?
プルトニウム洗浄器中性子検出器の
計数率高による工程停止回路

プルトニウム洗浄器 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

CA
焙焼炉ヒータ部温度高による加熱停
止回路

焙焼炉 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

CA
還元炉ヒータ部温度高による加熱停
止回路

還元炉 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

AA
せん断刃位置異常によるせん断停
止回路

溶解槽 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

AA
溶解槽溶解液温度低によるせん断
停止回路

溶解槽 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

AA
硝酸供給槽硝酸密度低によるせん
断停止回路

溶解槽 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

AA
溶解槽供給硝酸流量低によるせん
断停止回路

溶解槽 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

AA
可溶性中性子吸収材緊急供給槽液
位低によるせん断停止回路

溶解槽 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

AA
エンド ピース酸洗浄槽洗浄液温度
低によるせん断停止回路

エンド ピース酸洗浄槽 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

AA
エンド ピース酸洗浄槽供給硝酸密
度低によるせん断停止回路

エンド ピース酸洗浄槽 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

AA
エンド ピース酸洗浄槽供給硝酸流
量低によるせん断停止回路

エンド ピース酸洗浄槽 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

BA
脱硝塔内部の温度低による硝酸ウラ
ニル濃縮液の供給停止回路

脱硝塔 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

BA
ウラン酸化物貯蔵容器充てん定位
置の検知によるＵＯ３ 粉末の充てん
起動回路

グローブボックス (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

CA
脱硝装置の温度計による脱硝皿取
扱装置の起動回路及び照度計によ
るシャッタの起動回路

脱走装置以降の機器 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

CA
空気輸送終了検知及び脱硝皿の重
量確認による脱硝皿取扱装置の起
動回路

脱硝皿 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

CA
保管容器充てん定位置の検知によ
るＭＯＸ粉末の充てん起動回路

グローブボックス (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

CA
粉末缶充てん定位置の検知による
ＭＯＸ粉末の充てん起動回路

グローブボックス (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

△： 評価により事故に至らない
×１： 設計基準対処
×２： 時間余裕1年超
×３： 影響が平常時程度

建屋
熱的、化学的又は核的制限値等の
維持機能で臨界事故を防止してい

る機器

※2  配管漏えい ※３  長時間TBO

重大事故
の

事象選定

熱的、化学的又は核的制限値等の
維持機能

※1　多重故障 ※4  地震による機能喪失
※5　火山の影響による機能喪

失

△ Ｘ１ ×２ ×３



 １．３　「ソースターム制限機能（溶解槽における臨界発生時）」の喪失による臨界事故（機器内）の事象選定結果

建屋 ソースターム制限機能 ※１  多重故障 ※２　配管漏えい ※３  長時間TBO
※４  地震による

機能喪失
※５　火山の影響
による機能喪失

△ Ｘ１ ×２ ×３
重大事故の
事象選定

AA 可溶性中性子吸収材緊急供給系 ○ ― ○ ○ ○ ― ×１ ― ― ―

△： 評価により事故に至らない
×１： 設計基準対処
×２： 時間余裕1年超
×３： 影響が平常時程度



 ２．１　「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能」の喪失による臨界事故（機器外）の事象選定結果

建屋
火災、爆発、臨界等に係るプロセス

量等の維持機能を有する機器
※１  多重故障 ※２　配管漏えい ※３  長時間TBO

※４  地震による
機能喪失

※５　火山の影響
による機能喪失

△ Ｘ１ ×２ ×３
重大事故の
事象選定

F 燃焼度計測装置 ○ ― ○ ○ ○ ― ×１ ― ― ―

△： 評価により事故に至らない
×１： 設計基準対処
×２： 時間余裕1年超
×３： 影響が平常時程度



 ２．２　「落下・転倒防止機能」の喪失による臨界事故（機器外）の事象選定結果

建屋 落下･転倒防止機能を有する機器 ※１  多重故障 ※２　配管漏えい ※３  長時間TBO
※４  地震による

機能喪失
※５　火山の影響
による機能喪失

△ Ｘ１ ×２ ×３
重大事故の
事象選定

F
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井
クレーン

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

F バスケット仮置き架台 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

△： 評価により事故に至らない
×１： 設計基準対処
×２： 時間余裕1年超
×３： 影響が平常時程度



 ２．３　「放射性物質の保持機能」及び「核的制限値の維持機能」の同時喪失による臨界事故（機器外）の事象選定結果

放射性物
質の保持

機能

核的制限
値の維持

機能

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

核的制限
値の維持

機能

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

核的制限
値の維持

機能

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

核的制限
値の維持

機能

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

核的制限
値の維持

機能

左記の同
時機能喪

失

AA 溶解槽 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AB 抽出塔 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AB 第１洗浄塔 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AB 第２洗浄塔 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AB 補助抽出器 ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ― △ ― ― ― ―

AB TBP洗浄器 ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ― △ ― ― ― ―

AB TBP洗浄塔 ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ― △ ― ― ― ―

AB プルトニウム分配塔 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AB ウラン洗浄塔 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AB プルトニウム溶液TBP洗浄器 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AB プルトニウム洗浄器 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AB プルトニウム溶液受槽 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AB プルトニウム溶液中間貯槽 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AB 第１一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AB 第２一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AB 第５一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AB 第７一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AB 第８一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC プルトニウム溶液供給槽 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC 第１酸化塔 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC 第１脱ガス塔 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC 抽出塔 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC 核分裂生成物洗浄塔 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC TBP洗浄塔 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC 逆抽出塔 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC ウラン洗浄塔 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC 補助油水分離槽 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC TBP洗浄器 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC プルトニウム洗浄器 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC 第２酸化塔 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

CA 第２脱ガス塔 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC 抽出廃液受槽 ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ― △ ― ― ― ―

AC 抽出廃液中間貯槽 ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ― △ ― ― ― ―

AC プルトニウム濃縮缶 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC プルトニウム溶液受槽 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC 油水分離槽 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC プルトニウム濃縮缶供給槽 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC 凝縮液受槽 ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ― △ ― ― ― ―

AC プルトニウム濃縮液受槽 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC プルトニウム濃縮液計量槽 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC プルトニウム濃縮液中間貯槽 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC プルトニウム濃縮液一時貯槽 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC リサイクル槽 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC 希釈槽 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC プルトニウム溶液一時貯槽 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC 第１一時貯留処理槽 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC 第２一時貯留処理槽 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC 第３一時貯留処理槽 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AC 第４一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

BA 脱硝塔 ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ― △ ― ― ― ―

BA シール槽 ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ― △ ― ― ― ―

BA UO3受槽 ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ― △ ― ― ― ―

BA 規格外製品受槽 ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ― △ ― ― ― ―

BA 規格外製品容器 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

BA UO3溶解槽 ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ― △ ― ― ― ―

CA 硝酸プルトニウム貯槽 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

CA 混合槽 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

CA 一時貯槽 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

CA 定量ポット ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

CA 中間ポット ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

CA 凝縮廃液受槽 ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ― △ ― ― ― ―

CA 脱硝装置 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

CA 凝縮廃液ろ過器 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

CA 焙焼炉 ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ― △ ― ― ― ―

CA 還元炉 ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ― △ ― ― ― ―

CA 固気分離器 ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ― △ ― ― ― ―

CA 粉末ホッパ ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ― △ ― ― ― ―

CA 粉砕機 ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ― △ ― ― ― ―

CA 保管容器 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

CA 混合機 ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ― △ ― ― ― ―

CA 粉末充填機 ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ― △ ― ― ― ―

BB 貯蔵バスケット ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

BB ウラン酸化物貯蔵容器 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

CA 混合酸化物貯蔵容器 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

AH 分析済溶液受槽 ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ― △ ― ― ― ―

AH 分析済溶液供給槽 ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ― △ ― ― ― ―

AH 濃縮液受槽 ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ― △ ― ― ― ―

AH 濃縮液供給槽 ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ― △ ― ― ― ―

AH 抽出液受槽 ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ― △ ― ― ― ―

AH 抽出残液受槽 ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ― △ ― ― ― ―

AH 分析残液受槽 ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ― ― △ ― ― ― ―

△： 評価により事故に至らない
×１： 設計基準対処
×２： 時間余裕1年超
×３： 影響が平常時程度

×２ ×３
重大事故

の
事象選定

核的制限値の維持機能を有する機
器　又は

熱的、化学的又は核的制限値等の
維持機能で臨界事故を防止してい

る機器

※1　多重故障 ※4  地震による機能喪失
※5　火山の影響による機能喪

失

建屋

※2  配管漏えい ※3  長時間TBO

△ Ｘ１



 ３．１　「崩壊熱除去機能」の喪失による蒸発乾固（機器内）の事象選定結果

建屋 崩壊熱除去の対象機器 ※１  多重故障 ※２　配管漏えい ※３  長時間TBO
※４  地震による

機能喪失
※５　火山の影響
による機能喪失

△ Ｘ１ ×２ ×３
重大事故の
事象選定

AA 中継槽A ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AA 中継槽B ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AA リサイクル槽A ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AA リサイクル槽B ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AA 不溶解残渣回収槽A ○ ― ○ ○ ○ ― ― ×２ ―
AA 不溶解残渣回収槽B ○ ― ○ ○ ○ ― ― ×２ ―
AA 計量前中間貯槽A ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AA 計量前中間貯槽B ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AA 計量・調整槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AA 計量後中間貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AA 計量補助槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AA 中間ポットA ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AA 中間ポットB ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AB 第１一時貯留処理槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AB 第３一時貯留処理槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AB 第４一時貯留処理槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AB 第６一時貯留処理槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AB 第７一時貯留処理槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AB 第８一時貯留処理槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AB 高レベル廃液供給槽Ａ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AB 高レベル廃液濃縮缶Ａ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AB 溶解液中間貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AB 溶解液供給槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AB 抽出廃液受槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AB 抽出廃液中間貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AB 抽出廃液供給槽A ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AB 抽出廃液供給槽B ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC プルトニウム溶液受槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC 油水分離槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC プルトニウム濃縮缶供給槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC プルトニウム溶液一時貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC プルトニウム濃縮液受槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC プルトニウム濃縮液一時貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC プルトニウム濃縮液計量槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC リサイクル槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC 希釈槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC プルトニウム濃縮液中間貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC 第１一時貯留処理槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC 第２一時貯留処理槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC 第３一時貯留処理槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
CA 硝酸プルトニウム貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
CA 混合槽Ａ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
CA 混合槽Ｂ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
CA 一時貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
KA 第１高レベル濃縮廃液貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
KA 第２高レベル濃縮廃液貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
KA 第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
KA 第２高レベル濃縮廃液一時貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
KA 高レベル廃液混合槽Ａ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
KA 高レベル廃液混合槽Ｂ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
KA 供給液槽Ａ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
KA 供給液槽Ｂ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
KA 供給槽Ａ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
KA 供給槽Ｂ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
KA 第１不溶解残渣廃液一時貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ×２ ―
KA 第２不溶解残渣廃液一時貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ×２ ―
KA 第１不溶解残渣廃液貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ×２ ―
KA 第２不溶解残渣廃液貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ×２ ―

KA 高レベル廃液共用貯槽（高レベル
濃縮廃液貯蔵時）

○
―

○ ○ ○
― ― ― ― ○

計 53

△： 評価により事故に至らない
×１： 設計基準対処
×２： 時間余裕1年超
×３： 影響が平常時程度



 ４．１　「放射性物質の保持機能」及び「ソースターム制限機能（回収系）」の同時喪失による蒸発乾固（機器外）の事象選定結果

放射性物
質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

左記の同
時機能喪

失

AA 中継槽A ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AA 中継槽B ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AA リサイクル槽A ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AA リサイクル槽B ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AA 不溶解残渣回収槽A ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AA 不溶解残渣回収槽B ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AA 計量前中間貯槽A ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AA 計量前中間貯槽B ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AA 計量・調整槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AA 計量後中間貯槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AA 計量補助槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AA 中間ポットA ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AA 中間ポットB ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AB 第１一時貯留処理槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AB 第３一時貯留処理槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AB 第４一時貯留処理槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AB 第６一時貯留処理槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AB 第７一時貯留処理槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AB 第８一時貯留処理槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AB 高レベル廃液供給槽Ａ ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AB 高レベル廃液濃縮缶Ａ ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AB 溶解液中間貯槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AB 溶解液供給槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AB 抽出廃液受槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AB 抽出廃液中間貯槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AB 抽出廃液供給槽A ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AB 抽出廃液供給槽B ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AC プルトニウム溶液受槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AC 油水分離槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AC プルトニウム濃縮缶供給槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AC プルトニウム溶液一時貯槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AC プルトニウム濃縮液受槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AC プルトニウム濃縮液一時貯槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AC プルトニウム濃縮液計量槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AC リサイクル槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AC 希釈槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AC プルトニウム濃縮液中間貯槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AC 第１一時貯留処理槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AC 第２一時貯留処理槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AC 第３一時貯留処理槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
CA 硝酸プルトニウム貯槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
CA 混合槽Ａ ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
CA 混合槽Ｂ ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
CA 一時貯槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
KA 第１高レベル濃縮廃液貯槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
KA 第２高レベル濃縮廃液貯槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
KA 第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
KA 第２高レベル濃縮廃液一時貯槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
KA 高レベル廃液混合槽Ａ ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
KA 高レベル廃液混合槽Ｂ ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
KA 供給液槽Ａ ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
KA 供給液槽Ｂ ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
KA 供給槽Ａ ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
KA 供給槽Ｂ ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
KA 第１不溶解残渣廃液一時貯槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
KA 第２不溶解残渣廃液一時貯槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
KA 第１不溶解残渣廃液貯槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
KA 第２不溶解残渣廃液貯槽 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

KA
高レベル廃液共用貯槽（高レベル
濃縮廃液貯蔵時）

―
○

―
○

― ― ―
○

― ―
○

― ―
○

― ― ― ― ― ―

△： 評価により事故に至らない
×１： 設計基準対処
×２： 時間余裕1年超
×３： 影響が平常時程度

重大事故
の

事象選定
建屋 崩壊熱除去の対象機器 △ Ｘ１ ×２ ×３

※1　多重故障 ※4  地震による機能喪失
※5　火山の影響による機能喪

失
※2  配管漏えい ※3  長時間TBO



 ５．１　「掃気機能」の喪失による水素爆発（機器内）の事象選定結果

建屋 水素掃気の対象機器 ※１  多重故障 ※２　配管漏えい ※３  長時間TBO
※４  地震による

機能喪失
※５　火山の影響
による機能喪失

△ Ｘ１ ×２ ×３
重大事故の
事象選定

AA ハル洗浄槽A ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AA ハル洗浄槽B ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AA 水バッファ槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AA 中継槽A ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AA 中継槽B ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AA リサイクル槽A ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AA リサイクル槽B ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AA 不溶解残渣回収槽A ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AA 不溶解残渣回収槽B ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AA 計量前中間貯槽A ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AA 計量前中間貯槽B ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AA 計量・調整槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AA 計量後中間貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AA 計量補助槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AA 中間ポットA ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AA 中間ポットB ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AB 抽出塔 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AB 第１洗浄塔 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AB 第２洗浄塔 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AB ＴＢＰ洗浄塔 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AB プルトニウム分配塔 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AB ウラン洗浄塔 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AB プルトニウム洗浄器 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AB プルトニウム溶液受槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AB プルトニウム溶液中間貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AB 第１一時貯留処理槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AB 第２一時貯留処理槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AB 第３一時貯留処理槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AB 第４一時貯留処理槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AB 第５一時貯留処理槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AB 第６一時貯留処理槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AB 第７一時貯留処理槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AB 第８一時貯留処理槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AB 第９一時貯留処理槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AB 第10一時貯留処理槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AB 第１洗浄器 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AB 高レベル廃液供給槽Ａ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AB 高レベル廃液濃縮缶Ａ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AB 溶解液中間貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AB 溶解液供給槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AB 抽出廃液受槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AB 抽出廃液中間貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AB 抽出廃液供給槽A ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AB 抽出廃液供給槽B ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC プルトニウム溶液供給槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC 抽出塔 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AC 核分裂生成物洗浄塔 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AC 逆抽出塔 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AC ウラン洗浄塔 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AC 補助油水分離槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AC ＴＢＰ洗浄器 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AC プルトニウム溶液受槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC 油水分離槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC プルトニウム濃縮缶供給槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC プルトニウム溶液一時貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC プルトニウム濃縮缶 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC プルトニウム濃縮液受槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC プルトニウム濃縮液一時貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC プルトニウム濃縮液計量槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC リサイクル槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC 希釈槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC プルトニウム濃縮液中間貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC 第１一時貯留処理槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AC 第２一時貯留処理槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC 第３一時貯留処理槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
AC 第４一時貯留処理槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ×３
AC 第７一時貯留処理槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
CA 硝酸プルトニウム貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
CA 混合槽Ａ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
CA 混合槽Ｂ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
CA 一時貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
KA 第１高レベル濃縮廃液貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
KA 第２高レベル濃縮廃液貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
KA 第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
KA 第２高レベル濃縮廃液一時貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
KA 高レベル廃液混合槽Ａ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
KA 高レベル廃液混合槽Ｂ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
KA 供給液槽Ａ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
KA 供給液槽Ｂ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
KA 供給槽Ａ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
KA 供給槽Ｂ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
KA 第１不溶解残渣廃液一時貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ×２ ―
KA 第２不溶解残渣廃液一時貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ×２ ―
KA 第１不溶解残渣廃液貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○
KA 第２不溶解残渣廃液貯槽 ○ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ○

KA
高レベル廃液共用貯槽（高レベル
濃縮廃液貯蔵時）

○
―

○ ○ ○
― ― ― ― ○

計 51

△： 評価により事故に至らない
×１： 設計基準対処
×２： 時間余裕1年超
×３： 影響が平常時程度



 ６．１　「放射性物質の保持機能」、「ソースターム制限機能（回収系）」及び「放射性物質の排気機能」の同時喪失による水素爆発（機器外）の事象選定結果
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質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

放射性物
質の排気

機能

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

放射性物
質の排気

機能

左記の同
時機能喪

失

AA ハル洗浄槽A ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AA ハル洗浄槽B ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AA 水バッファ槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AA 中継槽A ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AA 中継槽B ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AA リサイクル槽A ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AA リサイクル槽B ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AA 不溶解残渣回収槽A ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AA 不溶解残渣回収槽B ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AA 計量前中間貯槽A ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AA 計量前中間貯槽B ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AA 計量・調整槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AA 計量後中間貯槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AA 計量補助槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AA 中間ポットA ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AA 中間ポットB ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB 抽出塔 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB 第１洗浄塔 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB 第２洗浄塔 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB ＴＢＰ洗浄塔 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB プルトニウム分配塔 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB ウラン洗浄塔 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB プルトニウム洗浄器 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB プルトニウム溶液受槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB プルトニウム溶液中間貯槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB 第１一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB 第２一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB 第３一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB 第４一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB 第５一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB 第６一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB 第７一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB 第８一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB 第９一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB 第10一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB 第１洗浄器 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB 高レベル廃液供給槽Ａ ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB 高レベル廃液濃縮缶Ａ ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB 溶解液中間貯槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB 溶解液供給槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB 抽出廃液受槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB 抽出廃液中間貯槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB 抽出廃液供給槽A ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AB 抽出廃液供給槽B ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AC プルトニウム溶液供給槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AC 抽出塔 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AC 核分裂生成物洗浄塔 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AC 逆抽出塔 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AC ウラン洗浄塔 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AC 補助油水分離槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AC ＴＢＰ洗浄器 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AC プルトニウム溶液受槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AC 油水分離槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AC プルトニウム濃縮缶供給槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AC プルトニウム溶液一時貯槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AC プルトニウム濃縮缶 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AC プルトニウム濃縮液受槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AC プルトニウム濃縮液一時貯槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AC プルトニウム濃縮液計量槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AC リサイクル槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AC 希釈槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AC プルトニウム濃縮液中間貯槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AC 第１一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AC 第２一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AC 第３一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AC 第４一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
AC 第７一時貯留処理槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
CA 硝酸プルトニウム貯槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
CA 混合槽Ａ ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
CA 混合槽Ｂ ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
CA 一時貯槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
KA 第１高レベル濃縮廃液貯槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
KA 第２高レベル濃縮廃液貯槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
KA 第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
KA 第２高レベル濃縮廃液一時貯槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
KA 高レベル廃液混合槽Ａ ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
KA 高レベル廃液混合槽Ｂ ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
KA 供給液槽Ａ ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
KA 供給液槽Ｂ ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
KA 供給槽Ａ ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
KA 供給槽Ｂ ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
KA 第１不溶解残渣廃液一時貯槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
KA 第２不溶解残渣廃液一時貯槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
KA 第１不溶解残渣廃液貯槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―
KA 第２不溶解残渣廃液貯槽 ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

KA
高レベル廃液共用貯槽（高レベル
濃縮廃液貯蔵時）

― ―
○

― ― ― ―
○ ○

― ―
○ ○

― ―
○ ○

― ― ― ― ― ―

△： 評価により事故に至らない
×１： 設計基準対処
×２： 時間余裕1年超
×３： 影響が平常時程度

重大事故
の

事象選定
建屋 崩壊熱除去の対象機器

※1　多重故障 ※4  地震による機能喪失 ※5　火山の影響による機能喪失

△ Ｘ１ ×２ ×３

※2  配管漏えい ※3  長時間TBO

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○
○
○
○
○



 ７．１　「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（非安重）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」の同時喪失による有機溶媒火災（機器内）の事象選定結果

火災、爆
発、臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能

（非安重）

熱的、化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災、爆
発、臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能

（非安重）

熱的、化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災、爆
発、臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能

（非安重）

熱的、化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災、爆
発、臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能

（非安重）

熱的、化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災、爆
発、臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能

（非安重）

熱的、化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

AC
逆抽出塔溶液温度高によ
る加熱停止回路

逆抽出塔 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

△： 評価により事故に至らない

×１： 設計基準対処

×２： 時間余裕1年超

×３： 影響が平常時程度

Ｘ１ ×２ ×３
重大事故

の
事象選定

熱的、化学的又は核的
制限値等の維持機能で
有機溶媒火災（機器内）

を防止している機器

※1　多重故障 ※4  地震による機能喪失
※5　火山の影響による機能喪

失

建屋
熱的、化学的又は核的制

限値等の維持機能

※2  配管漏えい ※3  長時間TBO

△



 ８．１　「放射性物質の保持機能」及び「ソースターム制限機能（回収系）」の同時喪失による有機溶媒火災（機器外）の事象選定結果

放射性物
質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

左記の同
時機能喪

失

放射性物
質の保持

機能

ソース
ターム制
限機能
（漏えい
液回収

系）

左記の同
時機能喪

失

AB 抽出塔 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AB 第１洗浄塔 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AB 第2洗浄塔 ― ○ ― ○ ○ ○ ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AB プルトニウム分配塔 ― ○ ― ○ ○ ○ ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AB ウラン洗浄塔 ― ○ ― ○ ○ ○ ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AB プルトニウム溶液TBP洗浄器 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AB TBP洗浄塔 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AC 抽出塔 ― ○ ― ○ ○ ○ ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AC 核分裂生成物洗浄塔 ― ○ ― ○ ○ ○ ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AC 逆抽出塔 ― ○ ― ○ ○ ○ ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AC ウラン洗浄塔 ― ○ ― ○ ○ ○ ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AC TBP洗浄器 ― ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ―
AC 第１一時貯留処理槽 ― ○ ― ○ ○ ○ ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― △ ― ― ― ―
AC 第２一時貯留処理槽 ― ○ ― ○ ○ ○ ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ― △ ― ― ― ―

△： 評価により事故に至らない
×１： 設計基準対処
×２： 時間余裕1年超
×３： 影響が平常時程度

重大事故
の

事象選定
建屋 有機溶媒を内包する機器

※1　多重故障 ※4  地震による機能喪失
※5　火山の影響による機能喪

失

△ Ｘ１ ×２ ×３

※2  配管漏えい ※3  長時間TBO



 ９．１　「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（非安重）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」の同時喪失によるプロセス水素による爆発の事象選定結果

火災、爆
発、臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能

（非安重）

熱的、化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災、爆
発、臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能

（非安重）

熱的、化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災、爆
発、臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能

（非安重）

熱的、化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災、爆
発、臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能

（非安重）

熱的、化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災、爆
発、臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能

（非安重）

熱的、化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

CA
還元ガス受槽水素濃度高に
よる還元ガス供給停止回路

還元炉 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

△： 評価により事故に至らない

×１： 設計基準対処

×２： 時間余裕1年超

×３： 影響が平常時程度

×３
重大事故

の
事象選定

※5　火山の影響による機能喪
失

熱的、化学的又は核的制限値等の
維持機能でプロセス水素による爆

発を防止している機器

※1　多重故障 ※2  配管漏えい ※3  長時間TBO ※4  地震による機能喪失

建屋
熱的、化学的又は核的制限

値等の維持機能
△ Ｘ１ ×２



 10．１　「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（非安重）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」の同時喪失によるTBP等の錯体の急激な分解反応の事象選定結果

火災、爆
発、臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能

（非安重）

熱的、化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災、爆
発、臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能

（非安重）

熱的、化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災、爆
発、臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能

（非安重）

熱的、化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災、爆
発、臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能

（非安重）

熱的、化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災、爆
発、臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能

（非安重）

熱的、化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

AB
高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気
温度高による加熱停止回路

高レベル廃液濃縮缶 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ △ ― ― ― ―

AB
分離施設のウラン濃縮缶加熱
蒸気温度高による加熱停止回
路

ウラン濃縮缶（分離施設） (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

AC
プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温
度高による加熱停止回路

プルトニウム濃縮缶 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

AC
第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸
気温度高による加熱停止回路

第２酸回収蒸発缶 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ △ ― ― ― ―

△： 評価により事故に至らない

×１： 設計基準対処

×２： 時間余裕1年超

×３： 影響が平常時程度

×３
重大事故

の
事象選定

※5　火山の影響による機能喪
失

熱的、化学的又は核的制限値等の
維持機能でTBP等の錯体の急激な

分解反応を防止している機器

※1　多重故障 ※2  配管漏えい ※3  長時間TBO ※4  地震による機能喪失

建屋
熱的、化学的又は核的制限値

等の維持機能
△ Ｘ１ ×２



 11．１　「崩壊熱除去機能」の喪失による想定事故１の事象選定結果

建屋 崩壊熱除去の対象機器 ※１  多重故障 ※２　配管漏えい ※３  長時間TBO
※４  地震による

機能喪失
※５　火山の影響
による機能喪失

△ Ｘ１ ×２ ×３
重大事故の
事象選定

Ｆ 燃料貯蔵プール等 ○ ― ○ ― ○ ― ― ― ― ○

△： 評価により事故に至らない
×１： 設計基準対処
×２： 時間余裕1年超
×３： 影響が平常時程度



 12．１　「プール水の保持機能」の喪失による想定事故２の事象選定結果

建屋 崩壊熱除去の対象機器 ※１  多重故障 ※２　配管漏えい ※３  長時間TBO
※４  地震による

機能喪失
※５　火山の影響
による機能喪失

△ Ｘ１ ×２ ×３
重大事故の
事象選定

Ｆ 燃料貯蔵プール等 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ○

△： 評価により事故に至らない
×１： 設計基準対処
×２： 時間余裕1年超
×３： 影響が平常時程度



 13．１　「放射性物質の保持機能」の喪失による液体放射性物質の機器外への漏えいの事象選定結果

建屋
液体の放射性物質の保持機能を有

する機器
※１  多重故障 ※２　配管漏えい ※３  長時間TBO

※４  地震による
機能喪失

※５　火山の影響
による機能喪失

△ Ｘ１ ×２ ×３
重大事故の
事象選定

AA 溶解槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AA 第１よう素追出し槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AA 第２よう素追出し槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AA 中間ポット ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AA 中継槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AA 清澄機 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AA リサイクル槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AA 計量前中間貯槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AA 計量・調整槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AA 計量補助槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AA 計量後中間貯槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AA 溶解液中間貯槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AB 溶解液供給槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AB 抽出塔 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AB 第１洗浄塔 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AB 第２洗浄塔 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AB プルトニウム分配塔 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AB ウラン洗浄塔 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AB プルトニウム溶液ＴＢＰ洗浄器 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AB プルトニウム溶液受槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AB プルトニウム溶液中間貯槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AB 第１一時貯留処理槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AB 第２一時貯留処理槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AB 第３一時貯留処理槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AB 第７一時貯留処理槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AB 第８一時貯留処理槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AC プルトニウム溶液供給槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AC 第１酸化塔 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AC 第１脱ガス塔 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AC 抽出塔 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AC 核分裂生成物洗浄塔 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AC 逆抽出塔 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AC ウラン洗浄塔 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AC 補助油水分離槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AC ＴＢＰ洗浄器 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AC 第２酸化塔 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AC 第２脱ガス塔 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AC プルトニウム溶液受槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AC 油水分離槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AC プルトニウム濃縮缶供給槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AC プルトニウム濃縮缶 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AC プルトニウム溶液一時貯槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AC プルトニウム濃縮液受槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AC プルトニウム濃縮液計量槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AC プルトニウム濃縮液中間貯槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AC プルトニウム濃縮液一時貯槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AC リサイクル槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AC 希釈槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AC 第１一時貯留処理槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AC 第２一時貯留処理槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AC 第３一時貯留処理槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
AC 第７一時貯留処理槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
CA 硝酸プルトニウム貯槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
CA 混合槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
CA 一時貯槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
CA 定量ポット ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
CA 中間ポット ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―
CA 脱硝装置 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―

AA 不溶解残渣回収槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―

AB ＴＢＰ洗浄塔 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―

AB 抽出廃液受槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―

AB 抽出廃液中間貯槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―

AB 抽出廃液供給槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―

AB 第４一時貯留処理槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―

AB 第６一時貯留処理槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―

AB 高レベル廃液供給槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―

AB 高レベル廃液濃縮缶 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―

KA 高レベル濃縮廃液貯槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―

KA 不溶解残渣廃液貯槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―

KA 高レベル廃液共用貯槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―

KA 高レベル濃縮廃液一時貯槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―

KA 不溶解残渣廃液一時貯槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―

KA 高レベル廃液混合槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―

KA 供給液槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―

KA 供給槽 ― ○ ― ― ― ― ×１ ― ― ―

△： 評価により事故に至らない
×１： 設計基準対処
×２： 時間余裕1年超
×３： 影響が平常時程度



 14．１　「放射性物質の保持機能」の喪失による固体放射性物質の機器外への漏えいの事象選定結果

建屋
固体の放射性物質の保持機能を有

する機器
※１  多重故障 ※２　配管漏えい ※３  長時間TBO

※４  地震による
機能喪失

※５　火山の影響
による機能喪失

△ Ｘ１ ×２ ×３
重大事故の
事象選定

CA 焙焼炉 ― ― ― ○ ― ― ×１ ― ― ―

CA 還元炉 ― ― ― ○ ― ― ×１ ― ― ―

CA 固気分離器 ― ― ― ○ ― ― ×１ ― ― ―
CA 粉末ホッパ ― ― ― ○ ― ― ×１ ― ― ―
CA 粉砕機 ― ― ― ○ ― ― ×１ ― ― ―
CA 保管容器 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
CA 混合機 ― ― ― ○ ― ― ×１ ― ― ―
CA 粉末充てん機 ― ― ― ○ ― ― ×１ ― ― ―
CA 粉末缶 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
CA 混合酸化物貯蔵容器 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
KA ガラス溶融炉 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

△： 評価により事故に至らない
×１： 設計基準対処
×２： 時間余裕1年超
×３： 影響が平常時程度



 14．２　「落下・転倒防止機能」の喪失による固体放射性物質の機器外への漏えいの事象選定結果

建屋 落下・転倒防止機能を有する機器 ※１  多重故障 ※２　配管漏えい ※３  長時間TBO
※４  地震による

機能喪失
※５　火山の影響
による機能喪失

△ Ｘ１ ×２ ×３
重大事故の
事象選定

KA 固化セル移送台車 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

△： 評価により事故に至らない
×１： 設計基準対処
×２： 時間余裕1年超
×３： 影響が平常時程度



 14．３　「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能（非安重）」及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」の同時喪失による固体放射性物質の機器外への漏えいの事象選定結果

火災、爆
発、臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能

（非安重）

熱的、化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災、爆
発、臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能

（非安重）

熱的、化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災、爆
発、臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能

（非安重）

熱的、化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災、爆
発、臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能

（非安重）

熱的、化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

火災、爆
発、臨界
等に係る
プロセス
量等の維
持機能

（非安重）

熱的、化
学的又は
核的制限
値等の維
持機能

左記の同
時機能喪

失

KA
結合装置圧力信号による流
下ノズル加熱停止回路

ガラス溶融炉 (○） ○ ○ (○） ― ― (○） ○ ○ (○） ○ ○ (○） ○ ○ ― ×１ ― ― ―

△： 評価により事故に至らない

×１： 設計基準対処

×２： 時間余裕1年超

×３： 影響が平常時程度

△ Ｘ１ ×２ ×３
重大事故

の
事象選定

※5　火山の影響による機能喪
失

建屋
熱的、化学的又は核的制限

値等の維持機能

熱的、化学的又は核的制限値等の
維持機能により固体放射性物質の
機器外への漏えいを防止している

機器

※1　多重故障 ※2  配管漏えい ※3  長時間TBO ※4  地震による機能喪失



 14．４　「ソースターム制限機能」の喪失による固体放射性物質の機器外への漏えいの事象選定結果

建屋 ソースターム制限機能 ※１  多重故障 ※２　配管漏えい ※３  長時間TBO
※４  地震による

機能喪失
※５　火山の影響
による機能喪失

△ Ｘ１ ×２ ×３
重大事故の
事象選定

KA ガラス溶融炉の流下停止系 ○ ― ○ ○ ○ ― ×１ ― ― ―

△： 評価により事故に至らない
×１： 設計基準対処
×２： 時間余裕1年超
×３： 影響が平常時程度



 15．１　「放射性物質の閉じ込め機能（放出経路の維持機能、放射性物質の捕集・浄化機能、排気機能）」の喪失による気体放射性物質の漏えいの事象選定結果

建屋 ※１  多重故障 ※２　配管漏えい ※３  長時間TBO
※４  地震による

機能喪失
※５　火山の影響
による機能喪失

△ Ｘ１ ×２ ×３
重大事故の
事象選定

AA せん断処理・溶解廃ガス処理設備 ○ ― ○ ○ ○ ― ×１ ― ― ―
AA 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 ○ ― ○ ○ ○ ― ×１ ― ― ―
AB パルセータ廃ガス処理系 ○ ― ○ ○ ○ ― ×１ ― ― ―
AC パルセータ廃ガス処理系 ○ ― ○ ○ ○ ― ×１ ― ― ―

CA
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処
理設備

○ ― ○ ○ ○
― ×１ ― ― ―

KA 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 ○ ― ○ ○ ○ ― ×１ ― ― ―
KA 不溶解残渣廃液廃ガス処理系 ○ ― ○ ○ ○ ― ×１ ― ― ―
KA 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 ○ ― ○ ○ ○ ― ×１ ― ― ―
AB 高レベル廃液濃縮缶凝縮器 ○ ― ○ ○ ○ ― ×１ ― ― ―
AB 減衰器 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

CA
安全上重要な施設の固気分離器からウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋換気設備のグローブボックス・
セル排気系統への接続部までの系統

― ― ―
○

― ― ×１ ― ― ―

CA
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備　高性能粒子フィ
ルタ（空気輸送）

― ― ―
○

― ― ×１ ― ― ―

AA 中継槽セル等からの排気系 ○ ― ○ ○ ○ ― ×１ ― ― ―
AA 溶解槽セル等からのＡ排気系 ○ ― ○ ○ ○ ― ×１ ― ― ―
AA 溶解槽セル等からのＢ排気系 ○ ― ○ ○ ○ ― ×１ ― ― ―
AB プルトニウム溶液中間貯槽セル等からの排気系 ○ ― ○ ○ ○ ― ×１ ― ― ―
AC プルトニウム濃縮缶セル等からの排気系 ○ ― ○ ○ ○ ― ×１ ― ― ―
AC グローブ ボックス等からの排気系 ○ ― ○ ○ ○ ― ×１ ― ― ―

CA
硝酸プルトニウム貯槽セル等及びグローブ ボックス
等からの排気系

○ ― ○ ○ ○
― ×１ ― ― ―

KA 高レベル濃縮廃液貯槽セル等からの排気系 ○ ― ○ ○ ○ ― ×１ ― ― ―
KA 固化セル圧力放出系 ○ ― ○ ○ ○ ― ×１ ― ― ―
KA 固化セル換気系 ○ ― ○ ○ ○ ― ×１ ― ― ―
AA 汚染のおそれのある区域からの排気系 ○ ― ○ ○ ○ ― ×１ ― ― ―
AB 汚染のおそれのある区域からの排気系 ○ ― ○ ○ ○ ― ×１ ― ― ―
AC 汚染のおそれのある区域からの排気系 ○ ― ○ ○ ○ ― ×１ ― ― ―
CA 汚染のおそれのある区域からの排気系 ○ ― ○ ○ ○ ― ×１ ― ― ―
KA 汚染のおそれのある区域からの排気系 ○ ― ○ ○ ○ ― ×１ ― ― ―

△： 評価により事故に至らない
×１： 設計基準対処
×２： 時間余裕1年超
×３： 影響が平常時程度



 16．１　「崩壊熱等の除去機能」の喪失による温度上昇による閉じ込め機能喪失の事象選定結果

建屋 崩壊熱除去の対象機器 ※１  多重故障 ※２　配管漏えい ※３  長時間TBO
※４  地震による

機能喪失
※５　火山の影響
による機能喪失

△ Ｘ１ ×２ ×３
重大事故の
事象選定

CB 混合酸化物貯蔵容器 ○ ― ○ ○ ○ ― ×１ ― ― ―
KA ガラス固化体 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
KB ガラス固化体 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

△： 評価により事故に至らない
×１： 設計基準対処
×２： 時間余裕1年超
×３： 影響が平常時程度
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補足説明資料３‐１９ 



 



補 3-19-1 

 

配管漏えいと同時に想定する単一故障の対象が回収系だけでよい理由 

（検知系に対して単一故障を想定しなくてもよい理由） 

 

 設計基準事故においては、高レベル廃液の配管の貫通き裂（1/4Dt）によ

る漏えいを想定し、さらにソースターム制限機能であり漏えいの影響を緩和

することを主たる機能とする漏えいした高レベル廃液を回収する系統に単一

故障を仮定した評価を行った。 

これを踏まえ、「配管の全周破断による１時間漏えい＋回収系統の単一故

障」により重大事故の事象を選定することとした。 

本資料では、配管漏えいに対して単一故障を想定する対象として回収系統

とすることの妥当性（検知系に対して単一故障を想定しなくてもよい理由）

を示す。 

 

配管からの漏えいにより発生する可能性がある重大事故は以下のとおり。 

①漏えいそのものにより発生する可能性がある重大事故 

 ・液体放射性物質の機器外への漏えい 

②漏えい後の事象進展により発生する可能性がある重大事故 

 ②－１ 蒸発乾固（機器外） 

 ②－２ 水素爆発（機器外） 

 ②－３ 有機溶媒火災（機器外） 

 ②－４ 臨界事故（機器外） 

 

これらに関して、検知系が単一故障し回収系が機能を維持している状態よ

りも、回収系が単一故障し検知系が機能を維持しているほうがより厳しい想

定であることをそれぞれ示す。 



補 3-19-2 

 

①漏えいそのものにより発生する可能性がある重大事故 

漏えいにより気相中に放射性物質が移行する事故であり、回収の有無は事

故の発生に寄与しない。 

事故の影響の観点では、漏えいによる放射性物質の外部への放出量は漏え

い量に比例する。漏えい量は、漏えい時間（漏えい開始から、何らかの手段

により漏えいを検知して移送を停止するまでの時間）に依存する、つまり、

漏えい液の検知の可否に依存する。 

したがって、漏えい液の検知系が非安重施設の場合は検知の機能が喪失す

る可能性がある（安重施設の場合は検知系の単一故障を想定しても検知の機

能は維持されれる）が、検知系を期待しなくとも、他のパラメータ（漏えい

液受皿の液位変化や移送元/移送先の槽の液位変化）を監視することにより、

１時間以内に確実に移送を停止することができるため、検知系の単一故障は

事故の影響には寄与しない。 

したがって、①に関しては、検知系の有無は事故の発生及び影響のいずれ

にも寄与しないことから、検知系の単一故障を想定する必要がない。 

 

②漏えい後の事象進展により発生する可能性がある重大事故 

 ②－１（蒸発乾固（機器外））、②－２（水素爆発（機器外））、②－

３（有機溶媒火災（機器外））に関しては、漏えい量によらず、回収により

事象が進展しなければ重大事故に至る可能性はない。したがって、漏えい液

の回収の可否に依存する。 

検知系は、漏えい液の回収を実施する上での一つの判断基準であるが、上

述のとおり、検知系を期待しなくとも、他のパラメータを監視することによ

り、１時間以内に確実に移送を停止し、漏えい液の回収を実施することがで

きる。 



補 3-19-3 

したがって、検知系に単一故障を想定するよりも、回収系に単一故障を想

定するほうが、事象進展により重大事故に至る可能性があるため、より厳し

い想定となる。 

また、②－４（臨界事故（機器外））に関しては、回収の有無によらず、

臨界の発生条件（濃度、液厚）が成立すれば重大事故が発生する。 

このうち、液厚は漏えい量に依存する。漏えい量は、漏えい時間（漏えい

開始から、何らかの手段により漏えいを検知して移送を停止するまでの時

間）に依存する、つまり、漏えい液の検知の可否に依存する。したがって、

漏えい液の検知系が非安重施設の場合は検知の機能が喪失する可能性がある

（安重施設の場合は検知系の単一故障を想定しても検知の機能は維持され

る）が、検知系を期待しなくとも、他のパラメータを監視することにより、

１時間以内に確実に移送を停止することができ、かつ、臨界事故（機器外）

の評価は１時間漏えい量で行うため、検知系の単一故障は事故の発生には寄

与しない。 

したがって、②に関しては、検知系の有無は事故の発生及に寄与しないこ

とから、検知系の単一故障を想定する必要がない。 

以 上 
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補 3-20-1 

安全上重要な施設の安全機能に着目した重大事故の事象選定の妥当性 

重大事故は、公衆への著しい被ばく影響をもたらす可能性のある事故であ

る。「安全上重要な施設」（以下「安重施設」と言う。）は、その機能喪失

により、公衆及び従事者に過度の放射線被ばくを及ぼす可能性のある機器が

選定されていることから、安重施設の安全機能の喪失を考慮することで、重

大事故に至る可能性を整理できる。また、「安全機能を有する施設」のうち

安重施設に該当しない施設（以下、「非安重施設」という。）の機能が喪失

したとしても、公衆及び従事者に過度な放射線被ばくを及ぼすおそれはない。

したがって、安重施設の安全機能を対象として、安全機能の喪失を考慮し、

重大事故に至る可能性を整理する。 

以下に、安重施設の選定方法を整理し、公衆及び従事者に過度の放射線被

ばくを及ぼす可能性のある構築物、系統及び機器が選定されていること（機

能喪失時に公衆及び従事者に過度な放射線被ばくを及ぼすおそれがないもの

は安重施設の対象外としていること）を示すとともに、非安重施設の機能喪

失による波及的影響を考慮しても、重大事故の事象選定の結果に影響が無い

ことを示す。 

１．安全機能を有する施設の分類 

「安全機能を有する施設」とは、再処理施設のうち、安全機能を有する構

築物、系統及び機器をいい、「安重施設」とは、安全機能を有する施設のう

ち、その機能の喪失により、公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれが

あるもの及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線

障害を防止するため、放射性物質又は放射線が再処理施設を設置する工場等

外へ放出されることを抑制し又は防止する構築物、系統及び機器をいう。 



補 3-20-2 

 

下記の分類に属する施設を基本的に「安重施設」として選定する。 

(１) プルトニウムを含む溶液又は粉末を内蔵する系統及び機器 

(２) 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器 

(３) 上記(１)及び(２)の系統及び機器の換気系統及びオフガス処理系統 

(４) 上記(１)及び(２)の系統及び機器並びにせん断工程を収納するセル等 

(５) 上記(４)の換気系統 

(６) 上記(４)のセル等を収納する構築物及びその換気系統 

(７) ウランを非密封で大量に取り扱う系統及び機器の換気系統 

(８) 非常用所内電源系統及び安全上重要な施設の機能の確保に必要な圧縮

空気等の主要な動力源 

(９) 熱的、化学的又は核的制限値を維持するための系統及び機器 

(10) 使用済燃料を貯蔵するための施設 

(11) 高レベル放射性固体廃棄物を保管廃棄するための施設 

(12) 安全保護回路 

(13) 排気筒 

(14) 制御室等及びその換気系統 

(15) その他上記各系統等の安全機能を維持するために必要な計測制御系統、

冷却水系統等 

ただし、その機能が喪失したとしても公衆及び従事者に過度な放射線被ば

くを及ぼすおそれのないことが明らかな場合は、「安重施設」から除外する。 

 

２．「安重施設」の選定 

「安重施設」の選定の主要な考え方を以下に示す。 

ａ．１．に示す(１)及び(２)については、プロセス設計を基に公衆影響の観点か

ら有意な放射性物質量を内包する塔槽類を特定する。ここで、再処理施設の



補 3-20-3 

 

事故に対する余裕は、「有意な放射性物質」の設定に依存するため、以下の

ように設定する。 

(a) 平常時の再処理プロセスにおいては、プルトニウム溶液又は高レベル

廃液を処理又は貯蔵する以下の主要な系統を「安重施設」とする。 

ⅰ．溶解設備の溶解槽からウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の

混合酸化物貯蔵容器まで 

ⅱ．清澄・計量設備の清澄機から高レベル廃液ガラス固化設備のガラス

溶融炉まで 

ⅲ．分離設備の抽出塔から高レベル廃液ガラス固化設備のガラス溶融炉

まで 

 (b) その他の塔槽類（一時貯留処理槽等）については、内包する放射能量

を、より厳しい評価となるような移行モデルで敷地境界までの線量影響

を評価し、結果が５ｍＳｖを超える塔槽類を「安重施設」とする。 

ｂ．１．に示す(３)、(４)及び(５)については、上記ａ．で選定された塔槽類に

接続する塔槽類廃ガス処理設備並びに当該塔槽類を内包するセル等及びそ

の換気設備を「安重施設」とする。 

ｃ．１．に示す(６)については、上記ｂ．で選定されたセル等を内包する建

屋及びその換気設備を、事故時を念頭に三重目の閉じ込めとして「安重

施設」とする。 

ｄ．１．に示す(10)については、使用済燃料集合体等の遮蔽及び崩壊熱除去

のために不可欠なプール水を保持する施設を「安重施設」とする。また、

使用済燃料集合体及びバスケットの落下・転倒防止機能を有する施設に

ついては、その機能の必要性を工学的に判断し、不可欠な場合は「安重

施設」とする。 

ｅ．１．に示す(11)については、高レベル放射性固体廃棄物の遮蔽及び崩壊
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熱除去の観点で不可欠な施設を「安重施設」とする。 

ｆ．１．に示す(12)については、事業指定基準規則の要求事項を踏まえて、

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の事象のうち、拡大防止対策

又は影響緩和対策として期待する「安重施設」のインターロックである

以下の１５回路を安全保護回路とする。 

(１) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による

加熱停止回路 

(２) 精製施設の逆抽出塔溶液温度高による加熱停止回路 

(３) 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

(４) 精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

(５) 酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度高によ

る加熱停止回路 

(６) 溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

(７) 脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度高による還元ガス供給停止回路 

(８) 分離施設のプルトニウム洗浄器中性子計数率高による工程停止回路 

(９) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度高

による加熱停止回路 

(10) 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 

(11) 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 

(12) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパの

閉止回路（分離建屋） 

(13) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパの

閉止回路（精製建屋） 

(14) 固体廃棄物の廃棄施設の固化セル移送台車上の質量高によるガラス

流下停止回路 
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(15) 気体廃棄物の廃棄施設の固化セル圧力高による固化セル隔離ダンパ

の閉止回路 

ｇ．１．に示す(13)については、設計基準事故の評価において、不可欠な影

響緩和機能を有する施設を「安重施設」とする。 

ｈ．１．に示す(15)については、計測制御系統及び冷却水系統の他に、その

施設が有する安全機能の必要性を工学的に判断し、不可欠な場合は「安

重施設」とする。 

ただし、下記(１)から(６)は、その機能が喪失したとしても公衆及び従事者

に過度な放射線被ばくを及ぼすおそれのないことが明らかであることから、

「安重施設」から除外するが、これらの施設については、「安重施設」への

波及的影響防止及び既に多重化等の高い信頼性を確保して設置され運用さ

れている経緯を踏まえ、「安重施設」と同等の信頼性を維持する施設とする。 

(１) 補助抽出器中性子検出器の計数率高による工程停止回路及び遮断弁 

(２) 抽出塔供給有機溶媒液流量低による工程停止回路及び遮断弁 

(３) 抽出塔供給溶解液流量高による送液停止回路及び遮断弁 

(４) 第１洗浄塔洗浄廃液密度高による工程停止回路及び遮断弁 

(５) プルトニウム濃縮缶に係る注水槽の液位低による警報 

(６) 注水槽 

 

３．想定すべき波及的影響 

１．に示すとおり、安重施設は、安全機能を有する施設の安全機能喪失に

より発生する施設の状態をそれぞれ想定した結果として、公衆及び従事者へ

の放射線被ばくの観点から選定している。 

ただし、安重施設の選定においては、機器間の相互影響までは考慮してい

ないことから、ある機器の機能喪失により、他の機器に対して影響を与える
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事象として以下を想定する。 

 

・直接外力を与える可能性がある事象 

 機器が破損することにより、他の機器に対して影響を与える可能性がある。

具体的には、内部発生飛散物、落下、転倒が考えられる。 

 

・間接的に影響を与える可能性がある事象 

機器の内包物が漏えいすることにより、他の機器に影響を与える可能性が

ある。具体的には、内包物により「溢水による影響（液体を内包する場

合）」「化学薬品漏えいによる影響（化学薬品を内包する場合）」「内部火

災（潤滑油等を内包する場合）」が考えられる。 

 

 これらの事象については、４．に示すとおり、設計基準において安重施設

が安全機能を喪失することがない設計方針としている。具体的には、設計に

より、内部事象としては想定される最大の影響を与える設定をした結果とし

て安重施設が安全機能を喪失しないこと、及び基準地震動による地震で事象

が発生した場合において安重施設が安全機能を喪失しないこととしている。 

ここで、設計上定める条件より厳しい条件は、安重施設に対し設計基準で

は喪失しない安全機能を喪失させる、あるいは設計基準での想定に基づいた

事故の規模を拡大させることで、重大事故の事象を選定するためのものであ

る。ただし、安重施設に対し設計上定める条件をより厳しい条件を想定した

場合、長時間の全交流動力電源の喪失、地震による機能喪失及び火山（降下

火砕物）の影響による機能喪失については、非安重施設も一様にその影響を

受ける。長時間の全交流動力電源の喪失による非安重施設への影響は、同時

に工程が停止することから、他の機器に外力を与える可能性がある事象や間
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接的に影響を与える可能性がある事象が発生することはない。火山（降下火

砕物）の影響は、長時間の全交流動力電源の喪失が発生することから、同様

に非安重施設から安重施設へ影響を与えることはない。 

地震に関しては、基準地震動を超える地震動の地震により機器が損傷する

範囲が広くなり、設計基準で想定した外力の影響及び間接的な影響を超える

可能性がある。したがって、直接外力を与える可能性がある事象及び間接的

に影響を与える可能性がある事象について、基準地震動を超える地震動の地

震を想定した場合において、安重施設への波及的影響が無いこと、つまり非

安重からの波及的影響を考慮しても重大事故の事象選定の結果には寄与しな

いことを確認する。 

 

４．非安重施設からの波及的影響 

４．１ 非安重施設からの溢水による安重施設への波及的影響 

(1) 設計方針 

安全機能を有する施設について、想定される溢水が発生した場合において

も、冷却、水素掃気、火災及び爆発の防止、臨界防止、遮蔽並びに閉じ込め

の機能を維持するために必要な設備を溢水防護対象設備とし、当該設備が有

する安全機能を損なわないよう溢水に対する防護設計を講ずる。 

安全機能を有する施設のうち、安重施設は、地震、溢水、火災等の共通要

因によって多重化している機能が同時に損なわれないことを要求されている

こと並びにその機能の喪失により公衆及び従事者に過度の放射線被ばくを及

ぼすおそれがあることを踏まえ、安全機能の重要度に応じて機能を確保する

観点から、溢水に対して防護設計を講じ、安全機能を損なわない設計とする。 

その他の安全機能を有する施設については、当該施設の破損により溢水防

護対象設備に波及的な影響を与えないようにするとともに、安全上支障が生
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じないように当該施設の安全機能の復旧を行う方針とする。 

また、溢水防護対象設備のうち、設計条件から没水、被水等により冷却、

水素掃気、火災及び爆発の防止、臨界防止、遮蔽並びに閉じ込めの機能の安

全機能を損なうおそれのないことが明らかな機器等については、溢水による

影響評価の対象として抽出しない。 

 

(2) 安重施設への波及的影響 

(1)のとおり、設計基準で想定する溢水により、安重施設が安全機能を喪失

することはない。 

設計上定める条件より厳しい条件の地震により発生する溢水に関しては、

安重施設が安全機能を喪失しないよう、基準地震動を1.2倍にした地震動を考

慮する設計としていることから、安重施設が安全機能を喪失することはない。 

したがって、非安重施設からの溢水による安重施設への波及的影響は無く、

重大事故の事象選定の結果には寄与しない。 

 

４．２ 非安重施設からの化学薬品漏えいによる安重施設への波及的影響 

(1) 設計方針 

安全機能を有する施設について、想定される化学薬品の漏えいが発生した

場合においても、冷却、水素掃気、火災及び爆発の防止、臨界防止、遮蔽並

びに閉じ込めの機能を維持するために必要な設備を化学薬品防護対象設備と

し、当該設備が有する安全機能を損なわないよう化学薬品の漏えいに対する

防護設計を講ずる。 

安全機能を有する施設のうち、安重施設は、地震、溢水、火災等の共通要

因によって多重化している機能が同時に損なわれないことを要求されている

こと並びにその機能の喪失により公衆及び従事者に過度の放射線被ばくを及
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ぼすおそれがあることを踏まえ、安全機能の重要度に応じて機能を確保する

観点から、化学薬品の漏えいに対して防護設計を講じ、安全機能を損なわな

い設計とする。 

その他の安全機能を有する施設については、当該施設の破損により化学薬

品防護対象設備に波及的な影響を与えないようにするとともに、安全上支障

が生じないように当該施設の安全機能の復旧を行う方針とする。 

また、化学薬品防護対象設備のうち、設計条件から被液により冷却、水素

掃気、火災及び爆発の防止、臨界防止、遮蔽並びに閉じ込めの機能の安全機

能を損なうおそれのないことが明らかな機器等については、化学薬品の漏え

いによる影響評価の対象として抽出しない。 

(2) 安重施設への波及的影響 

(1)のとおり、設計基準で想定する化学薬品漏えいにより、安重施設が安全

機能を喪失することはない。 

設計上定める条件より厳しい条件の地震により発生する化学薬品漏えいに

関しては、安重施設が安全機能を喪失しないよう、基準地震動を1.2倍にした

地震動を考慮する設計としていることから、安重施設が安全機能を喪失する

ことはない。 

したがって、非安重施設からの化学薬品漏えいによる安重施設への波及的

影響は無く、重大事故の事象選定の結果には寄与しない。 

 

４．３ 非安重施設からの漏えいによる内部火災の安重施設への波及的影響 

(1) 設計方針 

安全機能を有する施設のうち、安重施設は、地震、溢水、火災等の共通要

因によってその機能が損なわれないことを要求されていること並びにその機

能の喪失により公衆及び従事者に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれがある
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ことを踏まえ、安全機能の重要度に応じて機能を確保する観点から、再処理

施設の安重施設の機能を有する構築物、系統及び機器（以下「安重機能を有

する機器等」という。）を設置する区域に対し、火災区域及び火災区画を設

定する。 

また、上記以外に係る放射性物質の貯蔵又は閉じ込め（以下「放射性物質

貯蔵等」という。）機能を有する構築物、系統及び機器を設置する区域につ

いても、火災区域に設定する。 

設定する火災区域及び火災区画に対して、火災の発生防止、火災の感知及

び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる設

計とする。 

安全機能を有する施設は、その安全機能の重要度に応じて機能を確保する。

また、多重化された安重施設は、適切に系統分離を行うことで火災により同

時に冷却、水素掃気、火災及び爆発の防止、臨界防止、遮蔽並びに閉じ込め

の安全機能を喪失することがない設計とする。 

 

(2) 安重施設への波及的影響 

(1)のとおり、設計基準で想定する内部火災により、安重施設が安全機能を

喪失することはない。 

設計上定める条件より厳しい条件の地震により発生する内部火災に関して

は、基準地震動を1.2倍にした地震動を考慮する設計としない設備からの潤滑

油等の漏えいが新たに発生するため、設計基準で想定しない内部火災の発生

が想定される。ただし、漏えい量は少量であることから、不燃材で構成して

いる静的機能（放射性物質の保持機能、放出経路の維持機能）に関しては、

内部火災においても機能喪失に至らない。動的機器に関しては、地震により

一律機能喪失を想定しているため、設計基準で想定しない内部火災の発生に
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より安重施設の機能喪失の範囲が増えることはない（地震の影響により直接

機能喪失することと、地震により内部火災が発生しその影響で機能喪失する

ことは区別する必要がない。） 

したがって、非安重施設からの内部火災による安重施設への波及的影響は

無く、重大事故の事象選定の結果には寄与しない。 

 

４．４ 非安重施設の損壊に伴い発生する内部発生飛散物による安重施設へ

の波及的影響 

(1) 設計方針 

安全機能を有する施設について、想定されるポンプその他の機器又は配管

の損壊に伴う飛散物（以下「内部発生飛散物」という。）が発生した場合に

おいても、冷却、水素掃気、火災及び爆発の防止、臨界防止、遮蔽並びに閉

じ込めの機能を維持するために必要な設備を、内部発生飛散物防護対象設備

とし、当該設備が有する安全機能の重要度に応じて、内部発生飛散物に対す

る防護設計を講ずることとしている。 

安全機能を有する施設のうち、安重施設は、地震、溢水、火災等の共通要

因によって多重化している機能が同時に損なわれないことを要求されている

こと並びにその機能の喪失により公衆及び従事者に過度の放射線被ばくを及

ぼすおそれがあることを踏まえ、安全機能の重要度に応じて機能を確保する

観点から、内部発生飛散物に対して防護設計を講じ、安全機能を損なわない

設計とする。ただし、安重施設を構成する機器のうち、内部発生飛散物の発

生要因となる機器と同室に設置せず内部発生飛散物の発生によって安全機能

を損なうおそれのないものは内部発生飛散物防護対象設備として抽出しない。 

その他の安全機能を有する施設については、当該施設の破損により内部発

生飛散物防護対象設備に波及的な影響を与えない設計とするとともに、安全
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上支障が生じないように当該施設の安全機能の復旧を行う方針とする。 

 

(2) 安重施設への波及的影響 

(1)のとおり、設計基準で想定する内部発生飛散物により、安重施設が安全

機能を喪失することはない。 

設計上定める条件より厳しい条件の地震により新たに発生する内部発生飛

散物はない。（耐震Ｓクラス以外は、設計基準として破損を想定し、内部発

生飛散物が発生しても耐震Ｓクラスに影響がないことを確認している。また、

基準地震動を超える地震動の地震により破損して内部発生飛散物が発生し、

安重施設の安全機能に影響を及ぼす可能性がある機器は、基準地震動を1.2倍

にした地震動を考慮する設計とすることから、設計上定める条件より厳しい

条件の地震によっても内部発生飛散物は発生しない。） 

したがって、非安重施設からの内部発生飛散物による安重施設への波及的

影響は無く、重大事故の事象選定の結果には寄与しない。 

 

４．５ 非安重施設の落下・転倒による安重施設への波及的影響 

 (1) 安重施設と耐震重要度分類の整理 

耐震重要度分類は地震を起因とした機能喪失時において放射線による環境影

響に応じ分類したものであり、安重施設であってＳクラス以外の施設も存在

する。 

 

(2) 設計方針 

Ｓクラスに属する施設が、耐震重要度分類の下位のクラスに属するものの

波及的影響によって、その安全機能が損なわれないものとする。 
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(3) 安重施設への波及的影響 

(2)のとおり、設計基準で想定する基準地震動により、安重施設のうちＳク

ラスに属する機器の安全機能を喪失することはない。安重施設のうちＳクラ

スに属さない施設は、地震による安全機能の喪失を想定しても、事故への進

展がないか、事故により公衆及び従事者に過度な放射線被ばくを及ぼすおそ

れがない。 

設計上定める条件より厳しい条件として基準地震動を超える地震動の地震

を想定しても、設計基準で想定した以上の落下・転倒は起こらない。（耐震

Ｓクラス以外は、設計基準として落下・転倒を想定しており、その対象や落

下・転倒の条件は変わらない。また、基準地震動を超える地震動の地震によ

り落下・転倒し、Ｓクラスに属する機器に影響を与える可能性がある機器は、

基準地震動を1.2倍にした地震動を考慮する設計とすることから、設計上定め

る条件より厳しい条件の地震によっても破損せず落下・転倒しない。） 

したがって、非安重施設からの落下・転倒による安重施設への波及的影響

は無く、重大事故の事象選定の結果には寄与しない。 

 

５．他施設からの波及的影響 

 再処理施設と同じ敷地内には、燃料加工施設及び廃棄物管理施設がある。 

廃棄物管理施設に関しては、重大事故がなく、かつ、再処理施設の各建屋

とは離れた位置に設置していることから、再処理施設への影響は考えられず、

再処理施設の重大事故事象を選定する上では考慮する必要がない。 

燃料加工施設は、再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

と洞道を介して接続している。燃料加工建屋で想定している重大事故は火災

と爆発だが、仮にこれらの燃料加工建屋で重大事故が発生した場合であって

も、洞道内には可燃物が無いことから火災の延焼は考えられず、爆発を想定
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する場所と洞道は離れており壁により仕切られていることから、再処理施設

への影響は考えられない。したがって、再処理施設の重大事故事象を選定す

る上では考慮する必要がない。 

 

 以 上  
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5. 重大事故等の対処に係るの有効性評価の基本的な考え方

5.1 概要 

 再処理施設において，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合

において，重大事故の発生の防止のための措置及び重大事故の拡大の防止

のための措置（以下「重大事故等対策」という。）が有効であることを示

すため，以下のとおり，評価対象を整理し，対応する評価項目を設定した

上で，評価の結果を踏まえて，設備，手順及び体制の有効性を評価する。 

5.1.1 評価対象の整理及び評価項目の設定 

重大事故等の選定において考慮した設計上定める条件より厳しい条件

を基に，各重大事故等の発生を防止している安全機能の喪失の範囲及び生

じる環境変化に着目し，措置の有効性を確認するための各重大事故等の発

生の起因事象及び起因事象の原因となる設計上定める条件より厳しい条件

を特定して，対応する措置の有効性評価を行う。 

有効性評価に際しては，事故の様相や設備の特徴を踏まえて有効性を

確認するための評価項目を設ける。 

具体的には「5.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」による。 

5.1.2 評価に当たって考慮する事項 

有効性評価は，重大事故等対処設備としている設備を用いたものを対

象とする。手順及び体制としては，その他の措置との関係を含めて必要と

なる水源，燃料及び電源の資源や要員を整理した上で，安全機能の喪失に

対する仮定，外部電源に対する仮定，単一故障に対する仮定，実施組織要

員の操作時間に対する仮定等を考慮して，事態が収束する時点までを対象

とする。 
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具体的には「5.3 評価に当たって考慮する事項」による。 

 

5.1.3 有効性評価に使用する計算プログラム 

有効性評価において使用する計算プログラム（以下「解析コード」と

いう。）は，重大事故等の特徴に応じて，着目している現象をモデル化で

き，実験等を基に妥当性が確認され，適用範囲を含めてその不確かさが把

握されているものを選定して使用する。 

具体的には「5.4 有効性評価に使用する計算プログラム」に示す解析

コードを使用する。 

 

5.1.4 有効性評価における評価の条件設定 

有効性評価における評価の条件設定については，「5.3 評価に当たっ

て考慮する事項」による仮定等を考慮するとともに，事象進展の不確かさ

を考慮して，設計値等の現実的な条件を設定することを基本とする。また，

解析コードや評価条件の不確かさが大きい場合には，影響評価において感

度解析等を行うことを前提に設定する。 

具体的には「5.5 有効性評価における評価の条件設定の方針」による。 

 

5.1.5 評価の実施 

有効性評価における解析は，発生を想定する重大事故の影響を把握し，

設備の健全性を確認するとともに、対策の実施により事故が収束すること

を確認し，その結果を明示する。 

 

5.1.6 評価条件の不確かさの影響評価 

評価条件の不確かさの影響評価の範囲として，運転員等操作時間に与
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える影響，評価項目に与える影響を確認し，それらの影響を踏まえても，

措置の実現性に問題なく，評価項目を満足することを感度解析等により確

認する。 

具体的には「5.7 評価条件の不確かさの影響評価方針」による。 

5.1.7 必要な要員及び資源の評価 

必要な要員は，重大事故等が同時に又は連鎖して発生することを想定

しても，再処理施設として評価項目を満たすために必要な要員を確保でき

る体制となっていることを評価する。資源は，重大事故等が同時に又は連

鎖して発生することを想定しても，重大事故に至るおそれがある事故が発

生してから 7 日間は外部支援がないものとして，再処理施設単独での措置

を継続して実施できることを確認する。 

具体的には「5.8 必要な要員及び資源の評価方針」による。 
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5.2 評価対象の整理及び評価項目の設定 

重大事故等対策の有効性を確認するため，重大事故等のそれぞれにつ

いて，有効性を確認するための評価項目の設定を行う。 

有効性を確認するための評価項目の設定は，有効性を確認する上で最

も厳しい条件となる「設計上定める条件より厳しい条件」を選定した上で

設定し，選定された「設計上定める条件より厳しい条件」において想定さ

れる条件下で有効性評価を実施する。 

有効性評価の前提となる「設計上定める条件より厳しい条件」の選定

は，「3. 重大事故の事象選定」において選定された重大事故等をトップ

事象としたフォールトツリー分析を実施し，当該重大事故等に至る機能喪

失の原因を網羅的に整理するとともに，各機能喪失の原因がどの「設計上

定める条件より厳しい条件」によって発生するかを整理し，選定する。こ

の際，機能喪失の範囲，講じられる対策の網羅性及び生じる環境条件に留

意し選定する。 

また，重大事故等の発生によって連鎖して発生する事象がある場合に

は，連鎖して発生する事象に対しても有効性を確認するための評価項目の

設定を行う。 

これらの有効性を確認するための評価項目は，重大事故等の同時発生

を想定する場合であっても変わらない。ただし，大気中への放射性物質の

放出量に関する有効性については，同時発生を想定する重大事故等による

大気中への放射性物質の放出量を合算した上で評価を実施する。 
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5.3 評価に当たって考慮する事項 

有効性評価においては，共通して以下の事項を考慮する。  

 

5.3.1 安全機能を有する施設の安全機能の喪失に対する想定  

重大事故等の起因事象の発生に加えて，想定する共通原因損傷及び系

統間の機能依存性を考慮した安全機能の喪失を考慮する。  

また，機能喪失の要因として損傷又は待機除外を想定した設備の復旧

には期待しない。 

 

5.3.2 外部電源の喪失に対する想定  

外部電源の喪失について，設計上定める条件より厳しい条件ごとに，

以下のとおり想定する。 

 (１)  臨界事故及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を除く重大事故等 

 ａ．設計上定める条件より厳しい条件における外部事象における想定  

外部電源の喪失を想定し，復旧を期待しない。  

 ｂ．設計上定める条件より厳しい条件における内部事象における想定 

 (ａ)  移送配管からの漏えい  

外部電源の喪失は想定しない。  

(ｂ)  動的機器の多重故障  

外部電源の喪失は想定しない。  

 (ｃ)  全交流動力電源の喪失  

外部電源の喪失を想定し，復旧を期待しない。  

(２)  臨界事故及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に係る重大事故等  

外部電源の喪失は想定しない。 
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5.3.3 操作及び作業時間に対する仮定  

重大事故等への対処のために実施する操作及び作業を開始する時間は，

以下のとおり想定する。 

 (１) 設計上定める条件より厳しい条件における外部事象（地震）  

地震発生直後、要員は自らの身を守るための行為を実施し，揺れが

収まったことを確認してから，安全機能が維持されているかの確認を

実施する。したがって，地震の発生を起点として，その後10分間は要

員による対処を期待しない。地震の発生から10分後以降，要員による

安全系監視制御盤等の確認を実施し，その結果に基づき，安全機能の

喪失を把握し，通常の体制から重大事故等への対処を実施するための

実施組織に体制を移行するものと仮定する。その後，重大事故対処の

体制に移行するために５分を要するものと仮定して，地震の発生から

15分後以降，要員による重大事故等への対処に必要な操作及び作業を

実施するものと仮定する。 

 (２) 設計上定める条件より厳しい条件における外部事象（降下火砕物）  

安全系監視制御盤等の情報から安全機能の喪失又は事故の発生を把

握するためには，一つの指示情報だけではなく，複数の指示情報から

判断する必要がある。したがって，安全系監視制御盤等により安全機

能の喪失を判断するための情報を把握した時点を起点として，安全機

能の喪失の判断に10分間を要するものと想定し，重大事故等への対処

のうち判断に基づき実施する操作及び作業は安全機能の喪失を判断す

るための情報の把握から10分後以降に実施するものと仮定する。ただ

し，火山による降下火砕物が発生している場合には，運転員は安全機

能の喪失の可能性があるものと認識した上で安全系監視制御盤等の監

視を行っており，判断に10分を要することはないと考えられる。 
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 (３) 設計上定める条件より厳しい条件における内部事象  

安全系監視制御盤等の情報から安全機能の喪失又は事故の発生を把

握するためには，一つの指示情報だけではなく，複数の指示情報から

判断する必要がある。したがって，安全系監視制御盤等により安全機

能の喪失を判断するための情報を把握した時点を起点として，安全機

能の喪失の判断に10分間を要するものと想定し，重大事故等への対処

のうち判断に基づき実施する操作及び作業は安全機能の喪失を判断す

るための情報の把握から10分後以降に実施するものと仮定する。 

 (３) 設計上定める条件より厳しい条件における外部事象及び内部事象に

共通する想定  

建屋内で実施する重大事故等への対処作業は，一回当たり90分以内

を目安とし，当該作業後に再度他の作業を行う場合には，30分の休憩

時間を確保する。  

上記以外の重大事故等への対処のために実施する操作及び作業の所

要時間は，それぞれの訓練の実績に基づき想定する。 

 

5.3.4 単一故障に対する仮定 

重大事故等は，設計基準事故に対処するための設備の多重の機能喪失

を想定しており，さらに，重大事故等対処施設は，設計基準事故に対処す

るための設備に対して多様性を考慮して設置していることから，重大事故

等対処施設の単一故障は原則仮定しないが，単一故障の影響については，

有効性評価の不確かさ評価として考慮する。 

 

5.3.5 設計上定める条件より厳しい条件における外部事象の「地震」にお

ける想定  
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常設重大事故等対処設備のうち動的機器については，地震により機能

を喪失する可能性を考慮し，使用する場合には健全性の確認を実施する。 

常設重大事故等対処設備のうち静的機器については，基準地震動を1.2 

倍にした地震動を考慮する設計とすることで，期待する機能を発揮できる

ものとする。 

 

5.3.6 対処中に発生する自然現象の想定  

対処の実施中に，設計基準において想定した規模の自然現象の発生を

想定する。ただし，対処により事象を収束させるまでの時間が短い場合

には，その間に自然現象が発生する可能性が十分に低いと考えられるこ

とから，対処実施中の自然現象の発生は想定しない。 

 

5.3.7 有効性評価の範囲 

有効性評価の範囲は，事態が収束するまでの期間を対象とし，具体的

には次のとおりとする。 

 (１)  臨界事故 

 ａ．事態の収束 

臨界事故の発生により機器内の液面から気相部への放射性物質の移

行量が増大する要因は，核分裂による熱エネルギ等による飛まつ同伴

及び核分裂生成物のうち，希ガス及びよう素の生成である。 

臨界事故における事態収束の観点では，核分裂の連鎖反応を停止す

ることで機器の気相部への放射性物質の移行を停止させることが重要

となる。 

核分裂の連鎖反応を停止させる具体的な方法は，臨界が発生してい

る機器は可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発生した機器を未
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臨界に移行し，未臨界に維持することである。 

未臨界への移行後は，機器気相部への新たな放射性物質の移行は停

止するが，機器気相部には一定量の放射性物質が残留し，未臨界に移

行した以降，短半減期核種が十分減衰する時間経過後に，せん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

を起動した場合にそれらが放出されることになる。 

したがって、未臨界へ移行した上で、せん断処理・溶解廃ガス処理

設備又は塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）を起動し，系統内に

残留する可能性のある放射性物質が全て管理放出された時点を臨界事

故における事態の収束とする。 

 

 ｂ．重大事故等対策の有効性評価の前提条件 

 (ａ)  臨界事故の拡大の防止のための措置 

重大事故等に対処するための設備が健全であり，実施組織要員が確

保されている状況において，設計基準における臨界事故の発生を防止

する設備が機能せず，機器において臨界が発生している状態を想定す

る。 

また，未臨界へ移行させるための措置が実施され，未臨界に移行し，

及び未臨界が維持されている状態において，大気中への放射性物質の

放出を低減するための措置が継続して実施されることを想定する。大

気中への放射性物質の放出量は，未臨界に移行した以降，短半減期核

種が十分減衰する時間経過後に，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又

は塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）を起動した場合に放出され

る放射性物質をを対象として，異常な水準の放出防止対策による放射

性物質の除去効果を考慮し評価する。 
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 (２)  冷却機能の喪失による蒸発乾固 

 ａ．事態の収束 

冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生により機器内の液面から気相

部への放射性物質の移行量が増大する要因は，沸騰に伴う飛まつ同伴

であり，冷却機能の喪失による蒸発乾固における事態の収束の観点で

は，沸騰に伴う飛まつ同伴を停止させ，機器の気相部への放射性物質

の移行を停止させることが重要となる。沸騰に伴う飛まつ同伴を停止

させる具体的な方法は，沸騰が発生している機器の冷却機能を回復さ

せることにより，機器が有する溶液の温度を沸点未満の温度で安定さ

せることである。 

沸騰停止後は，機器気相部への新たな放射性物質の移行は停止する

が，大気中への放射性物質の放出は，沸騰停止前までに機器気相部へ

移行した放射性物質が「放射線分解により発生する水素による爆発」

の対処として実施される圧縮空気の供給継続によって，機器の気相部

が置換されるまでの間継続することから，沸騰停止後の機器気相部等

に残留する放射性物質の全てが大気中への放射性物質の放出量評価の

対象となる。 

 

 ｂ．重大事故等対策の有効性評価の前提条件 

 (ａ)  蒸発乾固の発生の防止のための措置 

   重大事故等に対処するための設備が健全であり，実施組織要員が確保

されている状況において，安全冷却水系の冷却機能が喪失した中で，

溶液の温度が沸点よりも低い温度であることを想定する。 

 (ｂ)  蒸発乾固の拡大の防止のための措置 
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重大事故等に対処するための設備が健全であり，実施組織要員が確

保されている状況において，重大事故等の発生防止対策が機能せず，

溶液が沸騰に至っている状態を想定する。 

また，機器への注水が継続して実施され，蒸発乾固の進行が防止さ

れている状態において，大気中への放射性物質の放出を低減するため

の措置が継続して実施されることを想定する。大気中への放射性物質

の放出量は，「放射線分解により発生する水素による爆発」の対処とし

て実施される圧縮空気の供給継続により，機器気相部の放射性物質を

含む気体が置換されることを考慮し，重大事故に至るおそれがある事

故の発生以降，沸騰停止前までに機器の気相中へ移行した放射性物質

を対象として，大気中への放射性物質の放出を低減するための措置に

よる放射性物質の除去効果を考慮し評価する。 

 

 (３)  放射線分解により発生する水素による爆発 

 ａ．事態の収束 

水素掃気機能の喪失による水素爆発の発生により液面から気相部へ

の放射性物質の移行量が増大する要因は，水素爆発に伴う圧力波が液

面に作用することに伴う飛まつの発生及び気相への移行である。 

水素掃気機能の喪失による水素爆発の観点における事態の収束とは，

気相部の水素濃度を可燃限界濃度未満に維持することにより水素爆発

が発生しない状態を達成することであり，具体的には，水素掃気機能

喪失が発生している機器に圧縮空気を供給し，水素掃気機能を回復さ

せることにより，機器の気相部の水素濃度を可燃限界濃度未満で安定

させ，水素掃気空気に同伴する機器気相部雰囲気中の放射性物質を除

染した上で主排気筒から放出できる状態を維持することである。 
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水素濃度を可燃限界濃度未満に維持した後は，機器気相部への新た

な放射性物質の移行は停止するが，大気中への放射性物質の放出は，

機器気相部へ移行した放射性物質が圧縮空気の供給継続によって，機

器の気相部が置換されるまでの間継続することから，機器気相部等に

残留する放射性物質の全てが大気中への放射性物質の放出量評価の対

象となる。 

 

 ｂ．重大事故等対策の有効性評価の前提条件 

 (ａ)  水素爆発の発生の防止のための措置 

重大事故等に対処するための設備が健全であり，実施組織要員が確

保されている状況において，安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し

た中で，機器気相部の水素濃度が８％以下であることを想定する。 

 (ｂ)  水素爆発の拡大の防止のための措置 

重大事故等に対処するための設備が健全であり，実施組織要員が確

保されている状況において，重大事故等の発生防止対策が機能せず，

機器気相部の水素濃度が８％に到達し，水素爆発が発生したことを想

定する。 

また，水素掃気が成功している場合及び失敗した場合の各状態にお

いて，大気中への放射性物質の放出を低減するための措置が継続して

実施されることを想定する。大気中への放射性物質の放出量は，圧縮

空気の供給継続により，機器気相部の放射性物質を含む気体が置換さ

れることを考慮し，重大事故に至るおそれがある事故の発生以降，気

相中へ移行した放射性物質を対象として，大気中への放射性物質の放

出を低減するための措置による放射性物質の除去効果を考慮し評価す

る。 
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 (４)  有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応） 

 ａ．事態の収束 

有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応）の発生により機器内の液面から気相部への放射性物質の移行量が

増大する要因は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴う飛まつの発

生及び気相への移行である。 

有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応）における事態収束の観点では，溶液の温度を135℃を超える温度に

加熱する加熱源の停止又は濃縮缶及び蒸発缶へのＴＢＰ等の錯体の供

給を停止することで，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再反応の条

件を排除し，機器の気相部への放射性物質の移行を停止させることが

重要となる。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再反応の条件を排除後は，機器

気相部への新たな放射性物質の移行は停止するが，機器気相部には一

定量の放射性物質が残留し，これらの放射性物質が放出されることに

なることから，機器気相部等に残留する放射性物質の全てが大気中へ

の放射性物質の放出量評価の対象となる。 

 

 ｂ．各重大事故等対策の有効性評価の前提条件 

重大事故等に対処するための設備が健全であり，実施組織要員が確

保されている状況において，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生

した直後であることを想定する。 

大気中への放射性物質の放出量は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反
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応の発生からプルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止が行われるま

での期間に機器の気相中へ移行した放射性物質を対象として，放射性

物質の放出経路における放射性物質の除去効果を考慮し評価する。 

(５) 燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失

ａ．事態の収束 

燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水機能の喪失，又は燃料貯

蔵プール等の小規模漏えいが発生し，プール水の補給が行われなけれ

ば蒸発により燃料貯蔵プール等の水位が緩慢に低下し，やがて使用済

燃料が損傷する。 

このため，燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失における事態の収

束は，燃料貯蔵プール等への注水することにより，水位を確保するこ

とである。 

ｂ．各重大事故等対策の有効性評価の前提条件 

(ａ)  燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失の拡大の防止のための措置 

重大事故等に対処するための設備が健全であり，実施組織要員が確

保されている状況において，安全冷却水系等の冷却機能及び注水機能

の喪失並びに燃料貯蔵プール等からの小規模な漏えいを想定する。 

(６) 重大事故等の同時発生

ａ．事態の収束 

5.3.7 (２)，(３)及び(５)に記載したとおりである。 

ｂ．各重大事故等対策の有効性評価の前提条件 

5.3.7 (２)，(３)及び(５)に記載したとおりである。 
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5.4 有効性評価に使用する計算プログラム 

有効性評価に使用する解析コードは，重大事故等の特徴に応じて，着

目している現象をモデル化でき，実験等を基に妥当性が確認され，適用範

囲を含めてその不確かさが把握されているものとして，以下に示す解析コ

ードを使用する。 

 

5.4.1 臨界事故  

臨界事故の有効性評価としてＪＡＣＳコード システムを使用する。 

 (１) 概  要  

ＪＡＣＳコード システムは，臨界安全解析コード システムであり，

モンテカルロ法による臨界安全解析を行うことができる。  

核データ ライブラリは，評価済核データＥＮＤＦ／Ｂ－ＩＶから作

成された，ＭＧＣＬ断面積セットを標準で使用することが可能である。  

ＪＡＣＳコード システムは，１次元Ｓｎ法輸送計算コードであるＡ

ＮＩＳＮ－ＪＲ，３次元多群モンテカルロ法臨界計算コードであるＫＥ

ＮＯ－ＩＶにより，核燃料物質を有する体系の実効増倍率を計算するこ

とができる。  

また，ＭＧＣＬ断面積セットを処理してＡＮＩＳＮ－ＪＲ及びＫＥＮ

Ｏ－ＩＶで使用できる断面積を出力するためのＭＡＩＬコード，ＡＮＩ

ＳＮ－ＪＲで計算されたセル平均断面積をＫＥＮＯ－ＩＶ用の断面積形

式に変換するＲＥＭＡＩＬコードを備えている。 

 (２) 妥当性確認及び不確かさの把握  

ＪＡＣＳコード システムは，多くのベンチマーク実験の解析により

十分に検証されており，ＪＡＣＳコード システムの不確かさを考慮し

て，計算した実効増倍率が0.95以下となることを未臨界の判断基準と
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する。 

 

5.4.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固  

冷却機能の喪失による蒸発乾固の有効性評価において，計算プログラ

ムは使用していない。 

 

5.4.3 放射線分解により発生する水素による爆発  

放射線分解により発生する水素による爆発の有効性評価において，計算

プログラムは使用していない。 

 

5.4.4 有機溶媒等による火災又は爆発 

 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の有効性評価としてＦｌｕｅｎｔを使

用する。 

(１) 概  要 

解析コードＦｌｕｅｎｔは，汎用熱流体解析ソフトウェアである。

航空機の翼に流れる気流，人体の血流，クリーン ルーム設計，廃水処

理プラント等様々な工業用途に対応し，活用されているソフトウェア

であり，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合における配

管内の圧力や温度解析を行うことができる。 

解析コードＦｌｕｅｎｔは，塔槽類内でのＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応が発生した際の塔槽類及び塔槽類廃ガス処理設備の圧力及び

温度の過渡変化を解析することができる。解析コードＦｌｕｅｎｔは，

塔槽類内の区間，塔槽類廃ガス処理設備の配管，洗浄塔及びフィルタ

を流れ方向に三次元に多ノードで模擬している。各ノードについて，

圧縮性流体として質量，運動量及びエネルギの保存則を適用し，流体
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から塔槽類及び塔槽類廃ガス処理設備の配管への熱移行は考慮せず，

塔槽類及び塔槽類廃ガス処理設備内の流体にのみ熱移行させることと

し，流体の熱及び流体力学的挙動を計算する。 

解析コードＦｌｕｅｎｔの入力はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

としてのエネルギ，塔槽類内の空間温度，圧力，物性，塔槽類廃ガス

処理設備の機器及び配管の幾何学的形状である。出力として，各ノー

ドにおける圧力及び温度の時間変化が求められる。 

 (２) 妥当性確認及び不確かさの把握  

解析コードＦｌｕｅｎｔは，多くのベンチマーク実験の解析により

十分に検証されている。圧力損失として配管に通気した流体の圧力損

失について解析結果と理論式を比較した結果，ほぼ等しい値となって

おり，その妥当性を確認している。 

また，水素爆発を模擬した実験と解析結果を比較した結果，ほぼ同

じ波形を示しているため，適切に評価されていることを確認している。 

 

5.4.5 燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失  

想定事故１及び想定事故２の有効性評価において，計算プログラムは

使用していない。 

 

5.4.6 重大事故等の同時発生 

地震発生による全交流動力電源の喪失を伴う重大事故等の同時発生の有

効性評価において，計算プログラムは使用していない。 
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5.5 有効性評価における評価の条件設定の方針 

5.5.1 評価条件設定の考え方 

有効性評価における評価の条件設定については，事象進展の不確かさ

を考慮して，設計値及び運転状態の現実的な条件を設定することを基本と

する。この際，5.4 において把握した解析コードの持つ不確かさや評価条

件の不確かさによって，有効性評価の評価項目に対する安全余裕が小さく

なる可能性がある場合は，影響評価において感度解析を行うことを前提に

設定する。 

 

5.5.2 共通的な条件 

5.5.2.1 冷却期間 

重大事故等への対処における時間余裕は崩壊熱密度による影響が大き

いため，再処理する使用済燃料の使用済燃料最終取出し前の原子炉停止時

からの期間（以下「冷却期間」という。）を現実的な期間に制限すること

により，重大事故等への対処における対処の優先順位の設定をより現実的

なものとすることができ，重大事故等への対処の確実性をより向上させる

ことができる。 

また，冷却期間を制限することで，崩壊熱密度の低減が図られ，重大

事故等への対処における時間余裕が確保されることになり，大気中へ放射

性物質を放出する事故に至ったとしても，溶液，廃液及び有機溶媒中の放

射性物質量の総量を制限することにより，その影響を一定程度以下に抑制

することが可能である。特に，蒸発乾固において特徴的に放出される放射

性ルテニウムは，再処理する使用済燃料の冷却期間を制限することにより

大きく減衰するため，抑制効果が大きい。 

添付書類二に示す予定再処理数量の使用済燃料を冷却期間の長い順に
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再処理することを想定した場合，平成28年３月31日時点において貯蔵する

使用済燃料の約90％は冷却年数15年以上で再処理することが可能であり，

現実的な運転を考慮すると，再処理する使用済燃料の冷却期間を15年以上

にすることが可能である。 

以上より，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の燃料貯蔵プールの

容量3,000ｔ・ＵＰｒのうち，冷却期間４年以上12年未満の使用済燃料の貯

蔵量が600ｔ・ＵＰｒ未満，それ以外は冷却期間12年以上の使用済燃料とな

るように，新たに受け入れる使用済燃料の冷却期間を制限すること及び再

処理する使用済燃料の冷却期間が15年以上となるように計画し管理するこ

とを前提とし，以下のとおり使用済燃料の冷却期間を設定する。 

 (１) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設において発生を想定する重

大事故等に対する評価では，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

燃料貯蔵プールで貯蔵する使用済燃料3,000ｔ・ＵＰｒに対し，冷却期間

12年の使用済燃料が2,400ｔ・ＵＰｒ及び冷却期間４年の使用済燃料が

600ｔ・ＵＰｒ貯蔵された状態とする。 

 (２) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設以外の施設において発生を

想定する重大事故等に対する評価では，再処理する使用済燃料の冷却

期間を15年とする。 

 

5.5.2.2 崩壊熱 

 (１) 燃料仕様の領域区分 

崩壊熱は，使用済燃料集合体を１体程度の量で取り扱う場合（以下

「１体領域」という。），１日当たりに再処理する使用済燃料を混合

し，平均燃焼度が45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ以下になるように調整する

溶解施設の計量・調整槽以降の溶解液等を取り扱う場合（以下「１日
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平均領域」という。）及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の崩

壊熱除去等を考慮する場合（以下「１年平均領域」という。）に区分

して，それぞれの領域について，再処理を行う使用済燃料の仕様を満

たす範囲から，より厳しい結果を与える使用済燃料集合体燃焼度，照

射前燃料濃縮度，比出力及び冷却期間を組み合わせた以下の崩壊熱量

を評価するための燃料仕様に基づき設定する。  

ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，年間の最大再処理能力以上

の貯蔵容量があるので１年平均領域とする。  

ｂ．せん断処理施設から計量前中間貯槽までは，少数体の取扱量となるこ

とから１体領域とする。  

ｃ．計量・調整槽では，払い出す溶解液を１日当たり再処理する使用済燃

料の平均燃焼度45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ以下に混合及び調整するので，

計量・調整槽及び計量補助槽からは１日平均領域とする。  

ｄ．ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備，ガラス固化体貯蔵設備及

び低レベル固体廃棄物貯蔵設備では，年間の最大再処理能力以上の貯

蔵容量があるので１年平均領域とする。  

ｅ．プルトニウム溶液が支配的な溶液はＢＷＲ燃料とし，プルトニウム溶

液以外の溶液はＰＷＲ燃料とする。 

 

 (２) 燃料仕様 

ａ．使用済燃料集合体燃焼度  

使用済燃料集合体燃焼度の大きい使用済燃料ほど崩壊熱量が大きい

ので，１体領域では再処理を行う使用済燃料集合体最高燃焼度55,000

ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ，１日平均領域及び１年平均領域では１日当たり再

処理する使用済燃料の平均燃焼度の最高値45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒを
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設定する。 

ｂ．照射前燃料濃縮度  

照射前燃料濃縮度が小さい使用済燃料ほど崩壊熱量が大きいので，１

体領域では高燃焼度実証燃料のような特異な場合を想定して3.0ｗｔ％，

１日平均領域では高燃焼度燃料の下限としての照射前燃料濃縮度として

3.5ｗｔ％，１年平均領域では高燃焼度燃料の平均的な照射前燃料濃縮

度として，ＢＷＲ燃料では4.0ｗｔ％，ＰＷＲ燃料では4.5ｗｔ％を設定

する。  

ｃ．比出力  

比出力の大きい使用済燃料ほど崩壊熱量が大きいので，１体領域及び

１日平均領域ともＢＷＲ燃料は40ＭＷ／ｔ・ＵＰｒ，ＰＷＲ燃料は60Ｍ

Ｗ／ｔ・ＵＰｒ を設定する。１年平均領域では平均的な値としてＢＷＲ

燃料は26ＭＷ／ｔ・ＵＰｒ，ＰＷＲ燃料は38ＭＷ／ｔ・ＵＰｒを設定する。  

また，１日平均領域のうちプルトニウムの寄与が支配的な設備につい

ては，プルトニウムの単位重量当たりの崩壊熱量が大きくなる10ＭＷ／

ｔ・ＵＰｒを設定する。  

ｄ．冷却期間  

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設では，貯蔵する使用済燃料の

うち，2,400ｔ・ＵＰｒは冷却期間を12年，600ｔ・ＵＰｒは冷却期間を４

年とする。  

また，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設以外の施設では冷却期

間を15年とする。 

 

5.5.2.3 放射性物質量 

大気中への放射性物質の放出量（セシウム－137換算）の評価に用いる
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放射性物質量は，機器の放射能濃度に容量を乗じたものであり，以下に示

すとおりの条件とする。  

機器に内包する溶液，廃液，粉末等の放射能濃度は，以下の標準燃料

仕様（１年平均領域の使用済燃料のうち放射性物質量が大きいＰＷＲ燃

料）を基に，ＯＲＩＧＥＮ２
（１）

コードにより算出される核種組成を基準に，

工程内での平常運転時の組成変化及び濃度変化を考慮し設定する。  

燃料型式 ：ＰＷＲ  

使用済燃料集合体燃焼度 ：45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ  

照射前燃料濃縮度 ：4.5ｗｔ％  

比出力 ：38ＭＷ／ｔ・ＵＰｒ  

冷却期間 ：15年  

放射性物質量は，施設内での分離，分配，精製等に伴う挙動が同様で

あるいくつかの元素グループごとに，燃料仕様の変動に伴う放射能濃度の

変動を包含できるように，放射能濃度を補正する係数（以下「補正係数」

という。）を設定し，機器に内包する溶液，廃液，粉末等の放射能濃度に

補正係数及び機器の容量を乗じて算出する。  

 

5.5.2.4 放射性物質の大気中への放出量 

 (１) 大気中への放射性物質の放出量は，重大事故等が発生する貯槽に保

有される放射性物質量，事故の影響を受ける割合，機器の気相に移行

する割合，大気中への放出経路における低減割合及び肺に吸収されう

るような浮遊性の微粒子状の放射性物質の割合を用いて，五因子 法
（２）

に

より算出する。 

 

 (２) 大気中への放射性物質の放出量は，セシウム－137 換算で評価する。
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放射性物質のセシウム－137 換算係数は，ＩＡＥＡ－ＴＥＣＤＯＣ－

1162 に記載されている，地表沈着した核種からのガンマ線による外部

被ばく及び再浮遊核種の吸入による内部被ばくを考慮した 50 年間の実

効線量への換算係数並びに吸入核種の化学形態を線量告示に適合させ

るために，プルトニウム等の一部の核種について，ＩＡＥＡ－ＴＥＣ

ＤＯＣ－1162
（ ３ ）

に記載の吸入摂取換算係数をＩＣＲＰ Ｐｕｂｌｉｃａｔ

ｉｏｎ．7 2
（４）

の吸入摂取換算係数で補正するために設定する「吸入核種

の化学形態に係る補正係数」を用いて，以下の計算式により算出する。 

   

セシウム－137 換算係数 

＝（ある核種のＣＦ４換算係数）／（セシウム－137ＣＦ４ 

換算係数）×（吸入核種の化学形態に係る補正係数） 

 

5.5.2.5 溶液，廃液，有機溶媒の温度 

安全機能を有する施設の安全機能の喪失時における溶液，廃液，有機

溶媒の温度を考慮する場合には，安全冷却水系が１系列運転している状態

を前提として設定する。 

また，冷却機能喪失時の沸騰温度は，各溶液の硝酸濃度より硝酸濃度

と沸点の関係から算出する。実際の溶液は，硝酸以外の溶質も溶存してお

り水－硝酸の沸点より高くなるが，時間余裕の算出に用いる沸点は，モル

沸点上昇は考慮せずに，より厳しい結果を与えるように以下の近似 式
（８）

に

各溶液の硝酸濃度を代入し算出したものを用いる。 

Ｔ１＝-0.005447×ｃ3＋0.1177×ｃ2＋0.7849×ｃ＋99.90 

ｃ：硝酸濃度［Ｍ］ 
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5.5.2.6 機器に内包する溶液，廃液，有機溶媒の液量 

溶液，廃液，有機溶媒の液量は，当該機器の公称容量とする。 

ただし、臨界事故については，臨界事故の発生条件を考慮し，個別に

液量を設定する。 
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5.6 評価の実施 

有効性評価における解析は，発生を想定する重大事故の影響を把握し，

設備の健全性を確認するとともに、対策の実施に事故が収束することを確

認する。 

ただし，事象進展の特徴や厳しさを踏まえ，評価・解析以外の方法で施

設が安定状態に導かれ，評価項目を満足することが合理的に説明できる場

合はこの限りではない。 
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5.7 評価条件の不確かさの影響評価方針 

評価条件の不確かさの影響評価の範囲として，対策を実施する実施組織

要員の操作の時間余裕に与える影響及び評価項目に与える影響を評価する

ものとする。  

不確かさの影響確認は，評価項目に対する安全余裕が小さくなる場合に

感度解析を行う。 

 

5.7.1 解析コードにおける不確かさの影響評価 

解析コードの不確かさは，重大事故等の特徴に応じて，着目している

現象をモデル化でき，評価項目となるパラメータに与える影響を確認する。 

 

5.7.2 評価条件の不確かさの影響評価 

評価条件のうち，初期条件，事故条件及び機器条件並びに有効性評価

の前提となる「設計上定める条件より厳しい条件」の違いに起因する不確

かさについて，運転員等操作時間に与える影響及び評価項目となるパラメ

ータに与える影響を確認する。なお，評価条件である操作条件の不確かさ

については，重大事故等の同時発生の可能性を考慮した上で，操作の不確

かさ要因である，「認知」，「要員配置」，「移動」，「操作所要時間」，

「他の並列操作有無」及び「操作の確実さ」に起因して生じる運転員等操

作の開始及び完了時間の変動が，実施組織要員の操作の時間余裕及び評価

項目となるパラメータに与える影響を確認する。 
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5.8 重大事故等の同時発生又は連鎖 

5.8.1 重大事故等の同時発生 

  「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「水素掃気機能の喪失による水

素爆発」では，同じ種類の重大事故等が複数の機器で同時に発生すること

が想定されるため，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「水素掃気機

能の喪失による水素爆発」の有効性評価は，複数の機器において重大事故

等が同時発生することを前提として有効性評価を行う。 

  異なる種類の重大事故等の同時発生は，異なる種類の重大事故等の各々

の相互影響を考慮し，有効性評価を行う。 

 

5.8.2 重大事故等の連鎖 

5.8.2.1 重大事故等の連鎖の整理の考え方 

 連鎖して発生する重大事故等の整理は，起因となる重大事故等の事故影

響によって，他の重大事故等の発生を防止している安全機能が喪失するか

否か及び互いの重大事故等対策を阻害せず，有効に機能することを確認す

る。 

 

5.8.2.2 重大事故等の連鎖に係る検討方針 

 起因となる重大事故等の事故影響を受けて連鎖して発生する重大事故等

の特定は，以下の流れに沿って実施する。 

 (１) 起因となる重大事故等の抽出 

(２) 起因となる重大事故等の事象進展，事故規模の分析 

(３) 起因となる重大事故等の事故影響が及ぶ範囲の特定 

(４) 安全機能の分析 
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 (１) 起因となる重大事故等の抽出 

  起因となる重大事故等は，「3. 重大事故の事象選定」で抽出された

重大事故等を対象に検討を行う。 

 

 (２) 起因となる重大事故等の事象進展，事故規模の分析 

  起因となる重大事故等の事象進展，事故規模を分析し，事故影響によ

って健在化する環境条件の変化を，起因となる重大事故等が発生して

いる機器毎に特定する。特定にあたっては，溶液の性状等の変化に伴

って健在化する可能性のある現象に留意する。環境条件は，「温度」，

「圧力」，「湿度」，「放射線」，「物質の発生（水素，煤煙，放射

性物質）」，「落下・転倒による荷重」及び「腐食環境」を考慮する。 

  これらは，各重大事故等の有効性評価における事故時影響の分析によ

り明らかにし，「13. 重大事故が同時に又は連鎖して発生した場合の

対処」に全ての重大事故等の分析を整理する。 

  各環境条件の影響を考慮する主な観点は次のとおりである。 

 ａ．温度 

発熱する溶液等による直接加熱や構造材を通じた熱伝導，空間部を

通じての熱伝達による熱影響を考慮する。 

 ｂ．圧力 

閉空間の場合には，当該空間のバウンダリを構成する機器への圧力

上昇に伴う応力を，また，配管・ダクト等を通じて空間が連結されて

いる場合には圧力伝播によって発生する応力の影響を考慮する。 

 ｃ．湿度，放射線及び腐食環境 

当該環境にさらされる機器の材質との関係から，脆化等が発生し得
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るかを考慮する。 

ｄ．物質の発生（水素，煤煙及び放射性物質） 

水素の燃焼を想定し「圧力」と同じ観点での影響を考慮する。煤煙

及び放射性物質の発生は，当該環境にさらされる機器の材質，機器が

有する機能との関係から脆化等が発生し得るかを考慮する。 

ｅ．落下・転倒による荷重 

落下・転倒物の衝突及び衝突に伴い発生する荷重の影響を考慮する。 

ｆ．腐食環境 

腐食性物質の発生等，当該環境にさらされる機器の材質，機器が有

する機能との関係から腐食等が発生し得るかを考慮する。 

(３) 起因となる重大事故等の事故影響が及ぶ範囲の特定

起因となる重大事故等の事故影響によって生じる環境条件の変化が及ぶ

範囲を以下の観点で整理する。これらは，各重大事故等の有効性評価にお

ける事故時影響の分析により明らかにし，「13. 重大事故が同時に又は

連鎖して発生した場合の対処」に全ての重大事故等の分析を整理する。 

ａ．起因となる重大事故等が発生している機器自体の損傷・劣化及び機器

に接続している各種安全機能を担う機器・系統の損傷・劣化 

ｂ．ａ．の結果，起因となる重大事故等の事故影響が，起因となる重大事

故等が発生している機器を超えて波及すると判断された場合には，隣

接するその他機器の損傷・劣化 

ｃ．ａ．の結果，起因となる重大事故等の事故影響が，起因となる重大事

故等が発生している機器を超えて波及すると判断された場合には，機

器が設置されるセルの損傷・劣化 

ｄ．ａ．の結果，起因となる重大事故等の事故影響が，セルを超えて波
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及すると判断された場合には，起因となる重大事故等が発生する機器

が設置されているセル外の機器の損傷・劣化 

 ｅ．ａ．上記ａ．からｄ．は，機器又はセルを通過している配管，ダクト

等を通じた事故影響の伝播を考慮する。 

 

 (４) 安全機能喪失の分析 

各機器に接続している各種安全機能を担う機器・系統の構造的な健

全性について，「(２) 起因となる重大事故等の事象進展，事故規模の

分析」に示した環境条件の変化に対して分析する。 

   また，構造的な健全性とは別に，各種安全機能の容量不足について，

各種安全機能に対する「(２) 起因となる重大事故等の事象進展，事故

規模の分析」に示した環境条件の変化の影響を分析する。各種安全機

能は，「3.重大事故等の事象選定」に示した安全機能となる。 

これらに対し，「(２) 起因となる重大事故等の事象進展，事故規模

の分析」に示した環境条件の変化を考慮した場合に，これらの安全機

能が劣化又は喪失するかについて，各安全機能を構成する機器の特徴

に応じて個別に評価する。また，同様の分析を各重大事故等対策を担

う機器・系統に対して実施する。 

これらは，各重大事故等の有効性評価における事故時影響の分析に

より明らかにし，「13. 重大事故が同時に又は連鎖して発生した場合

の対処」に全ての重大事故等の分析を整理する。 
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5.9 必要な要員及び資源の評価方針 

重大事故等への対処に必要となる要員及び資源の評価においては，設計

上定める条件より厳しい条件毎に，同時に又は連鎖して発生することを想

定する重大事故等が全て同時に又は連鎖して発生することを想定して評価

を行う。具体的には，同時に又は連鎖して発生することが想定される重大

事故等における必要な要員及び資源の有効性評価は，他の同時に又は連鎖

して発生する事象の影響を考慮する必要があるため，「13.重大事故が同

時に又は連鎖して発生した場合の対処」に示す。また，設計上定める条件

より厳しい条件における外部事象では発生が想定されず内部事象でのみ発

生を想定する重大事故等については，単独で発生することを想定して評価

を行う。 

 

5.9.1 必要な要員  

再処理施設として，評価項目を満たすために必要な要員を確保できる

体制となっていることを評価する。 

 

5.9.2 必要な資源  

(１) 水  源  

再処理施設として，重大事故等への対処に使用する水の流量及び使

用開始時間から，敷地外水源からの取水までに使用する水量を算出す

ることにより，敷地内水源が枯渇しないことを評価する。また，敷地

外水源からの取水流量が，重大事故等への対処に使用する水の流量を

上回ることを評価する。  
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(２) 電  源

再処理施設として，使用する重大事故等対処施設の起動電流及び定格

電流を考慮して，これらの起動順序を定めた上で，必要となる負荷の最

大容量に対して電源設備の容量で給電が可能であることを評価する。  

(３) 燃  料

再処理施設として，軽油又は重油を燃料とする重大事故等対処施設

の燃費及び使用開始時期から，安全機能を有する施設の安全機能の喪

失から７日間で消費する軽油又は重油の総量を算出することにより，

燃料補給設備が重大事故等対処施設への給油を継続できる容量を有し

ていることを評価する。  

また，軽油又は重油を燃料とする重大事故等対処施設の燃費及び機

器付タンクの容量を考慮し，燃料貯蔵タンク及び燃料貯蔵設備からの

燃料の運搬により使用を継続できることを評価する。 
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13. 重大事故が同時に又は連鎖して発生した場合の対処

13.1 重大事故等の同時発生 

(１) 重大事故等の同時発生の特徴

重大事故等の同時発生は，設計上定める条件より厳しい条件におけ

る外部事象の「地震」及び「火山」並びに設計上定める条件より厳し

い条件における内部事象の「長時間の全交流動力電源の喪失」による

安全機能の喪失によって，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」，「放

射線分解により発生する水素による爆発」及び「燃料貯蔵プール等の

冷却等の機能喪失」が同時に発生する事象である。 

また，設計上定める条件より厳しい条件における内部事象の「動的

機器の多重故障」により，安全冷却水系の冷却塔又は冷却水循環ポン

プが機能喪失することによって，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」

及び「放射線分解により発生する水素による爆発」が同時に発生する

事象である。 

重大事故等の同時発生が想定される機器と重大事故等の種類の関係を

第13－１表に示す。 
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(２) 重大事故等の同時発生への対処の基本方針

ａ．重大事故等の発生の防止のための措置 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解により発生す

る水素による爆発」に対して重大事故等の発生の防止のための措置を

講ずることとし，これらの重大事故等の発生の防止のための措置の基

本方針は，単独発生の場合も同時発生の場合も同じであり，「7. (２) 

蒸発乾固への対処の基本方針」の「ａ．蒸発乾固の発生の防止のため

の措置」及び「8. (２) 放射線分解により発生する水素による爆発への

対処の基本方針」の「ａ．水素爆発の発生の防止のための措置」に記

載したとおりである。 
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ｂ．重大事故等の拡大防止対策 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」，「放射線分解により発生する

水素による爆発」及び「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失」に対

して重大事故等の拡大の防止のための措置を講じることとし，これら

の重大事故等の拡大の防止のための措置の基本方針は，単独発生の場

合も同時発生の場合も同じであり，「7. (２) 蒸発乾固への対処の基本

方針」の「ｂ．蒸発乾固の拡大の防止のための措置」，「8. (２) 放射

線分解により発生する水素による爆発への対処の基本方針」の「ｂ．

水素爆発の拡大の防止のための措置」及び「11. (３) 想定事故１及び想

定事故２への対処の基本方針」に記載したとおりである。 
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13.1.1 重大事故等の発生の防止のための措置 

13.1.1.1 重大事故等が同時発生した場合の重大事故等の発生の防止のた

めの措置の具体的内容 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」，「放射線分解により発生する水

素による爆発」及び「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失（想定事故

２）」が同時に発生した場合においても，重大事故等の発生の防止のた

めの措置は，単独で発生した場合と同じであり，「7.2 蒸発乾固の発生

の防止のための措置」及び「8.2 水素爆発の発生の防止のための措置」

に記載したとおりである。 

また，重大事故等が同時発生した場合の各建屋において実施される対

策と所要時間を第13.1.1－１図から第13.1.1－○図に示す。 
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13.1.1.2 重大事故等の同時発生時の発生の防止のための措置の有効性評

価 

  重大事故等の発生の防止のための措置が講じられるタイミングは，冷

却機能の喪失による蒸発乾固の観点では，沸騰前の状態であり，水素掃

気機能の喪失による水素爆発の観点では，機器気相部の水素濃度が８ｖ

ｏｌ％に至る前の状態である。 

  これらの状態では，事故時影響がほぼ健在化していない状態であり，

重大事故等が単独で発生している状態と大きく変わるものではないこと

から，重大事故等の発生の防止のための措置の有効性評価における評価

条件等は，基本的には，「7.2.2 蒸発乾固の発生の防止のための措置の

有効性評価」及び「8.2.2 水素爆発の発生の防止のための措置の有効性

評価」に記載したとおりである。 

 

 (１) 有効性評価の方法 

   重大事故等の発生の防止のための措置が講じられている状態は，事

故時影響がほぼ健在化していない状態であり，重大事故等が単独で発

生している状態と大きく変わるものではないことから，「7.2.2 蒸発

乾固の発生の防止のための措置の有効性評価」及び「8.2.2 水素爆発

の発生の防止のための措置の有効性評価」に記載した内容と同じであ

る。 

 

 (２) 有効性評価の条件 

重大事故等の発生の防止のための措置が講じられている状態は，事

故時影響がほぼ健在化していない状態であり，重大事故等が単独で発

生している状態と大きく変わるものではないことから，「7.2.2 蒸発
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乾固の発生の防止のための措置の有効性評価」及び「8.2.2 水素爆発

の発生の防止のための措置の有効性評価」に記載した内容と同じであ

る。 

 ａ．事故条件 

(ａ) 起因事象 

   有効性評価の前提となる設計上定める条件より厳しい条件は，動的

機器の動的機能を広範囲に喪失させ，安全冷却水系の冷却機能及び安

全圧縮空気系の水素掃気機能が同時に喪失する「地震」を条件とし，

これらの系統を構成する動的機器が全て損傷することを想定する。 

(ｂ) 安全機能の喪失に対する仮定 

   設計上定める条件より厳しい条件における外部事象の「地震」を条

件とした場合の安全機能の喪失の想定は，基準地震動の1.2倍の地震動

を入力した場合においても必要な機能を損なわない設計とした設備以

外の設備は全て機能喪失するものとし，また，全ての動的機能の喪失

を前提として，外部電源も含めた全ての電源喪失も想定していること

から，更なる安全機能の喪失は想定しない。 

 

 ｂ．重大事故等への対処に関連する機器条件 

   重大事故等の同時発生を想定した場合であっても，重大事故等への

対処に関連する機器条件に変更はなく，「7.2.2 蒸発乾固の発生の防

止のための措置の有効性評価」及び「8.2.2 水素爆発の発生の防止の

ための措置の有効性評価」に記載した内容と同じである。 

 

 ｃ．重大事故等への対処に関連する操作条件 

   「7.2.2 蒸発乾固の発生の防止のための措置の有効性評価」及び
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「8.2.2 水素爆発の発生の防止のための措置の有効性評価」に記載し

ている各重大事故等の操作条件は，重大事故等が同時発生した場合を

前提として整備したものであることから，重大事故等が同時発生した

場合においても同じである。 

重大事故等の発生が想定される機器における沸騰に至るまでの時間

及び未然防止濃度に至るまでの時間は第13－１表に示すとおりである。 

 

 ｄ．評価シナリオ 

   重大事故等の発生の防止のための措置が講じられている状態は，事

故時影響がほぼ健在化していない状態であり，重大事故等が単独で発

生している状態と大きく変わるものではないことから，「7.2.2 蒸発

乾固の発生の防止のための措置の有効性評価」及び「8.2.2 水素爆発

の発生の防止のための措置の有効性評価」に記載した内容と同じであ

る。 

 

 ｅ．評価条件 

重大事故等の発生の防止のための措置が講じられている状態は，事

故時影響がほぼ健在化していない状態であり，重大事故等が単独で発

生している状態と大きく変わるものではないことから，「7.2.2 蒸発

乾固の発生の防止のための措置の有効性評価」及び「8.2.2 水素爆発

の発生の防止のための措置の有効性評価」に記載した内容と同じであ

る。 

 

 (３) 有効性評価の判断基準 

   重大事故等が同時発生した場合であっても，有効性評価の判断基準
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は変わらず，「7.2.2 蒸発乾固の発生の防止のための措置の有効性評

価」及び「8.2.2 水素爆発の発生の防止のための措置の有効性評価」

に記載したとおりである。 

 

 (４) 有効性評価の結果 

 ａ．内部ループへの通水 

重大事故等の発生の防止のための措置が講じられる状態では，事故

影響が健在化していないことから，重大事故等が同時発生した場合も

単独で発生した場合も事故時環境に相違はなく，内部ループへの通水

に関する作業計画は，重大事故等の同時発生を前提として整備してい

ることから，「7.2.2 蒸発乾固の発生の防止のための措置の有効性評

価」に記載した内容と同じである。 

 

 ｂ．圧縮空気の供給 

   重大事故等の発生の防止のための措置が講じられる状態では，事故

影響が健在化していないことから，重大事故等が同時発生した場合も

単独で発生した場合も事故時環境に相違はなく，水素爆発の再発を防

止するための圧縮空気の供給に関する作業計画は，重大事故等の同時

発生を前提として整備していることから，「8.2.2 水素爆発の発生の

防止のための措置の有効性評価」に記載した内容と同じである。 

    

 (５) 評価条件の不確かさの影響評価 

 ａ．実施組織要員の操作の時間余裕に与える影響 

   重大事故等の同時発生時における実施組織要員の操作の時間余裕で

ある沸騰に至るまでの時間及び機器気相部の未然防止濃度に至るまで
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の時間に与える影響を以下のとおり評価し，影響がないことを確認し

た。 

 (ａ) 外部電源の考慮の観点 

安全冷却水系の冷却機能が喪失した後の溶液が沸騰に至るまでの時

間及び安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した後の機器内の水素濃

度が未然防止濃度に至るまでの時間は，外部電源の有無によらず同じ

である。設計上定める条件より厳しい条件の想定に係らず，実施組織

要員の操作の時間余裕に与える影響はない。 

 (ｂ) 実際の熱条件が沸騰に至るまでの時間へ与える影響の観点 

   機器表面からセル雰囲気への放熱の効果は，水素掃気機能の喪失の

有無に因らないことから，重大事故等が同時に発生した場合であって

も，蒸発乾固が単独で発生した場合と変わることはなく，「7.2.2 蒸

発乾固の発生の防止のための措置の有効性評価」に記載したとおりで

ある。  

 (ｃ) 実際の水素発生量，空間容積及び空間における混合の観点 

機器が未然防止濃度に到達するまでの時間を算出するに当たって，

機器の水素発生量及び空間容量が必要となる。機器の水素発生量につ

いては平常運転時の最大の崩壊熱密度，平常運転時の最大の公称容量

及び水素発生量が多くなる溶液性状を基に算出し，空間容量について

は機器が平常運転時の最大の溶液量を取り扱っているものとして設定

している。 

溶液の崩壊熱密度の平均値は，最大値に対して1.0倍から1.2倍程度

の安全余裕を有している。 

また、時間余裕の評価は、機器の空間容量の８ｖｏｌ％相当の水素

が発生するまでの時間としており、気相部における気体の混合を考慮
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したものではない。発生した水素が、機器の空間部で完全混合し、体

積一定における水素濃度推移を評価すると、機器の空間容量及び水素

発生量に依存するが、数％程度時間余裕が伸びる結果になる。 

さらに，実際の運転時には，全ての機器が公称容量を保有している

わけではなく，公称容量よりも少ない容量を保有している状態が想定

されるが，この場合，溶液の崩壊熱は小さくなり，水素濃度が未然防

止濃度に至るまでの時間が延びることになる。 

一方，安全冷却水系の冷却機能が喪失することにより，溶液の温度

は蒸発乾固の発生の防止のための措置の間に上昇する可能性がある。

このため，水素発生量は溶液の対流に伴い見かけ上大きくなる可能性

があるが，沸騰前であり水素発生量に与える影響は小さい。 

以上より、全ての機器においてより長い時間となる可能性があるが、

実施組織要員の操作に対しては余裕が生じる方向であることから、実

施組織要員の操作の時間余裕に与える影響は無視できる。 

 (ｄ) 実施組織要員の操作の観点 

   「認知」，「要員配置」，「移動」，「操作所要時間」，「他の並

列操作有無」及び「操作の確実さ」が実施組織要員の操作の時間余裕

に与える影響は，重大事故等が同時に発生することを考慮し，対処の

制限時間である沸騰に至るまでの時間及び機器気相部の水素濃度が未

然防止濃度に至るまでの時間に対して，重大事故等対策の実施に必要

な準備作業を２時間前までに完了できるよう計画することで，これら

要因による影響を低減している。 

   また，作業計画の整備は，作業項目ごとに余裕を確保して整備して

おり，実際の重大事故等への対処では，重大事故等が同時発生した場

合であっても，より早く作業を完了することができる。また，可搬型
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重大事故等対処設備の偶発的な単一故障を仮定した場合であっても，

予備の可搬型重大事故等対処設備を２時間以内に設置することができ

ることは，重大事故等が同時発生した場合であっても同じであること

から，余裕として確保した２時間以内に重大事故等対策を再開するこ

とができる。 

 (ｄ) 作業環境の観点 

   沸騰開始までは，有意な作業環境の悪化はなく，内部ループへの通

水の準備及び実施並びに圧縮空気の供給の準備及び実施は，いずれの

対応も沸騰開始前までに実施することから，作業環境が実施組織要員

の操作の時間余裕に影響を与えることはない。 

分離建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋につい

ては，圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットにより機器に圧縮空気が供

給される。機器を経由後の放射性物質を含む空気が漏えいすることに

よる汚染が考えられるが，防護具の装着により作業が可能であること

から，作業環境が実施組織要員の操作の時間余裕に影響を与えること

はない。 

   また，「火山」を想定した場であっても，建屋外における重大事故

等対策に係る作業は，降灰予報を受けて作業に着手することから，内

部ループへの通水の関する準備作業及び圧縮空気の供給に関する準備

作業が降灰の影響を受けることはない。降灰発生後は，対策の維持に

必要な燃料の運搬が継続して実施されるが，除灰作業を並行して実施

することを前提に作業計画を整備しており，重大事故等対策を維持す

ることが可能である。 

 

ｂ．評価項目に与える影響 
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沸騰に至るまでの時間に与える影響及び内部ループへの通水の準備

に要する時間に与える影響，水素爆発を未然に防止するための圧縮空

気の供給の準備に要する時間に与える影響は，「ａ．実施組織要員の

操作の時間余裕に与える影響」に記載したとおりである。 

内部ループへの通水実施時の溶液の温度は，内部ループへの通水の

準備に要する時間及び実際の熱条件に依存して変動するが，これらの

影響は「ａ．実施組織要員の操作の時間余裕に与える影響」に記載し

たとおりである。また，機器内の水素濃度が可燃限界濃度未満になる

までの時間に与える影響は，機器内の初期水素濃度を８ｖｏｌ％と厳

しい値として設定した。圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニットにより24

時間は８ｖｏｌ％未満に維持されること，分離建屋，精製建屋及びウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋において24時間以内に水素爆発の発

生の防止のための措置を完了できることから，機器内水素濃度は８ｖ

ｏｌ％より低くなる。更に，実際の水素発生量，空間容量及び空間に

おける混合を考慮すると，更に水素濃度は低下し，可燃限界濃度未満

になるまでの時間は短くなる。安全冷却水系の冷却機能が喪失するこ

とにより，溶液の温度は蒸発乾固の発生の防止のための措置の間に上

昇する可能性がある。このため，水素発生量は溶液の対流に伴い見か

け上大きくなる可能性があるが，沸騰前であり水素発生量に与える影

響が小さいことから，可燃限界濃度未満になるまでの時間に与える影

響は小さい。 

内部ループへの通水時の平衡温度は，内部ループへの通水の開始タ

イミング及び通水流量に応じて変動するが，重大事故等が同時発生し

た場合であっても，単独で発生した場合であっても，変動の傾向が変

わるものではなく， 「7.2.2 蒸発乾固の発生の防止のための措置の
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有効性評価」に記載したとおりである。 

機器内の水素濃度の平衡値は，液量が公称容量であり水素発生量が

想定される範囲のうち最大の条件で計算した値である。実際の液量を

考慮すると，水素濃度の平衡値は小さくなる。安全冷却水系の冷却機

能が喪失することにより，溶液の温度は蒸発乾固の発生の防止のため

の措置の間に上昇する可能性がある。このため，水素発生量は溶液の

対流に伴い見かけ上大きくなる可能性があるが，沸騰前であり水素発

生量に与える影響が小さいことから，水素濃度の平衡値に与える影響

は小さい。 

 (６) 判断基準への適合性の検討 

「7.2.2 蒸発乾固の発生の防止のための措置の有効性評価」及び

「8.2.2 水素爆発の発生の防止のための措置の有効性評価」に記載し

たとおりである。 

重大事故等が同時に発生した場合であっても，内部ループへの通水

は，沸騰開始前までに内部ループへの通水に係る準備作業を完了し，

沸騰開始前に，内部ループへの通水することで，溶液の温度を沸点未

満に維持し，溶液が沸騰に至ることを防止でき，可搬型空気圧縮機に

よる圧縮空気の供給は，機器内の水素濃度が未然防止濃度に到達する

前に圧縮空気の供給に係る準備作業を完了し，水素掃気用安全圧縮空

気系，かくはん用安全圧縮空気系又は発生防止用圧縮空気供給系経由

で機器に圧縮空気を供給することで，機器内の水素濃度を可燃限界濃

度未満に維持し，水素爆発に至ることを防止している。 

評価条件の不確かさについて確認した結果，運転員等操作時間に与

える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は，重大事故等

の同時発生を想定した場合であっても小さい。 
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また，「地震」以外の設計上定める条件より厳しい条件のうち，「地

震」とは異なる特徴を有する「火山」を条件とした場合に有効性評価

へ与える影響を分析した。 

「火山」を条件とした場合には，建屋外における内部ループへの通

水の準備及び建屋外における水素爆発の発生の防止のための措置の準

備に要する時間に与える影響並びに内部ループへの通水及び水素爆発

の発生の防止のための措置の維持に与える影響を分析し，降灰予報を

受けて建屋外作業に着手すること及び除灰作業を織り込んだ作業計画

を整備していることで，これらの対処の有効性へ与える影響が排除さ

れていることを確認した。 

以上のことから，重大事故等が同時発生した場合であっても，内部

ループへの通水により蒸発乾固の発生を未然に防止でき，水素爆発の

発生の防止のための措置により水素爆発の発生を未然に防止できる。 

以上より，「(３) 有効性評価の判断基準」を満足する。 
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13.1.2 重大事故等の拡大の防止のための措置 

13.1.2.1 重大事故等が同時発生した場合の重大事故等の拡大の防止のた

めの措置の具体的内容 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」，「放射線分解により発生する水

素による爆発」及び「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失（想定事故

２）」が同時に発生した場合においても，重大事故等の拡大の防止のた

めの措置のうちの，「機器への注水及び冷却コイル等への通水」，「水素

爆発の再発を防止するための空気の供給」及び「想定事故２ に対する具

体的対策」は，単独で発生した場合も同時発生した場合も同じであり，

「7.3.1.1 機器への注水及び冷却コイル等への通水」，「8.3.1.1 水

素爆発の再発を防止するための空気の供給」及び「11.2.1 想定事故２ 

に対する具体的対策」に記載したとおりである。 

また，重大事故等が同時発生した場合の各建屋において実施される対

策と所要時間を第○図から第○図に示す。 
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13.1.2.2 重大事故等の同時発生時の拡大の防止のための措置の有効性評

価 

  重大事故等の発生の防止のための措置が有効に機能せず，重大事故等

の拡大の防止のための措置へ移行した場合には，重大事故等の事故影響

が健在化する。したがって，重大事故等の拡大の防止のための措置の有

効性評価では，蒸発乾固及び水素爆発が同一の機器内で発生する場合に

は，相互に与える影響を考慮する必要がある。発生が想定される重大事

故等と設備又は機器の関係は第13－１表のとおりである。 

  水素爆発が蒸発乾固に与える影響は，水素爆発に伴い生じるエネルギ

ーは数十ＭＪ程度であり，水素爆発により生じたエネルギーが全て溶液

に付加されることを仮定したとしても，溶液の温度上昇は１℃未満であ

り，貯槽からの実際の放熱による除熱効果を考慮すれば，その影響は無

視できる程度であることから，水素爆発の影響によって蒸発乾固の事象

進展が影響を受けることはないと言える。 

  一方，溶液の沸騰が水素爆発に与える影響は，沸騰による溶液のＧ値

の増加に伴い，水素発生量が増加するものの，沸騰に伴い発生する蒸気

により，機器気相部の水素が掃気され，水素爆発が発生し難い方向へ状

態が移行するという特徴を有する。 

  以上より，重大事故等の拡大の防止のための措置の有効性評価におけ

る評価条件等は，水素掃気のための圧縮空気流量の必要量が増加する観

点が追加となるのみであり，基本的には，「7.3.2 蒸発乾固の拡大の防

止のための措置の有効性評価」，「8.3.2 水素爆発の拡大の防止のため

の措置の有効性評価」及び「11.2.2 想定事故２ に対する有効性評価」

に記載したとおりである。 
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 (１) 有効性評価の方法 

重大事故等の拡大の防止のための措置のうち，機器への注水，冷却

コイル等への通水，水素爆発の再発を防止するための空気の供給及び

代替補給水設備（ 注水）による燃料貯蔵プール等への注水は，

「7.3.2 蒸発乾固の拡大の防止のための措置の有効性評価」，

「8.3.2 水素爆発の拡大の防止のための措置の有効性評価」及び

「11.2.2 想定事故２ に対する有効性評価」に記載したとおりである。 

ただし，水素爆発の拡大の防止のための措置の圧縮空気の供給量は，

沸騰によるＧ値上昇に伴う水素発生量の増加を考慮しても，機器内の

水素濃度が未然防止濃度に至るまでの時間よりも前に，水素爆発が続

けて生じることを防止するために必要な機器への圧縮空気の供給の準

備を完了でき，圧縮空気を供給することで、機器気相部の水素濃度が

未然防止濃度に至らずに低下傾向を示し，可燃限界濃度未満で平衡に

達することを評価する。 

また，大気中への放射性物質の放出量の評価は，重大事故等が同時

発生した影響を考慮して評価する。 

 

 (２) 有効性評価の条件 

   重大事故等の拡大の防止のための措置の有効性評価の対象となる設

備及び機器は，「7.3.2 蒸発乾固の拡大の防止のための措置の有効性

評価」，「8.3.2 水素爆発の拡大の防止のための措置の有効性評価」

及び「11.2.2 想定事故２ に対する有効性評価」に記載したとおりで

ある。 

 ａ．事故条件 
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(ａ) 起因事象 

   有効性評価の前提となる設計上定める条件より厳しい条件は，動的

機器の動的機能を広範囲に喪失させ，安全冷却水系の冷却機能，安全

圧縮空気系の水素掃気機能，プール水冷却系配管の破損によるサイフ

ォン効果及びスロッシングによりプール水の小規模な漏えいが発生す

るとともに， 冷却機能及び注水機能が同時に喪失する「地震」を条件

とし，これらの系統を構成する動的機器が全て損傷することを想定す

る。 

(ｂ) 安全機能の喪失に対する仮定 

   設計上定める条件より厳しい条件における外部事象の「地震」を条

件とした場合の安全機能の喪失の想定は，基準地震動の1.2倍の地震動

を入力した場合においても必要な機能を損なわない設計とした設備以

外の設備は全て機能喪失するものとし，また，全ての動的機能の喪失

を前提として，外部電源も含めた全ての電源喪失も想定していること

から，更なる安全機能の喪失は想定しない。 

 

 ｂ．重大事故等への対処に関連する機器条件 

   重大事故等の同時発生を想定した場合であっても，重大事故等への

対処に関連する機器条件に変更はなく，「7.3.2 蒸発乾固の拡大の防

止のための措置の有効性評価」，「8.3.2 水素爆発の拡大の防止のた

めの措置の有効性評価」及び「11.2.2 想定事故２ に対する有効性評

価」に記載したとおりである。 

 

 ｃ．重大事故等への対処に関連する操作条件 

「7.3.2 蒸発乾固の拡大の防止のための措置の有効性評価」，
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「8.3.2 水素爆発の拡大の防止のための措置の有効性評価」及び

「11.2.2 想定事故２ に対する有効性評価」に記載している各重大事

故等の操作条件は，重大事故等が同時発生した場合を前提として整備

したものであることから，重大事故等が同時発生した場合においても

同じである。 

重大事故等の発生が想定される機器における沸騰に至るまでの時間

及び未然防止濃度，プール水が沸騰に至るまでの時間は第13－１表に

示すとおりである。 

 

 ｄ．評価シナリオ 

重大事故等が同時発生した場合，水素発生量に違いが生じるものの，

重大事故等の拡大の防止のための措置の内容に違いはなく，「7.3.2 

蒸発乾固の拡大の防止のための措置の有効性評価」，「8.3.2 水素爆

発の拡大の防止のための措置の有効性評価」及び「11.2.2 想定事故

２ に対する有効性評価」に記載した内容と同じである。 

 

 ｅ．評価条件 

 (ａ) 機器への注水及び冷却コイル等への通水 

   水素爆発により生じるエネルギーは数十ＭＪ程度であり，水素爆発

の影響によって蒸発量及び必要な除熱量が有意に変動することはなく，

「7.3.2 蒸発乾固の拡大の防止のための措置の有効性評価」と同じで

ある。 

 (ｂ) 水素爆発の再発を防止するための空気の供給 

重大事故等が同時発生した場合，沸騰に伴いＧ値が増加し，水素発

生量が増加する。重大事故等が同時発生した場合における水素発生量
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の評価条件を第13.1.2－１表に示す。 

 (ｃ) 代替補給水設備（ 注水）による燃料貯蔵プール等への注水 

重大事故等が同時発生した場合であっても，事故状態が変化するこ

とはなく，「11.2.2 想定事故２ に対する有効性評価」に記載したと

おりである。 

 (ｄ) 大気中への放射性物質の放出量 

  ⅰ．溶液の沸騰前の水素掃気用の圧縮空気に同伴する放射性物質の放

出量評価 

 空気貯槽（水素掃気用），圧縮空気貯槽又は圧縮空気ユニット及

び手動圧縮空気ユニット（以下13.では「空気貯槽等」という）から

供給される圧縮空気に同伴する放射性物質は，事故影響が健在化する

前の平常運転状態における機器気相部の放射性物質が対象であり，重

大事故等が同時発生した場合であっても，溶液が沸騰する等，事故影

響が健在化するまでの間の機器気相部の状態に変化はなく，「8.3.2 

水素爆発の拡大の防止のための措置の有効性評価」に記載した内容と

同じである。 

 

  ⅱ．溶液の沸騰後の事態の収束までの主排気筒から大気中への放射性

物質の放出量評価 

  (ⅰ) 重大事故等が同時発生した場合でも，放射性物質の放出量評価の

対象となる機器が保有する放射性物質量に違いはない。 

  (ⅱ) 溶液の沸騰に伴い気相中に移行する放射性物質の割合は，溶液が

沸騰している状態において，機器気相部で水素爆発が発生すること

で，機器外への移行量が増大する可能性があるものの，設定してい

る移行割合は，試料容器以降で捕集された物質も対象とし，本来，
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移行率に含まれない粗大粒子を含めて設定している。以上より，重

大事故等の同時発生を想定した場合であっても溶液の沸騰に伴い気

相中に移行する放射性物質の割合に違いはなく，「7.3.2 蒸発乾固

の拡大の防止のための措置の有効性評価」に記載した内容と同じで

ある。 

  (ⅲ) 溶液が沸騰を開始してから乾燥・固化に至るまでの期間のうち，

放射性物質の放出に寄与する時間割合は，冷却コイル等への通水実

施までの時間に依存するが，冷却コイル等への通水実施のための作

業計画は，重大事故等が同時発生した場合を前提として構築されて

おり，「7.3.2 蒸発乾固の拡大の防止のための措置の有効性評価」

に記載した内容と同じである。 

  (ⅳ) 放射性物質の除染係数は，水素爆発による風量増加が影響する可

能性があるものの，風量増加は瞬時の現象であり，恒常的に除染係

数が悪化することは想定されないことから，「7.3.2 蒸発乾固の拡

大の防止のための措置の有効性評価」に記載した内容と同じである。 

 

  ⅲ．水素爆発を未然に防止するための圧縮空気の供給又は水素爆発の

再発を防止するための圧縮空気の供給が成功した場合の主排気筒か

ら大気中への放射性物質の放出量評価 

    沸騰開始前までは，機器気相部の放射性物質の濃度に変化はなく，

「8.3.2 水素爆発の拡大の防止のための措置の有効性評価」に記載

した内容と同じである。また，溶液が沸騰した後は，沸騰に伴う放

射性物質の移行に包含され，その影響は上記ⅱ．に記載したとおり

である。 
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  ⅳ．水素爆発を想定する場合の主排気筒から大気中への放射性物質の

放出量評価 

  (ⅰ) 重大事故等が同時発生した場合でも，放射性物質の放出量評価の

対象となる機器が保有する放射性物質量に違いはなく，「8.3.2 水

素爆発の拡大の防止のための措置の有効性評価」に記載した内容と

同じである。 

  (ⅱ) 気相に移行する割合は，沸騰している状態では蒸気により機器の

気相部の気体が掃気され水素濃度が低下することにより，爆発によ

り発生する圧力が低下するが，「8.3.2 水素爆発の拡大の防止のた

めの措置の有効性評価」に記載した内容と同じとする。 

  (ⅲ) 事故の影響を受ける割合は，水素爆発時の機器内の溶液の深さに

依存するパラメータであり，沸騰をしている状態で液深さが減少す

るものではないことから，「8.3.2 水素爆発の拡大の防止のための

措置の有効性評価」に記載した内容と同じである。 

  (ⅳ) 放射性物質の除染係数は，「8.3.2 水素爆発の拡大の防止のため

の措置の有効性評価」に記載した内容と同じである。 

 

 (３) 有効性評価の判断基準 

   重大事故等が同時発生した場合であっても，有効性評価の判断基準

は変わらず，「7.3.2 蒸発乾固の拡大の防止のための措置の有効性評

価」，「8.3.2 水素爆発の拡大の防止のための措置の有効性評価」及

び「11.2.2 想定事故２ に対する有効性評価」に記載したとおりであ

る。 

 

 (４) 有効性評価の結果 
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 ａ．機器への注水 

   上述のとおり，水素爆発の影響が蒸発速度へ影響することはなく，

機器への注水に関する作業計画も，重大事故等の同時発生を前提とし

て整備していることから，「7.3.2 蒸発乾固の拡大の防止のための措

置の有効性評価」に記載した内容と同じである。 

 

 ｂ．冷却コイル等への通水 

上述のとおり，水素爆発の影響が崩壊熱除去機能へ影響することは

なく，冷却コイル等への通水に関する作業計画も，重大事故等の同時

発生を前提として整備していることから，「7.3.2 蒸発乾固の拡大の

防止のための措置の有効性評価」に記載した内容と同じである。 

 

 ｃ．水素爆発の再発を防止するための圧縮空気の供給 

   水素爆発の再発を防止するための圧縮空気の供給に関する作業計画

は，重大事故等の同時発生を前提として整備していることから，

「8.3.2 水素爆発の拡大の防止のための措置の有効性評価」に記載し

た内容と同じである。 

   機器内の水素濃度の推移は，沸騰による溶液のＧ値の増加を考慮し

ても機器内の水素濃度を４ｖｏｌ％未満に維持することができる量の

圧縮空気を供給することから，機器内水素濃度が４ｖｏｌ％を超えて

いる場合においては圧縮空気の供給の開始と同時に水素濃度が低下す

る。 

   以上の有効性評価結果を第13.1.2－２表から第13.1.2－○表に，対

策実施時のパラメータの変位を第13.1.2－１図に示す。 
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 ｄ．代替補給水設備（ 注水）による燃料貯蔵プール等への注水 

重大事故等が同時発生した場合であっても，想定事故２の事故状態

が変わることはなく，代替補給水設備（ 注水）による燃料貯蔵プール

等への注水に関する作業計画も，重大事故等の同時発生を前提として

整備していることから，「11.2.2 想定事故２ に対する有効性評価」

に記載した内容と同じである。 

 

 ｅ．放射性物質のセルへの導出，凝縮器による発生した蒸気及び放射性

物質の除去，セル及び高性能粒子フィルタによる放射性エアロゾルの

除去 

   空気貯槽等から供給される圧縮空気に同伴する放射性物質の放出量

及び水素爆発を未然に防止するための圧縮空気の供給又は水素爆発の

再発を防止するための圧縮空気の供給が成功した場合における大気中

への放射性物質の放出量及び大気中への放射性物質の放出量（セシウ

ム－137換算）は，重大事故等が同時発生した場合でも単独発生の場合

と同じであり，平常運転時程度であり，「8.3.2 水素爆発の拡大の防

止のための措置の有効性評価」に記載したとおりである。 

   溶液の沸騰から事態の収束までの大気中への放射性物質の放出量

（セシウム－137換算）は，冷却機能の喪失による蒸発乾固が単独で発

生した場合でも，重大事故等が同時に発生した場合でも同じであり，

最も放出量の大きい精製建屋において約５×10－６ＴＢｑとなり，前処

理建屋において約２×10－11ＴＢｑ，分離建屋において約５×10－７ＴＢ

ｑ，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋において約３×10－７ＴＢｑ，

高レベル廃液ガラス固化建屋において約４×10－６ＴＢｑとなる。また，

事態が収束するまでに発生する凝縮水は，漏えい液受皿の容量に対し
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て凝縮水発生量の占める割合が大きい精製建屋において約３ｍ３である。 

水素爆発の発生後から事態の収束までの大気中へ放射性物質の放出

量（セシウム－137換算）は，最も放出量の大きい精製建屋において約

３×10－４ＴＢｑとなり，前処理建屋において約８×10－５ＴＢｑ，分離

建屋において約２×10－４ＴＢｑ，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

において約７×10－５ＴＢｑ，高レベル廃液ガラス固化建屋において約

２×10－３ＴＢｑとなる。 

以上の全ての建屋の蒸発乾固及び水素爆発による放出量を合計した

場合，合計約２×10－３ＴＢｑとなる。 

以上より，放射性物質をセルへ導出する手段，セル及び高性能粒子

フィルタによる放射性エアロゾルを除去する手段，蒸発乾固について

は凝縮器により発生した蒸気及び放射性物質を除去する手段は，重大

事故等の同時発生に伴い気相部へ移行する放射性物質に対して各々十

分な除染効率を確保し，また，放射性物質のセルへの導出に係る準備

作業，凝縮器への冷却水の通水に係る準備作業及び可搬型フィルタ，

可搬型デミスタ，可搬型排風機，可搬型ダクトを建屋換気設備に接続

し，主排気筒から大気中へ放射性物質を管理放出するための準備作業

を実行可能な限り早期に完了させ，これらを稼動させることで事態が

収束するまでの主排気筒から大気中への放射性物質の放出量（セシウ

ム－137換算）が100ＴＢｑを下回り，また，凝縮水の発生量が凝縮水

回収先セルの漏えい液受皿の容量を下回ることから，重大事故等の同

時発生による大気中への放射性物質の異常な水準の放出を防止するこ

とができる。 

以上の有効性評価結果を第○表から第○表に，対策実施時のパラメ

ータの変位を第○図及び第○図に示す。 
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 (５) 評価条件の不確かさの影響評価 

重大事故等の同時発生時における実施組織要員の操作の時間余裕で

ある沸騰に至るまでの時間，機器気相部の未然防止濃度に至るまでの

時間及びプール水が沸騰に至るまでの時間に与える影響を以下のとお

り評価し，影響がないことを確認した。 

 ａ．実施組織要員の操作の時間余裕に与える影響 

 (ａ) 外部電源の考慮の観点 

安全冷却水系の冷却機能が喪失した後の溶液が沸騰に至るまでの時

間，安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した後の機器内の水素濃度

が未然防止濃度に至るまでの時間並びに冷却機能及び注水機能が喪失

した後の燃料貯蔵プール等のプール水が沸騰に至るまでの時間は，重

大事故等が同時発生した場合であっても外部電源の有無によらず同じ

である。設計上定める条件より厳しい条件の想定に係らず，実施組織

要員の操作の時間余裕に与える影響はない。 

 (ｂ) 実際の熱条件の観点 

   水素爆発により生じるエネルギーは数十ＭＪ程度であり，水素爆発

により生じたエネルギーが全て溶液に付与されたとしても，溶液温度

上昇は１℃未満と限定的であり，「7.3.2 蒸発乾固の拡大の防止のた

めの措置の有効性評価」に記載した内容と同じである。 

 (ｃ) 実際の水素発生量，空間容量及び空間における混合の観点 

機器が未然防止濃度に到達するまでの時間を算出するに当たって，

機器の水素発生量及び空間容量が必要となる。機器の水素発生量につ

いては平常運転時の最大の崩壊熱密度，平常運転時の最大の公称容量

及び水素発生量が多くなる溶液性状を基に算出し，空間容量について
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は機器が平常運転時の最大の溶液量を取り扱っているものとして設定

している。 

溶液の崩壊熱密度の平均値は，最大値に対して1.0倍から1.2倍程度

の安全余裕を有している。 

また、時間余裕の評価は、機器の空間容量の８ｖｏｌ％相当の水素

が発生するまでの時間としており、気相部における気体の混合を考慮

したものではない。発生した水素が、機器の空間部で完全混合し、体

積一定における水素濃度推移を評価すると、機器の空間容量及び水素

発生量に依存するが、数％程度時間余裕が伸びる結果になる。 

さらに，実際の運転時には，全ての機器が公称容量を保有している

わけではなく，公称容量よりも少ない容量を保有している状態が想定

されるが，この場合，溶液の崩壊熱は小さくなり，水素濃度が未然防

止濃度に至るまでの時間が延びることになる。 

一方，安全冷却水系の冷却機能が喪失することにより，溶液の温度

は蒸発乾固の発生の防止のための措置の間に上昇する可能性がある。

このため，水素発生量は溶液の対流に伴い見かけ上大きくなる可能性

があるが，沸騰前であり水素発生量に与える影響は小さい。 

以上より、全ての機器においてより長い時間となる可能性があるが、

実施組織要員の操作に対しては余裕が生じる方向であることから、実

施組織要員の操作の時間余裕に与える影響は無視できる。（前にでた内

容と同じなら記載を簡略化） 

 (ｄ) 崩壊熱量及び初期水温の観点 

   重大事故等が同時発生した場合であっても，想定事故２の事故状態

が変わるものではないことから，「11.2.2 想定事故２に対する有効

性評価」に記載したとおりである。 
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(ｅ) 実施組織要員の操作の観点 

   「認知」，「要員配置」，「移動」，「操作所要時間」，「他の並

列操作有無」及び「操作の確実さ」が実施組織要員の操作の時間余裕

に与える影響を考慮し，対処の制限時間である沸騰に至るまでの時間

又は機器内の水素濃度が未然防止濃度に至るまでの時間に対して，重

大事故等対策の実施に必要な準備作業を２時間前までに完了できるよ

う計画することで，これら要因による影響を低減している。検討中

（Ｆの記載追加） 

   また，作業計画の整備は，重大事故等が同時発生することを前提と

して整備しており，また，作業項目ごとに余裕を確保して整備してお

り，実際の重大事故等への対処では，より早く作業を完了することが

できる。また，可搬型重大事故等対処設備の偶発的な単一故障を仮定

した場合であっても，予備の可搬型重大事故等対処設備を２時間以内

に設置することができることから，余裕として確保した２時間以内に

重大事故等対策を再開することができる。 

 (ｆ) 作業環境の観点 

   「13.1.1.2 重大事故等の同時発生時の発生の防止のための措置の

有効性評価」に記載した内容と同じである。 

 

 ｂ．評価項目に与える影響 

沸騰に至るまでの時間に与える影響及び蒸発乾固の拡大の防止のた

めの措置の準備に要する時間に与える影響，水素爆発の拡大の防止の

ための措置の準備に要する時間に与える影響及び代替補給水設備（ 注

水）による燃料貯蔵プール等への注水の準備に要する時間に与える影

響は，「ａ．実施組織要員の操作の時間余裕に与える影響」に記載し
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たとおりである。 

   検討中（記載内容の充実化） 

 

 (６) 判断基準への適合性の検討 

重大事故等が同時発生した場合における，蒸発乾固の発生が想定さ

れる機器への注水手段，冷却コイル等への通水手段，圧縮空気の供給

手段，代替補給水設備（ 注水）による燃料貯蔵プール等への注水手段，

機器において気相へ移行した放射性物質をセルへ導出する手段，凝縮

器により発生した蒸気及び放射性物質を除去し，セル及び高性能粒子

フィルタによる放射性エアロゾルを除去する手段を整備しており，こ

れらの対策について，設計上定める条件より厳しい条件における外部

事象の「地震」を条件として有効性評価を行った。 

機器への注水は，重大事故等が同時発生した場合であっても，沸騰

開始前までに機器への注水に係る準備作業を完了し，沸騰後，沸騰に

伴い減少した溶液を補填するため，定期的に機器へ注水することで，

蒸発乾固が進行することを防止している。 

また，実施組織要員に余裕ができた時点で，機器への注水により蒸

発乾固が進行するのを防止している状態を維持しながら，冷却コイル

等への通水の準備に着手し，準備が完了した後に実施することで，溶

液の温度を沸点未満へ移行させることで，蒸発乾固の事態の収束を図

り，安定状態を維持できる。 

圧縮空気の供給は，検討中（記載内容検討中） 

代替補給水設備（ 注水）による燃料貯蔵プール等への注水は，検討

中（記載内容検討中） 

放射性物質をセルへ導出する手段，凝縮器により発生した蒸気及び

13－29



放射性物質を除去し，セル及び高性能粒子フィルタによる放射性エア

ロゾルを除去する手段は，蒸発乾固に伴い気相部へ移行する放射性物

質に対して各々十分な除染効率を確保し，大気中への放射性物質の放

出量を可能な限り低減している。また，放射性物質のセルへの導出に

係る準備作業，凝縮器への冷却水の通水に係る準備作業及び可搬型フ

ィルタ，可搬型デミスタ，可搬型排風機，可搬型ダクトを建屋換気設

備に接続し，主排気筒から大気中へ放射性物質を管理放出するための

準備作業を沸騰開始前で実行可能な限り早期に完了させ，これらを稼

動させることで主排気筒から大気中への放射性物質の放出量を低減で

きる。事態が収束するまでの沸騰による主排気筒から大気中への放射

性物質の放出量（セシウム－137 換算）は，使用済燃料貯蔵建屋以外の

全ての建屋で合計約２×10－３ＴＢｑである。検討中（数字整理中） 

評価条件の不確かさについて確認した結果，運転員等操作時間に与

える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は，重大事故等

の同時発生を想定した場合であっても，無視できる又は小さいことを

確認した。 

また，「地震」以外の設計上定める条件より厳しい条件のうち，「地

震」とは異なる特徴を有する「火山」を条件とした場合に有効性評価

へ与える影響を分析した。この結果，「地震」以外の条件においても，

蒸発乾固の拡大の防止のための措置が有効であることが確認した。 

以上の有効性評価は，蒸発乾固の発生が想定される５建屋，13 機器

グループ，53 貯槽の全て，水素爆発の発生が想定される５建屋，５機

器グループ，○貯槽の全て及び使用済燃料受入れ・貯槽施設において

重大事故等が同時発生することを前提として評価を実施し，上述のと

おり重大事故等対策が有効であることを確認した。また，想定される
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事故時環境において，蒸発乾固の発生が想定される機器に接続する安

全機能を有する機器が，損傷又は機能劣化することはなく，他の重大

事故等が連鎖して発生することがないことを確認した。 

以上のことから，重大事故等が同時発生したとしても，単独発生を

想定した場合と同様に，冷却機能の喪失による蒸発乾固に対しては，

内部ループへの通水が機能しなかったとしても機器への注水により放

射性物質の発生を抑制し，蒸発乾固の進行を防止でき，冷却コイル等

への通水により事態を収束させることができ，水素掃気機能の喪失に

対しては，～～事態を収束させることができ，プールの注水機能及び

冷却機能の喪失に対しては，～～事態を収束させることができる。 

また，有効性評価で示す大気中への放射性物質の放出量は妥当であ

ると考えられ，大気中への異常な水準の放出を防止することができる。 
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13.2 重大事故等の連鎖 

本章では「6. 臨界事故への対処」，「7. 冷却機能の喪失による蒸

発乾固への対処」，「8. 放射線分解により発生する水素による爆発への

対処」及び「10. 有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応）への対処」において考察した各事象を起因とした重大事故

等の連鎖に係る検討結果について，事象毎に整理する。 
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13.2.1 冷却機能の喪失による蒸発乾固 

13.2.1.1 起因となる蒸発乾固の事象進展，事故規模の分析 

  起因となる蒸発乾固の事象進展，事故規模を分析し，事故影響によっ

て健在化する環境条件の変化を，起因となる蒸発乾固が発生している機器

毎に特定する。特定にあたっては，溶液の性状等の変化に伴って健在化す

る可能性のある現象に留意する。環境条件は，「温度」，「圧力」，「湿

度」，「放射線」，「物質の発生（水素，煤煙，放射性物質）」，「落

下・転倒による荷重」及び「腐食環境」を考慮する。以降，蒸発乾固の発

生を想定する機器（第７－１表）のうち，中継槽を代表として事象進展，

事故規模の分析を行う。 

  なお，凝縮器下流では，凝縮器による蒸気の除去及び廃ガスの温度低

下によって，環境条件はほぼ平常状態となることから，高性能粒子フィル

タによる放射性エアロゾルを除去する手段に使用する常設重大事故等対処

設備及び可搬型重大事故等対処設備が損傷することはない。 

(１) 機器への注水が機能した場合

安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合，機器が保有する溶液が有

する自己崩壊熱により溶液の温度が上昇し，発生防止対策である内部

ループ通水に失敗した場合，溶液は沸騰に至る。機器への注水が機能

した場合における蒸発乾固の事象進展及び事故規模の分析では，機器

への注水が継続して実施されているため，溶液の沸騰状態が継続する

ことを想定する。蒸発乾固の事象進展の特徴及び事故影響分析範囲を

第 13.2.1－１図に示す。 

また，蒸発乾固の発生を想定する機器に内包されている溶液は，溶

解液，抽出廃液，プルトニウム溶液（24ｇＰｕ／Ｌ），プルトニウム濃
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縮液（250ｇＰｕ／Ｌ），高レベル濃縮廃液及び高レベル混合廃液の６

溶液である。蒸発乾固の事象進展，事故規模の分析では，溶液毎に代

表機器を選定し，事象進展，事故規模の分析を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

第 13.2.1－１図 機器への注水が機能した場合における事故影響分析範囲 

 

 ａ．温度 

   溶液毎に沸点は異なるが，保守性を見込んで最も沸点が高くなるプ

ルトニウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ）における沸点を溶解液の沸点とす

る。 

   プルトニウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ）の沸点は，第 13.2.1－２図

（再処理事業指定申請書補足資料［添付書類八］添付資料３ 抜粋）

から読み取る。 

   250ｇＰｕ／Ｌ，硝酸７Ｎのときの沸点は約 119℃となり，貯槽内の

溶液が 70％まで低下し，Ｐｕが 360ｇＰｕ／Ｌ（250ｇＰｕ／Ｌ／0.7）、

硝酸約 7.5Ｎのときの沸点は、120℃～125℃の間と推定される。 

   以上のことから溶解液の沸点は 130℃とする。 
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第 13.2.1－２図 プルトニウム濃縮液（250ｇＰｕ／Ｌ）の沸点設定 

 

 ｂ．圧力 

   第 13.2.1－３図の概要図に示した通り，溶解液が沸騰に至り，機器

内及び系統内が加圧された場合には，水封安全器から圧力が減圧され

る設計となっている。以上のことから，溶解液が沸騰に至ったとして

も，水頭圧を超えることはなく，系統内の圧力は最大でも３ｋＰａ程

度である。 

 

 

 

 

 

 

第 13.2.1－３図 水封安全器の概要図 

 ｃ．湿度 
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溶液が沸騰に至った場合，沸騰蒸気により多湿環境下となる。 

ｄ．放射線 

溶液が沸騰に至ったとしても，機器内の放射線環境は通常環境下か

ら変化することはない。一方，溶液中の放射性物質が沸騰蒸気に伴い

機器外へ移行するため，機器外の放射線量は上昇する。 

ｅ．物質の発生（水素，煤煙，放射性物質）

溶液の沸騰に伴いＧ値が上昇し，水素発生量が増加する。一方，溶

液が沸騰に至ったとしても，煤煙及び新たな放射性物質が発生するこ

とはない。 

ｆ．落下・転倒による荷重

溶液が沸騰に至ったとしても，機器の材質の強度が有意に低下する

ことはなく，機器が落下・転倒することはない。 

ｇ．腐食環境 

沸騰により，機器気相部が硝酸雰囲気になる。 

(２) 機器への注水が機能しなかった場合

  事象発生の起因及び事象進展の特徴は，「(１) 機器への注水が機能し

た場合」と同様である。機器への注水が機能しなかった場合における

蒸発乾固の事象進展及び事故規模の分析では，機器への注水に失敗す

るため，溶液が蒸発・濃縮を経て，乾燥・固化に至ることを想定する。

蒸発乾固の事象進展の特徴及び事故影響分析範囲を第 13.2.1－４図に

示す。 

  考慮する環境条件のうち，「温度」以外は「(１) 機器への注水が機能

した場合」の同様の環境条件となる。そのため，機器への注水が機能

しなかった場合の事故影響分析は，「温度」に対してのみ行う。 
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また，「(１) 機器への注水が機能した場合」と同様に，溶液毎に代表

機器を選定し，事象進展，事故規模の分析を行う。 

 

 

 

 

 

 

第 13.2.1－４図 機器への注水が機能した場合における事故影響分析範囲 

 

 ａ．温度 

   溶解液については，崩壊熱が小さく，事象進展が非常に緩慢なため，

蒸発乾固が進展し，乾燥・固化に至る可能性は低いと考えられる。 

   なお，本分析では，高レベル濃縮廃液，高レベル混合廃液及びプル

トニウム濃縮廃液（250ｇＰｕ／Ｌ）と同様に，溶解液が乾燥・固化に

至 ることを前提に分析を行う。 
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13.2.1.2 起因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定 

(１) 機器への注水が機能した場合

ａ．温度 

中継槽の部材（ステンレス鋼）のＳｕ値は，溶解液の沸点 130℃にお

いて 137ＭＰａであり， 75℃の値と比較しても変化はない。（2005 設

計・建設規格 第Ⅰ編 付録図表 Part5 参照） 

以上のことから，有意な損傷・劣化は発生しない。また，中継槽自

体の損傷・劣化が発生しないため，機器を超えての隣接機器，セル等

への影響は考え難い。 

さらに，機器又は機器に接続する配管，ダクト等から通じた事故影

響の伝搬が考えられるが，上記で記載した通り，溶解液の沸点（約

130℃）における構造材への応力変化では，伝搬先の機器に対して，有

意な損傷・劣化を発生させることは考え難い。 

ｂ．圧力 

中継槽の部材（ステンレス鋼）の許容圧力は数ＭＰａであり，溶解

液が沸騰に至った場合の圧力３ｋＰａに対して十分な余裕がある。 

以上のことから，有意な損傷・劣化は発生しない。また，中継槽自

体の損傷・劣化が発生しないため，機器を超えての隣接機器，セル等

への影響は考え難い。 

さらに，機器又は機器に接続する配管，ダクト等から通じた事故影

響の伝搬が考えられるが，上記で記載した通り，溶解液の沸点（約

130℃）における構造材への圧力変化では，伝搬先の機器に対して，有

意な損傷・劣化を発生させることは考え難い。 
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ｃ．湿度 

各種構造材はステンレス鋼で設計されており，多湿環境下において

脆化することは考え難く，有意な損傷・劣化は発生しない。また，中

継槽自体の損傷・劣化が発生しないため，機器を超えて隣接機器，セ

ル等への影響は考え難い。

さらに，機器又は機器に接続する配管，ダクト等から通じた事故影

響の伝搬が考えられるが，伝搬先の機器の構造材もステンレス鋼で設

計されており，多湿環境下において脆化することは考え難く，有意な

損傷・劣化を発生させることは考え難い。 

ｄ．放射線 

溶液が沸騰に至ったとしても，機器内の放射線環境は通常環境下か

ら変化することはない。また，通常環境下と変化はないため，隣接機

器，セル等への影響は考え難い。 

一方，溶液中の放射性物質が沸騰蒸気に伴い機器外へ移行するため，

機器外の放射線量は上昇するが，移行先の機器の構造材はステンレス

鋼で設計されており，放射線脆化することは考え難く，有意な損傷・

劣化を発生させることは考え難い。 

ｅ．物質の発生（水素，煤煙，放射性物質）

中継槽が内包する溶解液が未沸騰の場合の水素発生量は約 2.2×10－

３Ｎｍ３／ｈに対して，中継槽に内包する溶解液が沸騰した場合の水素

発生量は，約 4.3×10－３Ｎｍ３／ｈとなり，水素発生量が約２倍となる。  

しかし，中継槽では，約 0.1Ｎｍ３／ｈで水素掃気を行っており，十分

な掃気容量を有している。 

以上のことから，溶解液の沸騰により水素発生量が増加したとして

も，有意な損傷・劣化は発生しない。また，中継槽自体の損傷・劣化
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が発生しないため，機器を超えての隣接機器，セル等への影響は考え

難い。 

さらに，機器又は機器に接続する配管，ダクト等から通じた事故影

響の伝搬が考えられるが，上記で記載した通り，中継槽は十分な水素

掃気容量を有しているため，伝搬先の機器に対して，有意な損傷・劣

化を発生させることは考え難い。

一方，溶液が沸騰に至ったとしても，煤煙及び新たな放射性物質が

発生することはない。 

ｆ．落下・転倒による荷重

溶液が上昇したとしても，機器の材質の強度が有意に低下すること

はなく，機器が落下・転倒することはない。 

ｇ．腐食環境

構造材はステンレス鋼で設計されており，硝酸雰囲気中においても，

有意な損傷・劣化は発生しない。また，中継槽自体の損傷・劣化が発

生しないため，機器を超えて隣接機器，セル等への影響は考え難い。 

さらに，機器又は機器に接続する配管，ダクト等から通じた事故影

響の伝搬が考えられるが，伝搬先の構造材もステンレス鋼で設計され

ており，硝酸雰囲気中においても，有意な損傷・劣化を発生させるこ

とはない。 

(２) 機器への注水が機能しなかった場合

ａ．温度 

中継槽の部材（ステンレス鋼）のＳｕ値は，75℃の値に対して，溶

解液が乾燥・固化に至った場合の温度 170℃では，約５％低減する程度

である。（2005 設計・建設規格 第Ⅰ編 付録図表 Part5 参照） 
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以上のことから，有意な損傷・劣化は発生しない。また，中継槽自

体の損傷・劣化が発生しないため，機器を超えての隣接機器，セル等

への影響は考え難い。 

さらに，機器又は機器に接続する配管，ダクト等から通じた事故影

響の伝搬が考えられるが，上記で記載した通り，溶解液の沸点（約

130℃）における構造材への応力変化では，伝搬先の機器に対して，有

意な損傷・劣化を発生させることは考え難い。 
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13.2.1.3 安全機能への影響分析 

各機器に接続している各種安全機能を担う機器・系統の構造的な健全

性について，「13.2.1.1  起因となる蒸発乾固の事象進展，事故規模の

分析」に示した環境条件の変化に対して分析する。

(１) 機器への注水が機能した場合

中継槽が担う安全機能及び接続している各種安全機能を第 13.2.1－

５図に示す。溶解液が沸騰した場合における第 13.2.1－５図に示した安

全機能への影響分析を実施する。

第 13.2.1－５図 中継槽が担う安全機能及び接続している各種安全機能 

ａ．温度 

  ⅰ．放射性物質の保持機能

  「13.2.1.2 起因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」

で記載した通り，溶解液の沸騰により中継槽の劣化・損傷は発生し

ないため，放射性物質の保持機能を喪失することはない。 

  ⅱ．安全冷却水系

 安全冷却水系はステンレス鋼で設計されている。「13.2.1.2 起因
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となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」で記載した通り，ス

テンレス鋼のＳｕ値は，溶解液の沸点 130℃において 137ＭＰａであ

り， 75℃の値と比較しても変化はない。（2005 設計・建設規格 第

Ⅰ編 付録図表 Part5 参照） 

以上のことから，溶解液の沸騰により安全冷却水系が劣化・損傷

することは考え難い。 

  ⅲ．安全圧縮空気系

安全圧縮空気系はステンレス鋼で設計されている。「13.2.1.2 起

因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」で記載した通り，ス

テンレス鋼のＳｕ値は，溶解液の沸点 130℃において 137ＭＰａであ

り， 75℃の値と比較しても変化はない。（2005 設計・建設規格 第Ⅰ

編 付録図表 Part5 参照） 

以上のことから，溶解液の沸騰により安全圧縮空気系が劣化・損

傷することは考え難い。 

  ⅳ．塔槽類廃ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理設備はステンレス鋼で設計されている。

「13.2.1.2 起因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」で記

載した通り，ステンレス鋼のＳｕ値は，溶解液の沸点 130℃において

137ＭＰａであり， 75℃の値と比較しても変化はない。（2005 設計・

建設規格 第Ⅰ編 付録図表 Part5 参照） 

以上のことから，溶解液の沸騰により塔槽類廃ガス処理設備が劣

化・損傷することは考え難い。 

ｂ．圧力 

  ⅰ．放射性物質の保持機能 

「13.2.1.2 起因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」
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で記載した通り，溶解液の沸騰により中継槽の劣化・損傷は発生しな

いため，放射性物質の保持機能を喪失することはない。 

  ⅱ．安全冷却水系

安全冷却水系はステンレス鋼で設計されている。「13.2.1.2 起因

となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」で記載した通り，ステ

ンレス鋼の許容圧力は数ＭＰａであり，溶解液が沸騰に至った場合の

圧力３ｋＰａを十分に下回る。 

以上のことから，溶解液の沸騰により安全冷却水系が劣化・損傷

することは考え難い。 

  ⅲ．安全圧縮空気系

安全圧縮空気系はステンレス鋼で設計されている。「13.2.1.2 起

因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」で記載した通り，ス

テンレス鋼の許容圧力は数ＭＰａであり，溶解液が沸騰に至った場合

の圧力３ｋＰａを十分に下回る。 

以上のことから，溶解液の沸騰により安全圧縮空気系が劣化・損

傷することは考え難い。 

  ⅳ．塔槽類廃ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理設備はステンレス鋼で設計されている。

「13.2.1.2 起因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」で記

載した通り，ステンレス鋼の許容圧力は数ＭＰａであり，溶解液が沸

騰に至った場合の圧力３ｋＰａを十分に下回る。 

以上のことから，溶解液の沸騰により塔槽類廃ガス処理設備が劣

化・損傷することは考え難い。 
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ｃ．湿度 

  ⅰ．放射性物質の保持機能 

「13.2.1.2 起因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」

で記載した通り，溶解液の沸騰により中継槽の有意な損傷・劣化は発

生しないため，放射性物質の保持機能を喪失することはない。  

  ⅱ．安全冷却水系

安全冷却水系はステンレス鋼で構成されているため，多湿環境下

においても腐食することは考え難い。 

以上のことから，溶解液の沸騰により安全冷却水系が劣化・損傷

することは考え難い。 

  ⅲ．安全圧縮空気系

安全圧縮空気系はステンレス鋼で構成されているため，多湿環境

下においても腐食することは考え難い。 

以上のことから，溶解液の沸騰により安全圧縮空気系が劣化・損

傷することは考え難い。 

  ⅳ．塔槽類廃ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理設備はステンレス鋼で構成されているため，多

湿環境下においても腐食することは考え難い。 

以上のことから，溶解液の沸騰により塔槽類廃ガス処理設備が劣

化・損傷することは考え難い。 

ｄ．放射線 

  ⅰ．放射性物質の保持機能 

「13.2.1.2 起因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」

で記載した通り，溶解液の沸騰により中継槽の劣化・損傷は発生しな

いため，放射性物質の保持機能を喪失することはない。 
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  ⅱ．安全冷却水系

溶液が沸騰に至ったとしても，機器内の放射線環境は通常環境下

から変化することはない。 

以上のことから，溶解液の沸騰により安全冷却水系が劣化・損傷

することは考え難い。 

  ⅲ．安全圧縮空気系

溶液が沸騰に至ったとしても，機器内の放射線環境は通常環境下

から変化することはない。 

以上のことから，溶解液の沸騰により安全圧縮空気系が劣化・損

傷することは考え難い 

  ⅳ．塔槽類廃ガス処理設備

溶液が沸騰に至ったとしても，機器内の放射線環境は通常環境下

から変化することはない。 

以上のことから，溶解液の沸騰により塔槽類廃ガス処理設備が劣

化・損傷することは考え難い。 

ｅ．物質の発生（水素，煤煙，放射性物質）

  ⅰ．放射性物質の保持機能

「13.2.1.2 起因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」

で記載した通り，溶解液の沸騰により中継槽の有意な損傷・劣化は発

生しないため，放射性物質の保持機能を喪失することはない。 

  ⅱ．安全冷却水系

「13.2.1.2 起因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」

で記載した通り，中継槽は十分な水素掃気容量を有している。また，

溶液が沸騰に至ったとしても，煤煙及び新たな放射性物質が発生する

ことはなく，通常環境下と変化がないため，有意な損傷・劣化は発生
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しない。 

以上のことから，溶解液の沸騰により安全冷却水系が劣化・損傷

することは考え難い。 

  ⅲ．安全圧縮空気系

「13.2.1.2 起因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」

で記載した通り，中継槽は十分な水素掃気容量を有している。また，

溶液が沸騰に至ったとしても，煤煙及び新たな放射性物質が発生する

ことはなく，通常環境下と変化がないため，有意な損傷・劣化は発生

しない。 

以上のことから，溶解液の沸騰により安全圧縮空気系が劣化・損

傷することは考え難い。

  ⅳ．塔槽類廃ガス処理設備

「13.2.1.2 起因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」

で記載した通り，中継槽は十分な水素掃気容量を有している。また，

溶液が沸騰に至ったとしても，煤煙及び新たな放射性物質が発生する

ことはなく，通常環境下と変化がないため，有意な損傷・劣化は発生

しない。 

以上のことから，溶解液の沸騰により塔槽類廃ガス処理設備が劣

化・損傷することは考え難い。

ｆ．落下・転倒による荷重

溶液が沸騰に至ったとしても，落下・転倒の起因となることはない 

ｇ．腐食環境

  ⅰ．放射性物質の保持機能 

「13.2.1.2 起因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」

で記載した通り，溶解液の沸騰により中継槽の劣化・損傷は発生しな

13－47



いため，放射性物質の保持機能を喪失することはない。 

  ⅱ．安全冷却水系

安全冷却水系はステンレス鋼で構成されているため，硝酸雰囲気

中においても腐食することは考え難い。 

以上のことから，溶解液の沸騰により安全冷却水系が劣化・損傷

することは考え難い。 

  ⅲ．安全圧縮空気系

安全冷却水系はステンレス鋼で構成されているため，硝酸雰囲気

中においても腐食することは考え難い。 

以上のことから，溶解液の沸騰により安全圧縮空気系が劣化・損

傷することは考え難い。 

  ⅳ．塔槽類廃ガス処理設備

安全冷却水系はステンレス鋼で構成されているため，硝酸雰囲気

中においても腐食することは考え難い。 

以上のことから，溶解液の沸騰により塔槽類廃ガス処理設備が劣

化・損傷することは考え難い。 

(２) 機器への注水が機能しなかった場合

 中継槽が担う安全機能及び接続している各種安全機能は，「(１) 機器へ

の注水が機能した場合」に記載した通りである。 

ａ．温度 

  ⅰ．放射性物質の保持機能

「13.2.1.2 起因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」

で記載した通り，溶解液が乾燥・固化に至ったとしても，中継槽の劣
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化・損傷は発生しないため，放射性物質の保持機能を喪失することは

ない。 

  ⅱ．安全冷却水系

安全冷却水系はステンレス鋼で設計されている。「13.2.1.2 起因

となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」で記載した通り，ステ

ンレス鋼のＳｕ値は， 75℃の値に対して，溶解液が乾燥・固化に至

った場合の温度 170℃では，約５％低減する程度である。（2005 設

計・建設規格 第Ⅰ編 付録図表 Part5 参照） 

以上のことから，溶解液が乾燥・固化に至ったとしても，安全冷

却水系が劣化・損傷することは考え難い。 

  ⅲ．安全圧縮空気系

安全圧縮空気系はステンレス鋼で設計されている。「13.2.1.2 起

因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」で記載した通り，ス

テンレス鋼のＳｕ値は，75℃の値に対して，溶解液が乾燥・固化に至

った場合の温度 170℃では，約５％低減する程度である。（2005 設

計・建設規格 第Ⅰ編 付録図表 Part5 参照） 

以上のことから，溶解液が乾燥・固化に至ったとしても，安全圧縮

空気系が劣化・損傷することは考え難い。 

  ⅳ．塔槽類廃ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理設備はステンレス鋼で設計されている。

「13.2.1.2 起因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」で記

載した通り，ステンレス鋼のＳｕ値は， 75℃の値に対して，溶解液

が乾燥・固化に至った場合の温度 170℃では，約５％低減する程度で

ある。（2005 設計・建設規格 第Ⅰ編 付録図表 Part5 参照） 

以上のことから，溶解液が乾燥・固化に至ったとしても，塔槽類
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廃ガス処理設備が劣化・損傷することは考え難い。 
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13.2.1.4 重大事故等対策への影響分析 

各機器に接続している各重大事故等対策を担う機器・系統の構造的な

健全性について，「13.2.1.1 起因となる蒸発乾固の事象進展，事故規模

の分析」に示した環境条件の変化に対して分析する。

(１) 機器への注水が機能した場合

中継槽に接続している各重大事故等対策を担う機器・系統を第 13.2.1

－６図に示す。溶解液が沸騰した場合における第 13.2.1－６図に示した

その他の重大事故等対策への影響分析を実施する。 

第 13.2.1－６図 中継槽に接続している各重大事故等対策

を担う機器・系統 

ａ．温度 

  ⅰ．冷却コイル 

冷却コイルはステンレス鋼で設計されている。「13.2.1.2 起因と

なる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」で記載した通り，ステン

レス鋼のＳｕ値は，溶解液の沸点 130℃において 137ＭＰａであり，

75℃の値と比較しても変化はない。（2005 設計・建設規格 第Ⅰ編 付
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録図表 Part5 参照） 

以上のことから，溶解液の沸騰により冷却コイルが劣化・損傷する

ことは考え難い。 

  ⅱ．機器注水配管

機器注水配管はステンレス鋼で設計されている。「13.2.1.2 起因

となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」で記載した通り，ステ

ンレス鋼のＳｕ値は，溶解液の沸点 130℃において 137ＭＰａであり，

75℃の値と比較しても変化はない。（2005 設計・建設規格 第Ⅰ編 付

録図表 Part5 参照）また，冷却水が供給されているため，配管を通じ

でセル外に事故影響が伝搬することは考え難い。 

以上のことから，溶解液の沸騰により機器注水配管が劣化・損傷

することは考え難い。 

  ⅲ．圧縮空気供給系

圧縮空気供給系はステンレス鋼で設計されている。「13.2.1.2 起

因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」で記載した通り，ス

テンレス鋼のＳｕ値は，溶解液の沸点 130℃において 137ＭＰａであ

り， 75℃の値と比較しても変化はない。（2005 設計・建設規格 第Ⅰ

編 付録図表 Part5 参照）また，圧縮空気が供給されているため，配

管を通じでセル外に事故影響が伝搬することは考え難い。 

以上のことから，溶解液の沸騰により圧縮空気供給系が劣化・損

傷することは考え難い。 

  ⅳ．塔槽類廃ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理設備はステンレス鋼で設計されている。

「13.2.1.2 起因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」で

記載した通り，ステンレス鋼のＳｕ値は，溶解液の沸点 130℃にお
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いて 137ＭＰａであり， 75℃の値と比較しても変化はない。（2005 

設計・建設規格 第Ⅰ編 付録図表 Part5 参照） 

以上のことから，溶解液の沸騰により塔槽類廃ガス処理設備が劣

化・損傷することは考え難い。 

ｂ．圧力 

  ⅰ．冷却コイル

冷却コイルはステンレス鋼で設計されている。「13.2.1.2 起因と

なる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」で記載した通り，で記載

した通り，ステンレス鋼の許容圧力は数ＭＰａであり，溶解液が沸騰

に至った場合の圧力３ｋＰａを十分に下回る。 

以上のことから，溶解液の沸騰により冷却コイルが劣化・損傷す

ることは考え難い。 

  ⅱ．機器注水配管

機器注水配管はステンレス鋼で設計されている。「13.2.1.2 起因

となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」で記載した通り，ステ

ンレス鋼の許容圧力は数ＭＰａであり，溶解液が沸騰に至った場合の

圧力３ｋＰａを十分に下回る。また，冷却水が供給されているため，

配管を通じでセル外に事故影響が伝搬することは考え難い。 

以上のことから，溶解液の沸騰により機器注水配管が劣化・損傷す

ることは考え難い。 

  ⅲ．圧縮空気供給系 

圧縮空気供給系はステンレス鋼で設計されている。「13.2.1.2 起

因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」で記載した通り，ス
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テンレス鋼の許容圧力は数ＭＰａであり，溶解液が沸騰に至った場合

の圧力３ｋＰａを十分に下回る。また，圧縮空気が供給されているた

め，配管を通じでセル外に事故影響が伝搬することは考え難い。 

以上のことから，溶解液の沸騰により圧縮空気供給系が劣化・損

傷することは考え難い。 

  ⅳ．塔槽類廃ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理設備はステンレス鋼で設計されている。

「13.2.1.2 起因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」で記

載した通り，ステンレス鋼の耐圧は数ＭＰａであり，溶解液が沸騰に

至った場合の圧力３ｋＰａを十分に下回る。 

以上のことから，溶解液の沸騰により塔槽類廃ガス処理設備が劣

化・損傷することは考え難い。 

ｃ．湿度 

  ⅰ．冷却コイル 

冷却コイルはステンレス鋼で構成されているため，多湿環境下に

おいても腐食することは考え難い。 

以上のことから，溶解液の沸騰により冷却コイルが劣化・損傷す

ることは考え難い。 

  ⅱ．機器注水配管

機器注水配管はステンレス鋼で構成されているため，多湿環境下

においても腐食することは考え難い。また，冷却水が供給されている

ため，配管を通じでセル外に事故影響が伝搬することは考え難い。 

以上のことから，溶解液の沸騰により機器注水配管が劣化・損傷す

ることは考え難い。 

  ⅲ．圧縮空気供給系
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圧縮空気供給系はステンレス鋼で構成されているため，多湿環境

下においても腐食することは考え難い。また，圧縮空気が供給されて

いるため，配管を通じでセル外に事故影響が伝搬することは考え難い。 

以上のことから，圧縮空気供給系が劣化・損傷することは考え難

い。 

  ⅳ．塔槽類廃ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理設備はステンレス鋼で構成されているため，多

湿環境下においても腐食することは考え難い。 

以上のことから，溶解液の沸騰により塔槽類廃ガス処理設備が劣

化・損傷することは考え難い。 

ｄ．放射線 

  ⅰ．冷却コイル 

溶液が沸騰に至ったとしても，機器内の放射線環境は通常環境下

から変化することはない。 

以上のことから，溶解液の沸騰により冷却コイルが劣化・損傷す

ることは考え難い。 

  ⅱ．機器注水配管

溶液が沸騰に至ったとしても，機器内の放射線環境は通常環境下

から変化することはない。一方，溶液中の放射性物質が沸騰蒸気に伴

い機器外へ移行するため，機器外の放射線量は上昇する可能性がある

が，冷却水が供給されているため，配管を通じでセル外に事故影響が

伝搬することは考え難い。 

以上のことから，溶解液の沸騰により機器注水配管が劣化・損傷

することは考え難い。 

  ⅲ．圧縮空気供給系
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溶液が沸騰に至ったとしても，機器内の放射線環境は通常環境下

から変化することはない。一方，溶液中の放射性物質が沸騰蒸気に伴

い機器外へ移行するため，機器外の放射線量は上昇する可能性がある

が，圧縮空気が供給されているため，配管を通じでセル外に事故影響

が伝搬することは考え難い。 

以上のことから，溶解液の沸騰により圧縮空気供給系が劣化・損傷

することは考え難い。 

  ⅳ．塔槽類廃ガス処理設備

溶液が沸騰に至ったとしても，機器内の放射線環境は通常環境下

から変化することはない。 

以上のことから，溶解液の沸騰により塔槽類廃ガス処理設備が劣

化・損傷することは考え難い。 

ｅ．物質の発生（水素，煤煙，放射性物質）

  ⅰ．冷却コイル

「13.2.1.2 起因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」

で記載した通り，中継槽は十分な水素掃気容量を有している。また，

溶液が沸騰に至ったとしても，煤煙及び新たな放射性物質が発生する

ことはなく，通常環境下と変化がないため，有意な損傷・劣化は発生

しない。 

以上のことから，溶解液の沸騰により冷却コイルが劣化・損傷す

ることは考え難い。 

  ⅱ．機器注水配管

「13.2.1.2 起因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」

で記載した通り，中継槽は十分な水素掃気容量を有している。また，
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溶液が沸騰に至ったとしても，煤煙及び新たな放射性物質が発生する

ことはなく，通常環境下と変化がないため，有意な損傷・劣化は発生

しない。さらに，冷却水が供給されているため，配管を通じでセル外

に事故影響が伝搬することは考え難い。 

以上のことから，溶解液の沸騰により機器注水配管が劣化・損傷

することは考え難い。 

  ⅲ．圧縮空気供給系

「13.2.1.2 起因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」

で記載した通り，中継槽は十分な水素掃気容量を有している。また，

溶液が沸騰に至ったとしても，煤煙及び新たな放射性物質が発生する

ことはなく，通常環境下と変化がないため，有意な損傷・劣化は発生

しない。さらに，圧縮空気が供給されているため，配管を通じでセル

外に事故影響が伝搬することは考え難い。 

以上のことから，溶解液の沸騰により圧縮空気供給系が劣化・損

傷することは考え難い。 

  ⅳ．塔槽類廃ガス処理設備

「13.2.1.2 起因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」

で記載した通り，中継槽は十分な水素掃気容量を有している。また，

溶液が沸騰に至ったとしても，煤煙及び新たな放射性物質が発生する

ことはなく，通常環境下と変化がないため，有意な損傷・劣化は発生

しない。

以上のことから，溶解液の沸騰により塔槽類廃ガス処理設備が劣

化・損傷することは考え難い。 

ｆ．落下・転倒による荷重

溶液が沸騰に至ったとしても，落下・転倒の起因となることはない。
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ｇ．腐食環境

  ⅰ．冷却コイル 

冷却コイルはステンレス鋼で構成されているため，硝酸雰囲気中

においても腐食することは考え難い。 

以上のことから，溶解液の沸騰により冷却コイルが劣化・損傷す

ることは考え難い。 

  ⅱ．機器注水配管

機器注水配管はステンレス鋼で構成されているため，硝酸雰囲気

中においても腐食することは考え難い。また，冷却水が供給されてい

るため，配管を通じでセル外に事故影響が伝搬することは考え難い。 

以上のことから，溶解液の沸騰により機器注水配管が劣化・損傷

することは考え難い。

  ⅲ．圧縮空気供給系

圧縮空気供給系はステンレス鋼で構成されているため，硝酸雰囲

気中においても腐食することは考え難い。また，圧縮空気が供給され

ているため，配管を通じでセル外に事故影響が伝搬することは考え難

い。 

以上のことから，溶解液の沸騰により圧縮空気供給系が劣化・損

傷することは考え難い。 

ⅳ．塔槽類廃ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理設備はステンレス鋼で構成されているため，硝酸

雰囲気中においても腐食することは考え難い。 

以上のことから，溶解液の沸騰により塔槽類廃ガス処理設備が劣

化・損傷することは考え難い。 
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(２) 機器への注水が機能しなかった場合

中継槽に接続している各重大事故等対策を担う機器・系統，「(１) 

機器への注水が機能した場合」に記載した通りである。

ａ．温度 

ⅰ．冷却コイル

冷却コイルはステンレス鋼で設計されている。「13.2.1.2 起因と

なる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」で記載した通り，ステン

レス鋼のＳｕ値は，75℃の値に対して，溶解液が乾燥・固化に至った

場合の温度 170℃では，約５％低減する程度である。（2005 設計・建

設規格 第Ⅰ編 付録図表 Part5 参照） 

以上のことから，溶解液が乾燥・固化に至ったとしても冷却コイル

が劣化・損傷することは考え難い。 

ⅱ．機器注水配管

機器注水配管はステンレス鋼で設計されている。「13.2.1.2 起因

となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」で記載した通り，ステ

ンレス鋼のＳｕ値は， 75℃の値に対して，溶解液が乾燥・固化に至

った場合の温度 170℃では，約５％低減する程度である。（2005 設

計・建設規格 第Ⅰ編 付録図表 Part5 参照）また，冷却水が供給され

ているため，配管を通じでセル外に事故影響が伝搬することは考え難

い。 

以上のことから，溶解液が乾燥・固化に至ったとしても機器注水

配管が劣化・損傷することは考え難い。 

ⅲ．圧縮空気供給系

圧縮空気供給系はステンレス鋼で設計されている。「13.2.1.2 起
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因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」で記載した通り，ス

テンレス鋼のＳｕ値は，75℃の値に対して，溶解液が乾燥・固化に至

った場合の温度 170℃では，約５％低減する程度である。（2005 設

計・建設規格 第Ⅰ編 付録図表 Part5 参照）また，圧縮空気が供給さ

れているため，配管を通じでセル外に事故影響が伝搬することは考え

難い。 

以上のことから，溶解液が乾燥・固化に至ったとしても圧縮空気

供給系が劣化・損傷することは考え難い。 

ⅳ．塔槽類廃ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理設備はステンレス鋼で設計されている。

「13.2.1.2 起因となる蒸発乾固の事故影響が及ぶ範囲の特定」で記

載した通り，ステンレス鋼のＳｕ値は，75℃の値に対して，溶解液が

乾燥・固化に至った場合の温度 170℃では，約５％低減する程度であ

る。（2005 設計・建設規格 第Ⅰ編 付録図表 Part5 参照） 

以上のことから，溶解液が乾燥・固化に至ったとしても塔槽類廃

ガス処理設備が劣化・損傷することは考え難い。 
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13.2.1.5 分析結果 

各重大事故において発生を想定する全機器に対して分析を実施した。 

蒸発乾固の発生が想定される５建屋，13 機器グループ，53 貯槽の全て

において重大事故等が同時発生することを前提として評価を実施し，上述

のとおり重大事故等対策が有効であることを確認した。また，想定される

事故時環境において，蒸発乾固の発生が想定される機器に接続する安全機

能を有する機器が，損傷又は機能劣化することはなく，他の重大事故等が

連鎖して発生することがないことを確認した。 
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経過時間（時間）
備　　考

・可搬型貯槽温度計設置及び貯槽溶液温度測定
4

要員数対策 作業

・内部ループ通水準備（可搬型建屋内ホース敷設，接続，
隔離） 4

・貯槽溶液温度測定
2

内部ループ通水
・内部ループ通水（弁操作，漏えい確認，内部ループ健全性
確認，冷却水流量（ループ通水）確認） 2発生防止

・膨張槽液位確認
4

第5.9.4.1－３図(1)　前処理建屋における「地震発生による全交流動力電源の喪失を伴う冷却機能喪失事故
（地震発生による全交流動力電源の喪失を伴う検討対象事象の同時発生時）」の
発生防止対策の作業と所要時間

・計器監視（貯槽溶液温度，冷却水流量（ループ通水））
2

・可搬型漏えい液受皿液位計設置（漏えい液受皿液位測定）
4

1:30 

初
動
対
応

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 24:00 25:00 27:00 23:00 26:00 28:00 29:00 30:00 31:00 32:00 34:00 139:00 141:00 143:00 33:00 35:00 
140:00 142:00 144:00 

▽事象発生 ▽ 

1:10 

1:00 

0:30 

0:40 

1:35 

対策の制限時間（沸騰開始） 

図面は全面改正中
　表の新規追加（放出量、水素発生量等）
　パラメータのトレンド図追加
　起因毎のタイムチャート追加等
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